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         午前９時３０分  開会 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      皆さん、おはようございます。 

      定刻の９時30分となりましたので、ただいまから平成29年第５回大和町議会定例会

を開会いたします。 

      これより本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                            

         日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、５番槻田雅之君及び６番門

間浩宇君を指名します。 

                                            

         日程第２「会期の決定について」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

      お諮りします。 

      本定例会の会期は、本日から９月15日までの11日間にしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月15日までの11日間に決定しまし

た。 

                                            

         日程第３「諸般の報告」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第３、諸般の報告を行います。 

      議長としての報告事項は、議員のお手元に配付のとおりです。ご了承ください。 
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    町長より招集の挨拶があります。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      おはようございます。 

      第５回の町議会開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

      本日ここに、平成29年第５回大和町議会定例会が開会され、平成28年度各種会計決

算を初め、提出議案をご審議いただくに当たり、その概要をご説明申し上げますので、

議員皆様方の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

      初めに、東北地方が８月２日に梅雨明けしたと見られると仙台管区気象台から発表

されておりましたが、気象庁が天候経過を総合的に検討し、９月１日に梅雨入りと梅

雨明けの確定を発表したところによりますと、東北の南部と北部では梅雨明けが特定

されませんでした。 

      東北太平洋側では、曇天の日が続き、仙台の観測地点では７月22日から８月26日ま

での36日連続で降雨が観測され、６月から９月では昭和９年の記録を抜いて、83年ぶ

りに観測史上一位の記録を塗りかえたということであります。日照時間の少ない状態

が続いたことから、８月10日には仙台管区気象台から日照不足と低温に関する宮城県

気象情報第一号が発表されましたが、仙台の８月の月間日照時間は、平年の40％にと

どまる57.1時間で、昭和16年の記録を下回り最小記録を更新しております。 

      水稲につきましては、穂ぞろい期が平年と同じ８月11日となっておりましたが、日

照不足と低温によりいもち病の発生が懸念されることから、黒川農作物病害虫防除推

進協議会では、適切な防除を農家に呼びかけております。 

      このような状況の中、８月30日に東北農政局から本年産水稲の８月15日現在の作柄

概況について、宮城県の全域でやや良、作況指数105から102との発表がありました。

７月中旬までは、気象が好天で経過したものの、８月に入ってからの日照不足や低温

の影響から、登熟はやや不良と見込まれるとのことであります。作柄は、その後の気

象が平年並みに推移するものとしての予測でありますことから、今後は天候が回復し

て順調な収穫の秋を迎えられるよう願っているところでございます。 

      次に、８月６日に開催いたしました第23回まほろば夏まつりは、長雨のさなかの開

催でありましたが、未明からの雨は朝方までには上がり、幸いにもまほろば夢花火が

終了するまで天候にも恵まれ、多くの皆様にお楽しみいただくことができました。ボ

ランティア活動を初め、各般にわたりご支援、ご協力をいただきました町議会議員の

皆様を初めとしました関係各位に感謝を申し上げます。 
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      また、北朝鮮が８月29日早朝に弾道ミサイルを発射し、日本上空を通過後、北海道

の襟裳岬沖当方の太平洋上に落下しました。国は、発射直後に全国瞬時広報システム、

Ｊアラートから、北海道東北地方などの住民に避難を呼びかけました。 

      本町の防災行政無線もＪアラートに連動して自動起動し、子局等を通じて情報が放

送されたところです。総務課危機対策室の職員が即時出勤して情報収集や、問い合わ

せの対応に当たりました。同日臨時庁議を開き、各課の対応状況を情報共有するとと

もに、Ｊアラートの情報が発信された場合の初動態勢が確立されておりませんでした

ので、災害時職員行動マニュアルの地震災害、風水害等の配備基準に準じて、対応方

法を周知したところでございます。なお、Ｊアラートによる情報が発信された場合の

行動についてのチラシを作成し、９月号の広報紙にあわせて全戸に配布いたしており

ますので、そのような場合にはあわてず、落ち着いた行動をとられることをお願いす

るものでございます。 

      それでは、本日提出しております議案につきまして、その概要をご説明申し上げま

す。 

      初めに、認定第１号から第12号までの平成28年度各種会計決算でありますが、平成

28年度は前年度に人口が２万8,000人を突破し、国勢調査の人口増加率が全国第３位

となり、若手世代の増加など、住民構成が大きく変化し、多様な住民構成となったこ

とを踏まえ、地域課題を主体的に捉えて改定を行いました大和町第四次総合計画及び

大和町まち・ひと・しごと創生総合戦略を基本としたまちづくりを目指した予算計

上・運営を行いました。 

      平成28年度の国の経済は、アベノミクスの取り組みのもと、雇用所得環境が改善し、

緩やかな回復基調が続いている中、年度前半には海外経済で弱さが見られたほか、国

内経済についても個人消費及び民間設備投資は所得収益の伸びと比べ、力強さを欠い

た状態となっていることから、デフレを完全に脱却し、しっかりと成長していく道筋

をつけるため、政府は８月に未来への投資を実現する経済対策を取りまとめました。

年度後半からは海外の経済情勢の安定化や経済対策等の効果もあって、輸出や生産は

持ち直し、雇用所得環境にも改善が見られたところです。 

      本町の平成28年度予算の編成に当たりましては、地方財政計画内容を踏まえ、国の

取り組みと歩調を合わせながら、さらには大和町の現状を踏まえて、平成28年度から

平成30年度までの中期財政見通しとして、町税、地方交付税を基幹とした歳入と性質

別の歳出の見通しを作成した上で、骨格となるべき主要事業は全て１件ごとに事業効

果や実施の適否、予算規模の検証を行って、真に町民ニーズに応えた当初予算の編成
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とし、その執行を行ったところでございます。 

      平成28年度大和町の財政は、前年度に及ばなかったものの50億円に近い収納額とな

った町税収入と地方交付税を基本として、第四次総合計画に基づいた「みやぎの元気

を創造するまちづくり」、「美しい自然を大切にする環境のまちづくり」、「安心し

た生活が送れる福祉のまちづくり」、「豊かな心をはぐくむ学習のまちづくり」、さ

らには「便利で快適に暮らせる定住のまちづくり」、「災害に強く危険の少ない安全

のまちづくり」を基本理念に事務事業の執行に努めてまいったところであります。 

      水道事業会計を除く各種会計の最終予算は、当初予算166億3,447万円に対し、６億

2,152万円の追加補正、並びに平成27年度からの繰越額５億4,106万円を加え、平成29

年度へ繰り越しを行いました４億2,720万円を減じた173億6,985万円が決算対象額と

なるものであります。実質の収入済み及び支出済み比率は、収入が100.9％、支出が

95.5％であります。 

      一般会計の歳入決算額は、119億9,485万円、対前年度比は105.6％であります。対

する歳出総額は113億1,244万円、対前年比108.7％となり、差し引き額は６億8,241万

円となりました。さらに、繰越事業への繰越財源は１億5,147万円であり、実質収支

額は５億3,094万円、対前年比は65.9％となり、うち２億7,000万円を財政調整基金へ

繰り入れすることとしております。 

      歳入について見ますと、歳入の中枢であります町税収入は、人口の増加による個人

町民税の増加がありましたものの、法人町民税の減少などにより、全体では49億

7,294万円、対前年度比99.3％と50億円を超え、過去最高の収納額になりました前年

度をわずかに下回りました。 

      また、地方交付税は、普通交付税が７億2,937万円、対前年度比55.8％、特別交付

税が１億7,817万円、対前年度比74.7％、震災復興特別交付税７億7,499万円、対前年

度比152.8％で、合計16億8,253万円となり、前年度に比較して３億7,029万円の減額

となっております。 

      国庫支出金につきましては、決算額16億9,455万円で前年度を上回りましたが、こ

れは防災行政無線放送施設整備事業、都市再生整備計画事業の大和町南部コミュニテ

ィセンター建設事業及び耐震性貯水槽設置事業、臨時福祉給付事業等が実施されたこ

とによるものとなっております。 

      県支出金につきましては、決算額６億5,123万円で前年度より減少いたしましたが、

こちらにつきましては、前年度で再生可能エネルギー導入事業等が完了したことによ

るものであります。 
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      繰入金につきましては、決算額８億1,554万円で前年度を大きく上回りましたが、

まちづくり基金等、学校校舎建設基金等からの繰入額の増加によるものであります。 

      町債は２億8,260万円のうち臨時財政対策債が２億4,300万円となっております。 

      この結果、歳入総額は前年度に比べ、６億3,763万円の増額となったところであり

ます。 

      歳出について見ますと、前年度に人口が２万8,000人を超え、地域発展に向けた取

り組みが徐々に身を結ぶ中、若手世代の増加など住民構成が大きく変化し、多様な住

民構成になったことを踏まえ、地域課題を主体的に捉えて、子育て支援等、今後のま

ちづくりの指針となる改訂版の第四次総合計画に基づく事業を主眼に事業展開を実施

してまいりました。 

      具体の事業につきましては、企業立地奨励事業、臨時福祉給付事業、あんしん子育

て医療費助成事業、私立保育園運営事業、シルバー人材センター支援事業、町民バ

ス・デマンドタクシー運行事業、児童手当支給事業、私立幼稚園就園奨励費補助事業、

確かな学びプロジェクト事業、サマースクールやウインタースクールの実施、そして

学習支援員、図書支援員、外国語指導助手の配置事業により教育環境の充実を図った

ところであります。 

      投資的事業関係では、都市再生整備計画事業の大和町南部コミュニティセンター建

設事業及び耐震性貯水槽設置事業、継続事業の大角地区のため池整備事業を実施し、

学校施設の整備事業として宮床中学校校舎の大規模改修事業及び校庭拡張事業に着手

をいたしたところです。 

      また、防衛省関係事業では、民生安定事業として防災行政無線施設及び移動系無線

施設の整備事業を実施したほか、交付金事業として町道桧木上舞野線の改良舗装工事、

町道高田線、流通平１号線等の舗装改良工事、町道若柳大平線等の実施設計業務など

を実施いたしました。 

      災害復旧事業としましては、関東・東北豪雨災害により被災し、繰越事業となりま

した道路、河川、公園、農林業施設及び教育施設の災害復旧事業を実施いたしました。 

      次に、普通会計の性質別経費について見ますと、人件費につきましては、12億

7,794万円、対前年度比97.9％の決算額となっております。 

      扶助費は18億2,188万円、対前年度比112.3％で、障害福祉サービス費、あんしん子

育て医療費助成事業費の増加のほか、臨時福祉給付金の給付事業があったことによる

ものであります。 

      公債費につきましては６億4,744万円、対前年度比87.8％となっており、これは企
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業債の償還終了や新規借り入れの抑制によるものでありますが、今後も低減が続くよ

う努力してまいります。 

      これら３経費合計の義務的経費につきましては、37億4,726万円、対前年度比

102.2％で、人件費と公債費は減少しましたが、扶助費が増加したことにより8,211万

円の増加となり、歳出全体に占める割合は33.1％となっております。 

      次に、投資的経費でありますが、21億7,437万円、対前年度比202.3％と倍増いたし

ました。これは南部コミュニティセンター、宮床中学校の大規模改修及び校庭拡張事

業などの建設事業の実施が重なったことによるものでございます。 

      その他の経費につきましては、物件費につきましては、18億8,218万円、対前年度

比107.7％と増加しておりますが、これにつきましては、吉岡児童館及び児童支援セ

ンター運営業務、スクールバス運行業務など委託料の増加によるものであります。 

      維持補修費につきましては、１億6,528万円、対前年度比75.2％と減少し、補助費

等につきましては、19億5,347万円、対前年度比96.7％となりました。 

      積立金につきましては、１億3,619万円、対前年度比34.5％と大きく減少いたしま

したが、特定の基金への積立が減少したことによるものでございます。 

      以上が一般会計及び普通会計決算の概要でありますが、その他国民健康保険事業勘

定特別会計を初め、各種会計も全て黒字決算の状況となっております。それぞれの会

計の独立性や受益者負担の原則を認識しながら、各特別会計の健全経営を図ることが

必要であると判断しております。 

      続きまして、条例案件等についてご説明申し上げます。 

      初めに、議案第54号でありますが、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税法

の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正

に伴い、所要の改正を行うため大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免

除に関する条例の一部を改正するもの。 

      議案第55号は、介護保険法の一部改正に伴い、被保険者等に関する調査対象者を拡

大するため、大和町介護保険条例の一部を改正するもの。 

      議案第56号につきましては、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、根拠としてい

る省令の条項について大和町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正するもの。 

      議案第57号につきましては、平成30年４月から環境管理センターの新施設が稼働す

ることにより、処理原価があがることから、大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条

例の一部を改正するものでございます。 
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      次に、議案第58号から議案第65号までの補正予算についてご説明申し上げます。 

      一般会計につきましては、補正予算額２億2,479万円を追加し、歳入歳出の総額を

101億7,362万6,000円とするものであります。 

      歳出の主なものについて申し上げますと、総務費は年金機構との情報連携及びマイ

ナンバーカードの記載充実等に要する社会保障・税番号制度システム整備事業費

1,854万円、子育て支援住宅整備事業の公有財産購入費1,546万5,000円を計上いたし、

徴税費には法人町民税等の還付金及び還付加算金を追加いたしております。 

      民生費は、平成28年度の事業費確定に伴う精算によります償還金、宮床児童館整備

実施計画業務委託料1,261万5,000円を計上し、衛生費は8,000ベクレル以下の放射性

汚染廃棄物の試験焼却により押し出される一般廃棄物の運搬処理費用を計上いたして

おります。 

      農林水産業費には、農林業系の放射性汚染廃棄物処理事業に要する費用202万2,000

円、森林情報管理システム導入費用127万8,000円を計上し、商工費は店舗取得、改修

推進事業補助金355万円を追加しております。 

      土木費は、除雪経費を9,993万2,000円、町道維持管理費1,825万6,000円、地区計画

資料作成に要する費用250万6,000円、都市再生整備計画事業のもみじケ丘歩道橋補修

設計及び杜の丘２号公園工事費用として4,028万8,000円を計上いたしております。 

      消防費は、ドクターヘリランデブーポイントへの案内看板設置に要する費用290万

6,000円を計上し、教育費には吉岡小学校の電話設備改修に要する費用170万5,000円

を計上いたしております。 

      災害復旧費は、平成27年の台風18号により被害のあった農林施設の復旧工事費用

270万円を計上いたしております。 

      これら以外に４月の人事異動によります人件費の調整として、人件費計上費目の補

正もあわせて行っており、関連する会計間の繰出金の調整も行っております。 

      以上が歳出の主なものでありますが、これらの経費に充てます財源といたしまして

は、繰越金１億984万1,000円、町税8,250万6,000円、国庫支出金2,889万6,000円、県

支出金354万7,000円をもって措置するものであります。 

      また、国民健康保険事業勘定特別会計は、人件費の調整のほか高額療養費給付費、

前期高齢者納付金等を追加し、介護保険事業勘定特別会計は、人件費の調整のほか、

保険給付費と地域支援事業との組みかえ、国庫支出金等の償還金を追加し、後期高齢

者医療特別会計においては、人件費調整を行っており、下水道事業特別会計は人件費

の調整のほか、汚水管修繕に要する費用を追加措置いたしております。農業集落排水
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事業特別会計、及び個別合併処理浄化槽特別会計におきましては、人件費を調整し、

水道事業会計は人件費調整のほか、コンビニ収納に対応する費用を計上いたしており

ます。 

      次に、議案第66号につきましては、町民バス車両の物品売買契約に当たり、議会の

議決をお願いするもの。 

      議案第67号につきましては、平成29年７月15日に発生いたしました交通事故に関し

まして、損害賠償の額を定め、和解するものでございます。 

      報告第１号につきましては、平成28年度大和町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告を行うものであります。 

      なお、今会期中に人事案件等を追加させていただく予定としておりますので、あら

かじめご了承をお願い申し上げます。 

      以上が、今回提出いたしております議案の概要でございますが、何とぞ慎重にご審

議をいただきましてご可決を賜りますようお願いを申し上げ、挨拶といたしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                            

         日程第３「一般質問」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第３、一般質問を行います。 

      順番に発言を許します。 

      ８番千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      皆さん、おはようございます。 

      通告に従いまして、一般質問開始いたします。 

      １件目、職員研修について 

      町では、東北自治会館主催の階層別研修、職場内研修（ＯＪＴ）総合案内を柱とし

た職員研修を実施している。しかし、能力的、精神的に期待値に及ばない職員が見受

けられる。 

      職員の対応の悪さによる来庁者の苦情をなくし、町民の方々の福祉の向上を実現す

るために、以下に提案を示す。町長の考えを伺います。 

      １、新人職員研修を２～３カ月実施し、地方公務員としての自覚、広範囲の知識を
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習得させ、習得に応じた配属でより効果的な組織を実現できると考えるが。 

      ２、新人職員研修を初め、研修の講師を主任以上職員が担当することで、知識の確

認、人に伝える訓練ができると考えるが。 

      ３、階層別に推奨図書を選定し、習得を義務づける。費用は町が補助する。能力不

足、意識改善を必要とする職員が散見される。これを実現することにより、地方公務

員、役職としての役割を果たすことができると考えるが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますが、職員研修に関するご質問でございま

した。 

      初めに、町では職員の士気向上と能力開発などを目的に、毎年度の計画に基づきま

して計画を行っているところです。職場内研修のほか、職責に基づいた階層別研修を

基本とし、担当する職務に関する専門実務研修やＯＡ研修等に派遣をしております。

このほか、長期研修といたしましては、東北６県中堅職員研修、これは61日間でござ

いますが、この研修、また東北６県主任級職務研修、これは26日間でございますが、

これにも継続して派遣しているところでございます。今年度も間もなく半分が過ぎよ

うとしておりますが、計画どおり、その計画にのっとって実施しているところでござ

います。 

      さて、１要旨目ですが、新規採用職員に係る研修につきましては、まず辞令交付前

の事前説明会がありまして、この研修におきましては、町の概要や職場での一日の過

ごし方、各種手続のほかに、地方公務員の要点をもととして公務員としての心構えを

説明する時間を設けております。 

      採用後の４月には、新社会人としての挨拶、電話対応等の基本を身につける、新入

社員研修会、これは民間の銀行で主催されているものでございますが、この研修会、

５月には自己啓発、体力強化、積極性を身につけるための自衛隊隊内生活体験研修、

９月から１月にかけましては、市町村職員研修所で行われます新規採用職員研修への

派遣を行いまして、さらに職場内研究といたしまして、若手職員研修を年間10回計画

しているところでございます。 

      議員ご提案の２年３カ月にわたります研修につきましては、知識習得の面では有効
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かと思われますが、研修の受け入れ先や既存の研修計画との調整、また人員配置など

の面からも実現に当たっては課題が大変多いものと考えております。 

      新規採用職員対象の研修はさらに改善に努めなければならないと考えておりまして、

今後の参考とさせていただきます。 

      次に、研修講師を主任以上職員が担当することのご提案でございます。平成27年度

より実施しております採用後おおむね５年未満の職員を対象とした若手職員研修、こ

の講師を昨年度から各係長が務めております。議員の質問にございますとおり、知識

の確認と人に伝える技術の向上を目的としているものでございます。今年度は既に３

回行いましたが、今後も目的を達成できるよう取り組んでまいります。 

      ３要旨目でございますが、階層別に推奨図書とのご提案でございます。研修所で実

施されます研修には、講師の指示で事前課題として指定の本を読むことが指示される

ことがございます。さまざまな専門的図書や、自己啓発図書が出版されており、それ

らを研修の一環として職員に読書を義務づけることは、その効果も期待できるものと

考えております。特に、読書離れの多いとされる若い世代の職員には有効であると思

います。 

      職員育成は町の責務であり、今現在は職場内研修や階層別研修によって行っている

ところでありますが、自己研鑽になる図書購入費用につきましては、職員個人の負担

であることが原則であります。各課の参考図書としましては、町の予算で購入すると

なっておりますが、推奨図書については図書の選定の方法などの課題もあると、この

ように思っております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      ただいま町長から答弁ありましたものに対して、再質問をさせていただきます。 

      まずは、この質問させていただくに当たって、町民の方から多くの職員に対する意

見、要望というものを聞いた中での質問とご理解いただければと思います。まずは、

この職員研修に関しては、以前にも町長と何度かお話しさせていただいたところでご

ざいますが、やはり疑問に思っているところは、新入職員のときには役場全体の業務、

基本的なものを学んだ上で、公務員としての自覚を持ち、職場になれたところで本業

務といったらおかしいんですけれども、そういったものにつくことによってより多く



１５ 

の職員とも触れ合うことができるし、知識も習得できるということで、機能的に組織

が動くんじゃないかというところで新入社員の研修を２～３カ月にしたらいいんじゃ

ないかという提案でございます。 

      もちろん多くの研修をされていることは周知されておりますが、私が書いたこの東

北自治会館主催の研修を初めとしたものは、主な柱としてやっていることとは存じて

おります。その中で、町長も理想とする職員という像をお持ちです、一般質問でその

点は議論させていただいた経緯がありますので。そういった考えがあるならば独自で

研修を設けて、より理想に近づける研修をされたらどうかということが含まれたもの

です。そういったものを踏まえて、再度町長の新人職員の２～３カ月の研修というの

は可能かどうかをお聞かせいただきたいんですけれども。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      職員の研修というのは大切だということは、前から申し上げておるところでござい

ます。そういった中で全体を把握してやるということ、そういった理想というのはあ

ろうかと思います。ただ、職員につきましては入ってもらったときから働いてもらっ

ていますから当然の話ですけれども、なかなか２カ月、３カ月にわたって完全に隔離

といいますか、そこにだけ特化した形でやるということは、全体の業務の中でどう考

えても難しい部分があるのではないかと思っております。 

      さらには、２カ月、３カ月、さっきも申しましたところですが、そういった研修を

どういった形でやるか、これはいろいろ勉強しながらということであるかもしれませ

んけれども、町だけでできるものではないでしょうし、いろんなところに委託という

ことも考えていかなければいけないという場合に、さっきも申し上げましたけれども、

まだ難しい部分があると思っております。 

      議員のお話のとおり、全体をわかってやるということ、これは非常に大切なことだ

と思っております。どの会社でもそういったことをやりたいと思っていると思います

が、なかなか公務員の場合、また幅も広いわけでございますので、全体を把握する点

についてもだから必要だという言い方もあると思いますが、一朝一夕にできるもので

はない。仕事をしながら覚えてもらうという部分も出てくると思っております。 

      さっきも言いました新人の研修は非常に大切だと思っておりまして、なかなか民間
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のようにできない部分があって、残念といいますか、そういった思いは私個人でもあ

るんですけれども、現実的な問題としての中でそれもありますので、さっきも申しま

したけれども、新人研修等については研修についての改善が必要だというのを我々も

認識しておりますので、今後いろいろ研究させてもらいたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      やはり一つの制度を変えて、新しい制度をつくるのには相当なエネルギーも必要だ

ということで理解をさせていただいておりますが、そこで問題になっているのは、外

部に委託した研修、それで帰ってきたときにそこの職場の課長、または同僚たちが上

手にフィードバックできていないとも感じるものですから、そういったものを本当に

現場、職場でやることによって、この子はこの研修をどの程度理解したという認識も

出てくる中で、有効じゃないかと思っておりますが、先ほども言いましたように制度

を１つ変えていくのには相当なエネルギーがあるということで、町長のほうも理解し

ているとは、この文面で課題が多く、今後いろんなものをつぶしていかなくちゃいけ

ないというものは理解させていただきましたので、２要旨目に入りたいと思います。 

      この２要旨目、もう既にやっているよということですが、講師を係長以上のものに

した、私も主任以上、申しわけないですけれども、確たる根拠はないんですけれども、

主任以上ですとある程度の人数の職員がそういったものに携われるんじゃないかとい

う認識のもので、主任以上にさせていただいたんですけれども、多くの職員がこの職

員研修に携わり、自分の知識、または人前で話すことの難しさを学んでいただくとい

うことが必要じゃないかなということのための一般質問ですが、もう少し担当の職員

数をふやして、講師として使ってみたらいかがかなと思うんですけれども、町長再答

弁お願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      講師を多くの人によって経験を積ませるという意味だというふうに思っています。



１７ 

講師としてやる場合にはそういったこともあろうかと思いますが、一方で研修ですの

で、受ける側についてもどういう研修をやるかということが必要だと思います。うち

のほうでは今回係長ということにしていますのは、係長制でございますので、課の中

に係があって、係長が何人かいます。そこの係のトップでございますので、その係長

から説明をすることによって、その係の全体の説明がなされますし、聞くほうもこの

係だというものがわかりやすいといいますか、そういったことがあると思っておりま

す。また、係長も係が結構ございますので、係長、今例えば１カ月に一遍やるにして

も、１人ではなくて２人、ないし３人という係がありますので、１課について。そう

いった形でやらせても、これでも十数課あるわけですので、係長も合わせると結構な

あれになります。 

      そういうこともありますので、今係長研修もやっていることもありますので、成果

を出すという部分について、係長をやっているところです。多くの方にそういった経

験をといった考え方もよくわかりますが、さっき申し上げました講師を受ける側の受

けるスタンスといいますか、そういったこと、あるいは係長についても結構な人数が

いるということでございますので、係長の中で今の研修は進めてまいりたいと思いま

す。ほかのいろんな機会があれば、そういったところでしゃべってやるということも

それはありだというふうに思っておりますが、若手研修については係長でやっていき

たいと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      まだこの制度としては始まったばかりなので、この後の経緯を見させていただくと

いうことで理解させていただきます。 

      ３要旨目ですけれども、推奨図書、これがちょっと議論したいところなんですけれ

ども、先ほども申し上げたとおり、町長、理想の職員像というのはお持ちです。そう

いった中で研修所に入所される職員が課題の本を読むんじゃなくて、日常茶飯事でこ

ういった職員になってもらいたいという町長の希望のもとに、図書を選定していただ

いて、それで費用はなぜ補助を最初してほしいというふうに考えたかというと、ある

程度町長の考えで義務化すれば、ある程度の補助は必要と、それが定着すれば各職員

が自主的にそういった本を読んでいくという制度の始まりだから、どうしてもこうい
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った補助も必要なじゃないかということで理解していただきたいんですけれども、そ

れを踏まえてこの制度を始めるかどうかの町長の考えを再度聞かせていただきたいん

ですけれども。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      職員にどうあってほしいという考え方というのはいろいろあると思いますが、基本

的に職員、社会人になった場合に自分で給料をもらって生活をすることになるわけで

すので、自己啓発といいますか、それについては自分で進んでやるというのが基本だ

と思っております。そういった中で、役場、職場としてできることについては平等に

やっている研修、研修所に行ったり、あるいは個人でやる場合には自分でやりたいも

のを選んでもらう、自己研鑽のそういったものについてもエクセルとかその辺とか、

あると思っていまして、平等に機会を与えるという部分でそういった形になっている

と思います。 

      そういった中で強制といいますか、こういったものを読めということについて、そ

れも１つの方法なのかもしれませんけれども、私の理想と、個人的なものですが、そ

れが皆さんそのとおりかどうかわかりませんし、どういった本を選ぶというのについ

ては、例えば私が選ぶにしたって、これがいいぞと言って強制的にというのがよろし

いのかどうかについても考えるところがあるのではないかと、そういったこともござ

います。 

      自己研鑽については、自分でやる、自分でやりたい、読みたい、興味がある、そう

いったものをやってもらうというのがいいのではないかなと思っております。こちら

から強制というものについては、学校とかそういうところであれば、こういった教科

書があってということもあるかもしれませんが、大人になった社会人でもありますの

で、その辺については自分で選んでやるということが必要なのではないか。 

      私、今強制ではないのですが、いろんな新聞とか月刊誌とかあるんですけれども、

そこの記事に連載ものがあります。そういったものを朝礼とかで紹介をして、それを

インターネットで見られるようにやってもらって、そういうことで提案なんかはして

いるんですが、どの程度読んでいるかわかりませんけれども、こういうのがあって面

白いと思うから読んでみなさいみたいな話はしますけれども、強制というか、そこま
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でについては、本の選択からその辺についてもなかなか難しい部分があるのではない

かなと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      町長が今答弁あった中で、強制ということを言われております。もちろん自主性で

やったもののほうが習得度は高いかと思います、私も。ただし、町長はリーダーとし

て自分の考えで職員をこういうふうに育てたいという人材育成の義務もあるのであれ

ば、私はこういう考えだというもので１冊、２冊の選定じゃなくて、各階層ごとのあ

る程度大きい枠で図書を選定されることなんです。それが町長として人材をこういう

ふうに育てていく使命というか、立場じゃないかなということで自分の考えはこうだ、

こういう職員になってほしいというのは、それは町長の考えでやられてしかるべきか

と思いますが、再度答弁をお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      こういった本がある、こういった本がためになると思うということは、もちろんい

いと思います。さっきも言いましたけれども、朝礼とかのときにこういう本から、こ

ういうことが書いてありましたとかと話はさせてもらっております。それを読めとま

では申し上げておりませんけれども、そういった意味でのためになる、私が感じたこ

とを伝えるのは機会があれば伝えておりますし、これからも伝えていきたいと思って

おります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      今の町長の再答弁で、そういったものを伝えていくということで理解させていただ
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きましたので、２件目の一般質問をさせていただきます。 

      高齢者の健康増進について 

      町では健康プラン21で「明るく元気に生きたいわ」を宣言し、多数の事業に取り組

み、町民の方々の健康増進に努めている。しかし、健康増進に関する情報も多数存在

し、また各個人が健康に対する意識を高め、総合的継続的に対応することで実現でき

るものと考える。 

      そこで、比較的負担が少なく、効果が期待できる手法で脳の活性化、内科的病気の

解消、丈夫な足腰の維持に寄与する取り組みを以下に紹介する。町長の考えをお伺い

します。 

      １、塗り絵が認知症の抑制効果に役立つと報告されている。町の広報紙に塗り絵コ

ーナーを毎月設け、町民の方々に周知しては。 

      ２、病は口から入る、口の中を清潔に保つこと、口の中を乾燥させないこと、鼻呼

吸を意識すること、口の周りの筋力づくりをすることの４つが重要である。口のケア

をするだけで、病気リスクが少なくなる。周知されていますか。これは著書お口のケ

アを参照させていただくところです。 

      ３、ロコモティブシンドローム防止の体操を早急に普及すべきである。この３点を

繰り返し町広報、いきいきサロンで紹介すべきであると考えます。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、高齢者の健康増進のご質問でございますけれども、町では平成16年度に

「明るく元気に生きたいわ」健康たいわ21プランを策定いたしまして、若いうちから

健康づくりに取り組んで、健康寿命の延伸と生活の質の向上を基本目標に掲げ、メタ

ボリックシンドロームの予防と、重点項目を定めまして、町民の健康増進に努めてい

るところでございます。 

      まず、１点目の塗り絵の認知症抑制効果についてでございます。塗り絵は好きな色

を選んだり、効果的な色彩を生活に取り入れることにより、心や体を元気にするとい

ったカラーセラピー効果によって、癒やしが得られると近年大人の塗り絵が流行のよ

うであります。また、色を選ぶ、指を使う、枠からはみ出さないように塗るという行

動が脳への刺激やリハビリの効果もあると言われております。子供のころに経験した
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ことのある塗り絵は、集中して色を塗っていると、童心に返って楽しめるという効果

や、達成感も得られる。また、褒められることによりさらなる喜びにつながることか

ら、１人で取り組むより集団で取り組むことがより効果的と思われますので、今後の

いきいきサロン等において活用できないものか考えてまいりたいと思います。 

      次に、口腔ケアについてでございますが、健康たいわ21プラン推進の一環として、

目指せ8020賞の実践者の表彰を初め、体の入り口、すなわち健康づくりの入り口であ

る歯と口の健康及び健康づくりの源となる食に着目し、子供や若い世代から高齢者ま

で幅広く普及啓発し、健康意識の高揚を図っているところであります。 

      特に高齢者につきましては、口腔機能が低下すると、容易に低栄養状態や筋力体力

の低下を招き、さらには免疫力の低下から病気にかかりやすくなったりするなど、日

常生活に悪影響を及ぼしかねません。そのため、口の中をきれいに保つこと、口の中

の機能を保つことが重要となります。 

      口の中を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎の予防にもなり、唾液の分泌を促し、消化

機能を高めることは栄養状態や免疫機能の向上にもつながります。また、よく噛むこ

とは、脳に刺激が与えられ、認知機能の低下を予防改善するとも言われております。 

      このことから、現在出前講座で開催しておりますお口のケアで健康づくりや、体元

気教室、健康たいわ21推進大会等で実施しておりますが、今後も普及啓発に努めてま

いります。 

      ３点目のロコモティブシンドローム防止の体操を早急に普及すべきであるについて

でございますが、今年度６月５日のロコモの日に合わせて、大和町ロコモ啓発事業、

「殿、ロコモでござる」をまほろばホールで開催し、鶴巣第二小学校と男組及び健康

をつくりたい吉田のメンバーの皆さんも出場され、いつまでも自分の足で歩き続け、

筋肉や骨、関節を長持ちさせ、健康寿命を伸ばしていくことの重要性を伝えるために、

ロコモを予防するための筋力バランス、骨の健康を保つロコモ体操の実践を通して、

情報提供の機会となったところでございます。また、高齢者を対象とした体元気教室

において、運動機能の維持向上を目指したプログラムを実施しているところでござい

ます。ロコモ予防及び適切な運動習慣が健康の維持増進につながることから、引き続

き普及啓発してまいりたいと思います。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂議員、ここで暫時休憩します。休憩の時間は10分間とします。 
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         午前１０時２８分  休 憩 

         午前１０時３９分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ８番千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      ただいま町長から答弁ありました２件目の再質問に入ります。 

      この質問は、やはり一概に高齢者の健康増進といっても、脳の活性化なのか、内科

的病気のことなのか、または足腰を弱らせないためのものかということを考えた上で、

総合的にしかも比較的継続しやすい取り組みということで３件選んでやったわけです

が、１要旨目の塗り絵の効果というのは、何も今回最近始まったことじゃなくて、根

強い人気があったところでございまして、私も個人的に母に利用させているところか

ら、こういった簡単な取り組みで、認知症とかを抑制できればいいんじゃないかと。

ただし、こういったものは全てにおいてですが、ご自身がどのように考えて継続して

いくかという中で、比較的人が多く集まってできるところで、いきいきサロンとかで

題材にしたらいいんじゃないか。または、毎月広報紙に載ってくれば、何となく目に

とまるんじゃないかというような観点で一般質問に取り上げましたけれども、１要旨

目についてはおおむね理解させていただいたところです。 

      ２件目ですが、私も口の中のケアというのは最近重要性があるということを認識さ

せていただいたところですが、町で取り組んでいる健康推進の8020は、あくまでも歯

にある程度特化したもので、もちろんその中で口を清潔に保つということも必要なの

ですが、その中で口の周りの筋肉を鍛えることによって、舌が下がっていかなくて誤

嚥性肺炎とかを引き起こす、ちょっと飲み込みがおかしいとかそういったものをなく

す効果が絶大だということで、それは取り入れるべきじゃないか、周知すべきじゃな

いかということで取り上げてみました。 

      ドラッグストアとかそういったところに足を運ぶと、舌の掃除器具とか、あとは口

を乾燥させないジェル、スプレー、そういったものが大分出てきております。そうい

ったもので皆様から関心を寄せて、皆様が多く購入、これからするんじゃないかとい

うことで商品化していると思いますので、そういったものを踏まえていきいきサロン
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の中で取り入れるべきだと思います。 

      この３点全ていきいきサロンということをテーマにさせていただきますが、地域に

よってはいきいきサロン何したらいいかなということで、すごく困られている行政区

多いと聞いております。そういった中で、町では題材として、これしなさいじゃなく

て、こういったものがありますと、しかも単発じゃなくて継続的にということで、年

間この日、この月はどこどこ地区はいかがですかみたいな聞き方をすることによって、

お口の中を生活に保つことによっての病を少なくするということをもうちょっと推進

すべきかという考えがありますが、町長、再度答弁のほどお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      歯といいますか、口のケアといいますか、確かに最近随分見直されてきております。

前回も堀籠日出子議員ですか、質問いただいたところでございました。 

      口のケアの大切さは随分認識されておりますし、そういった状況については我々も

認識しております。それで、8020だけではなくて、健康たいわ祭りではここ二、三年

口腔ケアに重きを置いた中での健康まつりにしておりました。医師会の皆様方にも大

変ご協力いただいて、仙台市医師会、黒川も全部入った中の医師会の先生方に来てい

ただいて、見てもらうとか、指導してもらうとか、ただ残念ながらなかなか参加者が

少ないという状況もあって、案内も随分丁寧に配布したところですが、実際なかなか

来てもらえなかったということです。 

      アンケート調査をした中で、大和町でやった検査の中で、主治医といいますか歯医

者さん知っていますか、自分の行きつけのお医者さんありますかというと、ほとんど

の人があると言うそうですけれども、どんなとき行きますかといったときに、歯が痛

くなったときに行きますと言うそうです。この間歯科医師の先生とお話ししたんです

が、そういうことではなくて、ケアということで定期的に見るという習慣をつけると

いことが大切であるということ。誤嚥性肺炎というのは、非常に死亡時の３番ぐらい

になっているんでしょうか、誤嚥性肺炎の予防のためにもそういったことは大変いい

ことだと聞いております。 

      誰もがそういうふうに思っているところですが、ただ、アンケートの結果のように、

じゃあ、いざ歯医者さんに何で行くといったら、痛くなってから行くということです
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ので、その辺の考えを変える必要があるんだろうと思います。今町でも健康たいわ

等々でもやっておりますけれども、お話しのとおり、いきいきサロンとかの機会に、

さっきの塗り絵もそうでしたけれども、１つの事業というか、テーマというかそうい

うのでやっていくということについても、今やっているというふうに思いますけれど

も、健康のためにやっていくことが大切だと思っていますので、いい機会には私たち

としてもＰＲ、啓蒙活動をこれからもやっていかなければならないというふうに思っ

ております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      ２要旨目理解させていただきました。 

      ３要旨目のロコモティブシンドローム防止の体操の件なんですけれども、「殿、ロ

コモでござる」まほろばホールで開催されたイベントに私も参加させていただきまし

たけれども、会場に足を運ばれている町民の方々を拝見しますと、ロコモティブシン

ドロームの体操を発表される地域の方がほとんどで、ほかの人たちの参加者がちょっ

とさびしかったなという状況と感じました。こういったものを１要旨、２要旨目同様、

いきいきサロンで早急に取り組みをされるべきと考えております。そういった内容の

答弁ありましたので、これも理解させていただきましたので、３件目の一般質問に入

らせていただきます。 

      先進地視察について 

      平成25年９月に魅力あるまちづくりを推進するためには、常任委員会と同行の職員

先進地視察の必要性を一般質問したが、町長は必要に応じて実施していると答弁。ま

た、同僚議員の平成28年９月の代表質問では、町と議会との共通課題である場合は有

効と答弁されました。以上を前提に町長に伺います。 

      １、平成25年９月以降の職員の先進地視察の実績は。 

      ２、常任委員会と同行の職員先進地視察は職員の見聞を広めること、議員の提案を

より理解するためと考えるが、職員の同行は困難か。 

      ３、町長の昨年のベトナム、ことしの中国の視察、または副町長の国内の視察の目

的と効果は。以上、３要旨です。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますけれども、まずさきの質問で、25年の９月に常任委

員会と同行の職員先進地視察の必要性の質問に対して、必要に応じて実施していると

私申し上げていますか。実績多分まだないと思っているので、しているという言い方

ではなかったと思っています。ちょっとそこだけ。 

      それでは、１要旨目でございますけれども、平成25年以降の職員の先進地視察の実

績ということでございます。これは、議員の皆さんと一緒ということではなくて、職

員のということでお答えさせていただきます。 

      平成25年９月の議会一般質問の答弁で、先進地視察は必要に応じて実施しており、

今後も必要性を考慮した上で実施していくと、このようにお話をさせていただきまし

た。それ以降の実績でございますが、平成25年度２件、平成26年度２件、平成27年度

３件、平成28年度３件でありまして、４年間で10件でございました。これは全て日帰

りのものでございます。 

      主なものをご紹介させていただきますが、税務課の福島県郡山市役所へのコンビニ

等公金収納視察、まちづくり政策課が黒川圏広域行政推進協議会として参加した福島

県西会津町磐梯町へのデマンドバス、定住住宅、子育て若者住宅視察など、その後の

事業実施に大いに参考になった視察もございました。また、このほかにも先進地視察

とまでは言えないまでも、事業の参考にするために県内自治体を訪問し、調査、意見

交換を行っている例、あるいはさまざまな協議会との事務局として視察研修に参加し

ていることもあることをつけ加えさせていただきたいと思います。 

      次に、２要旨目の常任委員会の先進地視察への職員の同行についてでございますが、

平成28年９月の決算特別委員会の代表質疑の答弁で、各常任委員会におきまして企画

される研修の目的と、町の事業の方向性が一致して議会と町の共通課題である場合に

は、効果的な方法である旨の回答をさせていただきました。 

      議員のご質問にございました見聞を広めること、議員提案をより理解するためとの

理由もございますが、方向性の一致と共通課題であることが同行の必須条件になるの

ではないかと考えております。 

      そのためには、企画の段階から情報交換等が必要でありますが、あくまで議会場に

委員会先進地視察の目的に沿った研修先の選定も必要であると思われますことから、
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現実的には研修先決定後の同行依頼、あるいは要請に基づき判断することになるもの

と考えております。 

      なお、職員の旅費につきましては、各課に計上はいたしておりませんが、必要に応

じて総務課の職員研修費から支弁することといたしております。 

      ３要旨目でございます。初めに、海外調査は宮城県町村会が平成26年度から実施し

ているものでありまして、私は県町村会副会長に就任した平成27年度から参加いたし

ております。 

      調査の目的ですが、仙台空港が民営化されることを踏まえて、政府の観光立国実現

に向けた取り組みや、宮城県観光戦略プランの重点施策でありますインバウンド推進

の取り組みと連動しながら、県内町村が連携して観光交流や経済交流を模索すること

を目的として、訪日観光客が最も多く、経済成長が著しいアジア諸国を対象に実施し

たものでございます。 

      これまで、タイ王国、これは平成26年度で私は参加しておりませんが、タイ王国、

またベトナム社会主義共和国、平成27年度、これは参加しました。また、28年度の台

湾、これも参加しておりますが、調査を行い、昨年度で終了予定でありましたが、今

年度宮城県から町村会に対して要望があった宮城県吉林省友好憲章締結30周年記念式

典への参加を利用して、韓国での補足調査も実施したところであります。 

      調査内容といたしましては、訪問国の政府機関、自治体、日本政府の現地機関、観

光業者、航空会社などを訪問し、観光交流、経済交流などの現状と課題について話を

伺いながら、意見交換を行いましたが、大変有意義な調査であったと思っております。 

      また、ことしの７月に訪問した韓国では、歴史認識の違いで複雑な課題を抱えてい

る中で、昨年は500万人が日本を訪れており、さらに拡大が予想されるとの話もあり

ました。一連の調査を通じて特に考えさせられたのは、アジア諸国の人々は、経済発

展に伴って、中間所得層が確実に厚みを増しており、日本国内へのＬＣＣの就航と相

まって、観光交流がさらに拡大しており、日本人が想像する以上に日本が非常に近い

存在になっているということであります。 

      次に、中国訪問につきましては、先ほども申し上げましたが、宮城県と吉林省との

友好憲章締結30周年を記念して、県から町村会に対して参加要請があり、正副会長と

各地方町村会からそれぞれ１名で、計６名の町長が参加いたしましたが、市に対して

も同様の要請がありまして、11人の市長も参加しております。６人の町長は、吉林省

幹部への表敬訪問、30周年記念式典、仙台空港長春空港友好空港締結式に臨席すると

ともに、観光セミナーにも参加いたしました。2,700万人の人口を有する吉林省は、
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急激に経済成長している状況が伺え、大きなポテンシャルを有していることから、こ

の友好憲章の締結は今後の宮城県の発展に向けてさまざまな可能性を秘めているので

はないかと思っているところでございます。 

      次に、副町長研修につきましては、県町村会と宮城黒川地方町村会で実施のものが

あります。県町村会で企画実施しているものでありますが、以前は東北管内を中心に

して、先進的な施策を行っている町の視察研修という形で実施してまいりました。一

昨年から実施形態が変わりまして、現在課題となっている国の施策などについて担当

者から、これは国の担当者ですね、直接説明を受け、意見交換をするなどを目的とし

て東京での開催となっております。 

      今年度は地域の資源と、資金を活用した事業化支援施策や、国民健康保険制度、介

護保険制度の改正などについて総務省、観光庁、厚生労働省から課長級の職員４名を

招いて行政説明を受け、意見交換を行うとともに、これからの町村を担う人材育成と

アートで開く地域の可能性をテーマに、大学教授や有識者を招いて講義を受け、意見

交換を行っております。 

      宮城黒川地方町村会で企画実施しているものにつきましては、先進地視察研修とい

う形で実施しております。今年度は長野県小布施町と長野県塩尻市を視察し、移住定

住対策についてとＩＣＴを活用した鳥獣被害対策についてをテーマに行政説明を受け、

意見交換を行ってまいりました。 

      このような町長、副町長の視察調査や職員の先進地視察研修など、さまざまな機会

を捉えて調査研究、研修を行い魅力あるまちづくりの推進のための施策に生かしてま

いりたいと思っているところでございます。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      ただいま町長から答弁ありました３件目の再質問をさせていただきます。 

      １要旨目は、近年の課題に取り組むために職員の先進地視察をされているなという

状況で理解させていただきました。 

      ２要旨目ですけれども、私が常任委員会の同行の職員研修にある程度こだわってい

るところは、やる、やらないは別として同じものを見た上で、同じ土俵で議論できる、

するためには、こういったものも一部取り入れるべきということの考えでお伝えする
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ところですが、それを踏まえて町長の答弁再度お願いしたいんですけれども。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ある施策に対して同じ土俵に乗ってということですが、確かにそういう考え方もあ

ろうと思います。ただ、方向性が同じ方向を向いていっていればそういう同じ土俵と

いうこともあるでしょうが、全然別な方向というとあれかもしれませんけれども、例

えば町が進めようとして議員さん方がそれは全然違いますよと、反対のケースもあり

ます。そういった場合に、常任委員会の視察というのは両方の研修あわせての研修と

いいますか、そういうことになってくると思います。常任委員会の研修の場合は、あ

くまでさっきも言いましたけれども、議員さんたちの目的がある中でやっていく研修

でございますので、方向性の一致と共通課題であるということが常任委員会で同行と

いいますか、それが基本原則となってくるんではないかと考えています。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      あくまでも水掛け論になってしまいますけれども、あえて意見を言わせていただき

ますが、やはりその反対も考えられて、自分は本当はこういうふうに思っていたんだ

けれども、行ってみたらやっぱり違うんだなというところも出てくると思うんですね。

私はその効果を期待して、同行もお願いするところの１つの目的なんですが、やっぱ

りそういったものが必要じゃないかなというところですが、再度答弁お願いいたしま

す。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      そういった立場で意見の交換、ものを見るということも必要なんだろうなと思いま
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す。効果があるといいますかね。私と議員さんが行くだったらそういう話ができるの

かもしれませんけれども、職員の立場だとなかなか難しいところもあるのかなという

思いも実際あるところです。ですから、常任委員会の研修というのはあくまで議員の

皆さんがこういう目的ということがありますので、そこで反対のものを見てもらうと

いうこともあろうかと思いますけれども、議員さんのお考えのようなものであれば、

また違ったやり方で、常任委員会の同行ということではなくて、この課題について町

がこう考えて、議会がこう考えて、なかなかすり合わない、じゃあ一緒に勉強しまし

ょうみたいなやり方というのもあるんだと思いますが、常任委員会の研修というのは

それとはちょっと違ったところもあるんではないかと思いますので、その辺は皆さん

のいろんなお考えもあると思いますけれども、今議員がおっしゃっているようなこと

より別な形のやり方のほうがいいというか、そっちのほうが私個人としてはいいんじ

ゃないかと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      時間も限られていますので、次に進めます。 

      ３要旨目の町長、または副町長の視察の件でございますが、内容は理解させていた

だいた中で、例えば観光立国に向けた取り組み、宮城県の観光戦略プラン、そういっ

たものが市町村と連携してインバウンド効果を生む、もちろんそういった効果は理解

させていただきました。または、答弁こういったものが出てくるということも想像し

ていました。そういった中でどうしてこの一般質問をさせていただいたかというのは、

町長が各定例議会において施政方針演説される中、または同僚議員が観光、インバウ

ンドに取り組んだ町の取り組み方というものを一般質問した中で、私個人ではどうし

ても町長の消極的な姿が見える中で、あれ、海外なんだろうなと疑問に感じたところ

で一般質問させていただいた中で、再度その効果をじゃあ近々に町に効果的にあらわ

していく考えと理解させていただいてよろしいんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      観光、インバウンドに消極的ということではないのですけれども、現実論として海

外といった場合にどういったことが求められるかというのを今回もいろいろ見聞させ

てもらいました。それで、いろんな町村それぞれの特徴はあるわけですけれども、全

ての町村に皆さんが来たがっているかというと、そういうことではないという現実、

一生懸命やっていこうというのとはまた別に、工夫が、そういったものがあるという

ふうに思っています。 

      そういった中で、何で私が行ってという話なんですが、これはちょっと宮城県とし

ての活動であります。町村会にしても宮城県町村会という大きなくくりの中での活動

で、県町村会全体としてインバウンドにみんなで協力してやっていこうと、そのこと

によってどの地区がということではなくて県全体がよくなるといいますか、そういっ

たことでやっております。今、私副会長を仰せつかっておりますので、県の代表とし

てという思いもあって参加をさせてもらっております。 

      これがすぐ大和町に好影響があるのか、インバウンドで観光客さんがふえるのかと

いった場合には、今の段階ではまだまだ言える状況ではないと私は思っておりますが、

さっきも言いましたとおり、宮城県としてもやっておる、あと宮城県の町村会としま

しても宮城県全体のインバウンドのための活動ということで、お互いに協力し合いな

がらやっているという中で進めておりますので、大和町に即効性があるのかというの

は、そこまではなかなか言い切れない状況があるところでありますが、まず宮城県に

来てもらうというのをみんなで盛り上げていこうという考えの中で参加をさせてもら

っているということでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      私は町長と別な考えを持っておりまして、せっかく県の副会長になっているのであ

れば、その効果をまず大和町でやってみて実践して、ほかに広げる手は、という考え

です。再度答弁お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      その立場でということでございますが、それは１つのやり方、そういうことも大切

だと思います。ただ、町なり地域なりにある特性を活用してやるということでござい

ますので、大和町にある活用できるもの、そういう特性、そういったものについては

大いに力をやる、大切であるという形ですし、全くないわけではないにせよ、インバ

ウンドかといった場合にはまたちょっと違った、七ツ森とかあることあるのですけれ

ども、今一般的に言われているのは、雪、桜だそうです。あと温泉ですかね。そうい

ったことを東南アジアの人は目指して来ると。それも、本来であれば、東京から関西、

関東のほうへ行く、それをこっちに引っ張ってこようということで、例えば蔵王とか、

桜ですと大河原という感じ、そういったやり方、向こうのエージェントに聞くとそう

いうことですので、そういったものについてみんなで応援しましょうということです。 

      ですから、観光についてはまずそちらからスタート、そっちが主眼となっていくの

ではないかと。そこからつながって、松島とかつながってありますから、そういうの

に関連してというのは全くないわけではないのですが、大和町に観光をというのはな

かなか難しいのが現実だと思っております。 

      さっき申し上げましたとおり、ほかの特徴あるものについては、大和町の強いとこ

ろについては、一生懸命やりたい。みんなにアピールできるようにやっていきたいと

思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      ただいま町長から答弁ありました中で、大和町には桜もあるし、雪もあります。温

泉もあります。そういったものをできる限りＰＲした中で、観光に特化できるものは

していくという考えで、積極的な姿勢を見せていただきたいところです。 

      私の一般質問を終わります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で千坂裕春君の一般質問を終わります。 

      次に、２番今野信一君。 
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２  番 （今野信一君） 

      それでは、通告に従いましてきょうは２件質問させていただきます。 

      まず、１件目、安全安心まちづくり基本計画について 

      犯罪のない、町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりに関する基本理

念を定め、並びに町、町民及び事業者の役割を明らかにするために必要な事項を定め

ることにより、安全安心まちづくりが推進され、全ての町民が安全で安心して暮らす

ことできる町を実現することを目的として、大和町安全安心まちづくり条例が平成20

年１月１日に施行されました。第７条に記載されている安全安心まちづくり基本計画

についてお伺いします。 

      １つ、安全安心まちづくりに関する基本的方向は。 

      ２つ目、安全安心まちづくり推進のための施策に関する事項は。 

      以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、安全安心まちづくり基本計画についての質問でございます。 

      平成28年９月定例会の回答と重複することになりますけれども、大和町安全安心ま

ちづくり条例の条例策定の経緯をご説明いたします。 

      大和町安全安心まちづくり条例は、犯罪のない、町民が安全で安心して暮らすこと

できるまちづくりのため、町民一人一人がみずからの安全はみずからが守る、地域の

安全は地域が守るという意識を持ち、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し

て、相互に連携協働により、安全で安心な地域社会を実現することを基本理念といた

しまして、平成19年12月20日に制定されたものでございます。 

      条例化の背景には、平成17年６月に犯罪対策閣僚会議及び都市再生会議合同会議に

おいて、安全安心全国展開プランが決定されたのを受けまして、平成18年２月に宮城

安全安心活性プランを策定したことから、平成18年８月に大和警察署から黒川管内に

おいてもプラン実現に向けての協力要請があり、黒川地区安全安心まちづくり協議会

の設立と、プラン作成及び条例制定の要請があったものであります。 

      安全安心まちづくり条例は、黒川地区４町村が制定しております。この条例では、
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安全安心まちづくり基本計画を定めなければならないとなっておりまして、その計画

に掲げる事項として、安全安心まちづくりに関する基本方向及び安全安心まちづくり

推進のための施策に関する事項が記載してありますが、この策定には至っておりませ

んでしたので、早速策定してまいりたいと思っております。 

      これまで安全安心まちづくりの活動につきましては、防犯協会や各地区防犯パトロ

ール隊、健やかな子供をはぐくむ大和町民会議など、各種団体において取り組んでま

いりました。取り組みの１つには、平成21年度から全国地域安全運動に合わせ黒川地

区防犯協会連合会と大和警察署の共催により、自主防災活動の活性化と安全安心まち

づくり気運の高揚を図るため、地域住民、企業、自治体、警察等が一体となった黒川

地区４市町村地域安全の日出動式を毎年開催しており、黒川地区全体として大和警察

署の指導のもと、防犯対策に取り組んでおります。 

      議員ご質問の安全安心まちづくりに関する基本的方向は、安全安心まちづくり推進

のための施策に関する事項について、あわせてお答えいたします。 

      まず、計画の策定に向けては、町内の防犯関係に携わっている団体の代表からなる

策定委員会を設け、安全安心まちづくり活動の基本的な方向性を見てまいります。そ

の内容は次のとおりです。 

      基本方向の１といたしまして、犯罪のない町を目指した町民運動を展開するための

気運の醸成であります。この施策でありますが、毎年開催しております黒川地区防犯

協会連合会及び大和警察署の共催による黒川地区４市町村地域安全の出動式や町内会、

ＰＴＡ等を中心とした子ども見守り活動のほか、社会を明るくする運動の一環として、

３時30分運動を展開しております。子供たちが下校する午後３時30分ころの時間帯に、

家の前に大人が出て子供たちを見守るという運動であります。このようなさまざまな

草の根的な取り組みが地域コミュニティーの連帯に発展されていくことで、犯罪のな

いまちづくりが形成されていくものと考えます。 

      基本的方向の２としまして、犯罪から子供や高齢者等を守るための見守り活動の促

進であります。その施策でありますが、かつては子供を地域全体で育てるという習慣

があり、それには子供を犯罪から守るという効力もありました。こうした地域におけ

る住民のきずなを強めることによって、子供たちを見守り、支え合い、犯罪から守る

活動を促進します。現在でも各地区の防犯パトロール隊や見守り隊による活動をいた

だいております。 

      また、高齢者等女性、高齢者、障害の方々などが犯罪に巻き込まれないように、安

全情報を提供するなど、行政と町民等が連携して、地域ぐるみで見守り活動を推進し
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てまいります。 

      基本的方向の３といたしまして、学校、通学路等の安全対策の推進であります。そ

の施策でありますが、子供たちは地域の人と人とのつながりの中で育まれてきました

が、家庭や地域で支え合う力が低下し、子供たちにとって安全な場所であるべき学校

や通学路で被害に遭う事件が発生しております。学校や家庭、地域が一体となって学

校、通学路等の安全点検を行い、危険箇所を改善し、安全な学校、通学路の整備を推

進することにより、子供たちの安全確保に努めます。これまでには、通学路に防犯カ

メラの設置や、各学校のＰＴＡから要望された危険箇所対応、一部の通学路で速度制

限や歩道としての色塗りを行っております。 

      基本方向の４といたしまして、犯罪の防止に配慮した安全な道路、公園、駐車場、

住宅等の普及でございます。この施策でありますが、地域における町民等の自主的な

活動の促進とともに、犯罪の防止に配慮した環境づくりが重要です。道路や公園等の

整備、住宅などの建築などに際しては、計画団体から犯罪の被害に遭わないまちづく

りの視点を取り入れることが重要です。これまでも、町民一人一人が犯罪の被害に遭

わないために、犯罪の防止に配慮した防犯灯のＬＥＤ照明への切りかえや新興団地内

の住宅建築において、生け垣の高さや透明性のものといった制限をかけており、景観

をよくしていただいております。 

      基本的方向の５として、犯罪の起きがたい環境づくり、地域づくりの推進でありま

す。その施策でありますが、私たちの住む地域は、人への温かい思いやりのある地域

でなければならないと考えます。違反広告物、落書き、ごみの散乱、放置された空き

家、空き地などにより環境が悪化している状況では青少年の非行を初め、各種の犯罪

が誘発、助長されますので、関係機関、団体等が連携し、犯罪を誘発するような環境

を改善し、美しい地域づくりを進めてまいります。 

      町民の皆様が安全で安心した暮らしを送ることができるまちづくりのため、条例に

のっとった計画の策定とその実施を推進してまいりたいと考えております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      安全安心まちづくり基本計画なんですけれども、これが平成20年１月１日に施行さ

れておりますけれども、まだ計画ができていなかった、これから早速つくられるとは
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思うんですけれども、その計画なんですが、第四次総合計画との整合性はとられるも

のなのでしょうね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      第四次総合計画は町の基本でございますので、項目について、字句がどうのこうの

ということで基本的な考え方とすれば当然整合性は、同じ方向を向いたものになって

いると思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      安全安心まちづくり条例の中に、第３条基本理念というものがありまして、その中

に町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、相互に連携、協働により安全で安

心な地域社会を実現することということが述べられております。連携ということであ

りますれば、先ほどいろいろな施策が出ておりまして、各団体名なんかも出てまいり

ましたが、その中で連携とか協働というような形ではきちんととられておるのかとい

うところなんですが。町としてはそういうような協働で、そして連携をとるような仕

組みはつくられておるんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      現在、橫の連携をとるような組織的な動きというのは、具体にはやっておりません。

ただ、ご案内のとおり、こういった組織というのはそれぞれの組織でやっておられる

活動が全部そういったものに関連した部分が出てくるところがあります。防犯協会、

防犯協会とかですね。そういった形があって、組織に最終的に入っておられる方々、

全部関連しておられる方がありますので、情報の共有というか、活動の内容というの



３６ 

は共有されている部分が多いのではないかと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      それでは、町としては特に連携をとるための組織づくりといいましょうか、そうい

うような形をつくっていくような、そういうお考えはなく、各自でやっている代表た

ちが情報交換をするという思いなんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町で具体的にこのみんなが集まって、こうやってということについては、今まだや

っていないということを申し上げました。前の質問でもあったんですが、いろんな組

織があってそれがそれぞれ活動しているんではないかと。ここをまとめていったらど

うかというご質問が前にあったと思っております。今回もそういう考えがおありなの

かもしれませんけれども、おっしゃることは非常によくわかるんですね。いろんな組

織があって、どこかでダブっているといいますか、重なっている部分の活動があって、

例えばこれを１つにするとか、そこまでおっしゃっていないかもしれませんけれども、

そういったもの、あるいは情報を共有するということは大切なんですが、役割がもう

少し集約してすっきりした形のものというイメージではないかと思うんですが、そう

いう活動をやっておられる方々が会議の場に来られまして、役員やってもらったりし

ている中で、いろんな情報が出てくるわけですね。そういったところで情報の共有と

いうことになって、今現在はそうなっているところです。 

      その中で、どの組織を一番トップといいますか、まとめ役の一番上に置くかという

ことについて、もう少しきちっとしてやればその辺の流れが出てくるのかなという思

いがありますけれども、現在のところはここを中心にしてというような、そこまでの

活動はまだやっていないのが現状です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      私のほうも別に特段こういうような組織づくりをしてくれとか、そういうような思

いは、もちろんやっていただけるならばそれで無理、無駄を省くようなそういうよう

な活動ができるのかなとは思いますので、それができればいいなとは思うんですが、

安全安心まちづくり条例の第３条の基本理念のほうに相互に連携、協働というような

言葉があったので、それを町長はどのようにお考えなのかなということで質問させて

いただいたところでありまして、特にこういったものをつくってということではない

んですが、協働という言葉も出てまいりましたので、そこいらどういうふうなお考え

で基本計画を今後つくられていくのかなという思いを聞かせていただきたいですね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほどもいろいろ条例、説明の中で基本方向を申し上げましたけれども、方向の中

でもう既にやっておるのもあるわけですね、現実的に動いている。その中にはいろん

なほかの団体の方々が活動しておられる活動内容もここに入ってきております。そう

いったことで総合的にやるという形になっておりますので、そういう面では連携がと

れているというか、この組織だけではなくて、この組織ともう一つの違う組織も協力

してもらった中でこの活動の内容が進んでいっているという状況がございますので、

そういった面では連携がとれてくると考えております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      協働というお言葉に関してはどうでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      協働というのは一緒に、協働の協ですので、結局活動について、この基本方針にあ

る活動と、もう一つの組織、例えばＢという組織がやっている活動と一緒に同じよう

な内容の活動になってきた場合には、これは協働になるんではないんですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      ２件目のほうでも協働という言葉が出てくるので、そちらのほうにもあれなんです

けれども、やはり安全安心のほうで自主的にやっている団体があったりなんかして、

それがこういったところがある、ああいったところがある、先ほどＡとかＢとかとい

う形で、それをうまく町のほうで結びつけられてやっていくような形というか、そう

いうようなものができないのかなと考えました。協働ということでやるならば、同じ

方向性を持った、同じ目的を持った複数の団体が一緒になって活動するという形が協

働じゃないのかなと考えましたので、もしそれの橋渡し役が町のほうでできれば、そ

ちらのほうを把握しているのが町なんじゃないかなと考えましたので、そういったと

ころの考えはあるのかなと思ってお伺いしました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      橋渡しといいますか、ですから組織が違っても目的が同じで、活動を一方でやられ

ておられるということで、それで橋渡しといいますか、さっき言った１つの組織にす

るんではなくて、こういう活動もやって、こういう活動もやってと、人もダブってい

るという状況なので、橋渡しができないとか、しないというわけではないんですが、

既に渡っているような気もするんですけれども、これをもっと具体的にということな

んでしょうかね。渡っているといいますか、橋が渡っているという言い方はおかしい

んですが、橋渡し、つながっているといいますか、その組織がというような思いがあ

る。もっとここで協働、つながっているとか、何かの形で明確にお互いに間に町が入
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って、この組織とこの組織はこんなふうに明確につながって、同じ活動をしています

よということ、お互いにみんなで町も入った中で認識するという橋渡しという意味で

あれば、そういう方法はとれないことはないというふうに思いますけれども。済みま

せん、何かちょっと申しわけない。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      私が言いたかったのは、例えば防犯に関することでも、ＰＴＡとか防犯パトロール

隊もありますし、交通安全ということになればそれなりの安全協会なんかもあるし、

いろいろなものがありますよね。そういった中で、町としてもそういった部署があっ

て、いろいろな団体があるというところを把握なされていると思いますので、そちら

のほうを連携といいましょうか、基本理念のほうにも書いてありました連携ですとか、

協働というものが基本理念の中で、安全安心まちづくり条例を運用する中でどのよう

な形で基本計画の中に入っていけるのか、そこいらをお伺いしたかったわけです。お

わかりですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      済みません、それで先ほど申しました方向性のお話を申し上げましたけれども、あ

あいった形で方向性を出して、そしてあそこで活動も出ている、見守り隊も入ってい

るんですが、そこの中に今安全パトロール隊がやっているとか、ＰＴＡがやっておら

れるとかという活動も一緒に組み込まれるという言い方はそちらでやっておられるの

で、組み込むというのはおかしいんですけれども、そこでまとめるといいますか、そ

ういった計画にはなってくると思っているんですけれども。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 
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２  番 （今野信一君） 

      基本計画これからつくられるというようなことなので、そういったような各団体と

の第３条にも書いてあった連携とか協働とか、そこあたりのことまでは入らないとい

うことになるわけですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      よろしいですか。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      この条例の計画をこれからつくるわけでございますけれども、そのために委員会等

を立ち上げて、先ほど申し上げました。そこの中でそういった各団体の方々にも入っ

てもらって、ご意見をいただきながらつくり上げるという形の考え方でございますの

で、そこで協働といいますか、連携といいますか、そういったものが出てくると考え

ておるものです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      わかりました。それでは、それはいつごろをめどに基本計画をおつくりになる、も

うこの条例が施行されて10年ぐらいたつわけでございますので、とっくにできていて

もおかしくないぐらいのところでございますので、いつごろまでをめどにということ

で。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      これにつきましては、条例でそう決まっておって、ちょっとこちらで策定していな

かったということで、大変申しわけなく思っております。早速やります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      それでは、各団体が一緒に連携をとってできるようなちゃんとした、ちゃんとした

と言ったらおかしいですけれども、安全安心が守られるような計画になることを望み、

次の第２件目のほうに移りたいと思います。 

      みんなで進める協働のまちづくりの進捗状況についてお伺いします。 

      昨年示されました本町の第四次総合計画（改訂版）の中にある第３編、基本計画第

７章みんなで進める協働のまちづくりについて、その内容と進捗状況をお伺いします。 

      １つ目、町民の皆さんの自主性と創意工夫を尊重した町民参加によるまちづくりと

ともにこの取り組みを通じた人づくりの推進を図ることを目的に、町民参加の促進が

記載されております。主な取り組みとして上げられている地域活性化事業、地域づく

り推進事業、地域づくり人材育成事業、行政区の見直しや自治組織としての町内会制

度の検討の４項目の詳細な内容とその進捗状況をお伺いします。 

      ２つ目、町民参加の促進の中にあるもう一つの項目、情報公開、広報広聴活動の充

実の広報モニターやまち角特派員の募集、協力依頼の進捗状況はどのようになってい

るのか、お尋ねいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますが、みんなで進める協働のまちづくりの

進捗状況でございます。初めに、主な取り組みとして挙げられております地域活性化

事業、地域づくり推進事業及び地域づくり人材育成事業につきましての内容とその進

捗状況でございます。 

      地域活性化事業、これはまちづくり活動推進会認定助成でございますが、につきま

しては、まちづくりに関して自主的な活動をしておりますサークルや団体、またはこ

れから活動を始めたいという団体等につきまして、まちづくり活動推進委員会として

認定をいたしているところであります。 

      これまでまちづくり活動推進委員会といたしましては、19団体を認定しておりまし

て、会員の高齢化等により活動を休止いたしております５団体を除きます14団体にお
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きまして、県道、町道等の除草作業活動及び地域資源を活用して、郷土を理解しても

らうための活動、また地区住民の安全と子供たちを事件、事故から守り、安全に暮ら

せる環境づくり活動、さらには伝統文化を継承し、相互理解を深める活動等に取り組

んでいるところでありまして、町でも補助金の交付をいたして活動支援を行ったとこ

ろでございます。 

      続きまして、地域づくり推進事業、まちづくり団体活動支援についてであります。

町民によります積極的かつ自立的なまちづくり活動を行うことによりまして、特色の

あるまちづくり促進をすることを目的としております事業でございまして、事業活動

を行っております３団体におきまして、身近な地域の史跡、人物、自然等を再考し、

まちづくりのあり方の検討及び伝統工芸の継承、体験活動や各種行事への参加による

地域の活性化に寄与する活動等に取り組んでおりまして、町でも補助金交付をいたし

まして活動支援を行っているところでございます。 

      次に、地域づくり人材育成事業、地域づくり人材育成講座の開設と、講座を通じて

得た成果、プラン実践への補助についてであります。地域を担う人材やさまざまな分

野で活動するリーダーを育成することを目的といたしました地域づくり人材育成講座

受講生によりますまちづくり遊学塾におきまして、まずは楽しむことからをキーワー

ドに、ひな祭りや地域のふれあい祭りを通じまして、地域の輪を広げる活動を行って

おりましたが、開催方法のあり方等を含みます企画立案の再考から、平成28年度より

事業の活動を見合わせているところでございます。 

      町民の皆様によりますまちづくりの推進に向けましての支援、育成等につきまして

は、各課の事業におきましても地域づくりや人材育成事業に取り組んでいるところで

ありまして、食を通じた健康づくりボランティアといたしまして活動を進めておりま

す食生活改善推進員の養成講座や認知症の方と家族の応援者であります認知症サポー

ターの養成講座、また子育て中の保護者の相談相手や子供と一緒に遊んだりするなど

の子育てサポーターの養成講座など、さらには宮城大学生によります自由な発想での

まちづくりプランの提案や、地域の自然、歴史、文化等を学びながらグループワーク

を通して協働による学習法を見つける、フィールドワーク等々につきましても、地域

づくりの中の人材育成でありますし、広い意味におきましては町民との協働と考えて

いるところでございます。 

      引き続きみんなで進める協働のまちづくりに向けて活動支援を行うとともに、活動

を通して町民参加の促進に取り組んでまいりたいと考えております。 

      次に、行政区の見直しや自治組織としての町内会制度の検討についてでございます
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が、町内には宅地造成などにより人口が増大した行政区がある一方で、流出が進み世

帯数人口が減少している行政区がございます。そのような状況に対応し、地域コミュ

ニティーを形成、維持していくことを目的にこの取り組みを総合計画に登載している

ものでございます。 

      その取り組み内容でございますが、平成15年１月に区長20名を委員とする大和町連

絡区見直し検討委員会が設置され、平成16年２月までの間、連絡区の統廃合及び区長

制度のあり方の検討がなされました。平成16年３月31日、大和町における連絡等のあ

り方について、意見を受けたところでございます。いただいた意見の内容としまして

は、吉岡地区は現状のまま、宮床地区は杜の丘の連絡区化、吉田、鶴巣、落合地区は

連絡区の統合でございました。 

      町といたしましては、再編と分区については地区の意見と判断を尊重することが前

提としており、平成19年12月に文書にて各区長様に連絡区と町の双方が相談、協議の

場を持つことができるとしてお知らせをいたし、その後も区長会においてその旨を説

明しておりましたが、現在のところ特別の申し出がない状況でございます。 

      なお、新設としましては、平成24年杜の丘１丁目から３丁目、平成26年には吉岡ま

ほろば２丁目が設置されておりますことは、皆様ご承知のとおりでございます。 

      連絡区の見直しにつきましては、世帯数のみの判断基準ではなくて、その地区の集

落性、地理的要因など複数にわたって思慮する必要があり、今後も区長様を初め地域

の方々のご意見を尊重しながら進めていく必要があると考えております。 

      また、町内会制度の検討でございますが、いわゆる行政区連絡区はあくまで行政上

管轄する範囲のことであり、そこを代表する方を区長として委嘱させていただいてい

るものであります。一方、町内会、自治会は住民自らによる自治組織であります。各

行政区によっては、既に町内会として運営されているところもあるようでありますが、

地域や結成された経緯によって呼び名は違いますが、基本的には行政区として同じ活

動をいただいているものと思っております。お隣の富谷市では、町内会長を行政区長

として委嘱をいたしておるようでございます。町が町内会長へ区長としてお願いする

職務の内容やこれまでの行政区と町内会としての運営活動などがどのように差異が生

じるのか、今の状況からして急ぐ必要があるのか、もう少し時間をかけて検討してい

きたいと考えております。 

      ２要旨目の広報モニターやまち角特派員の募集、協力依頼の進捗状況についてお答

えをいたします。 

      初めに両事業が関連する広報たいわの発行状況でございますが、ことしの９月号は
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１万1,700部を印刷いたしまして、町内の世帯、企業、官公庁などに配布しているほ

か、主なコンビニエンスストアにも配置して情報発信を行っております。また、ホー

ムページにもＰＤＦとウェブブックバージョンを掲載して、スマートフォンなどでも

いつでもどこでも閲覧可能な環境をつくっています。 

      さて、広報モニターにつきましては、町民の皆さんにとって魅力と親しみのある広

報紙を目標に行っているもので、毎月無作為抽出しました50名の方にモニター用紙を

お送りし、ご意見と評価をいただいているものでございます。昨年度は回答率で

27.7％、166名の方々より貴重なご意見をいただき、広報編集の参考とさせていただ

いております。 

      次に、まち角特派員についてでございますが、この制度は平成14年度に町民目線で

の記事を広報たいわに掲載することで町政への関心を高めていただくことなどを目的

に始めたものでございます。平成16年度までの３年間に延べ６名の方を委嘱し、広報

たいわに取材した記事を掲載させていただきました。平成17年度以降も特派員を募集

いたしましたが、応募がなく近年はまち角特派員としての募集は行っていない状況に

なりますが、町民目線での広報たいわへの参加記事として、寄稿の掲載や昨年度から

は宮城大学学生によります取材記事掲載などを行っております。まだまだ町民参加型

の掲載記事は少ない状況にありますので、広報モニターでいただいたご意見なども参

考にしながら、町民目線に立った広報紙づくりを心がけてまいりたいとこのように考

えております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      ちょっと再質になります、地域活性化事業の中のまちづくり活動推進会ということ

で、認定とか助成ありました。認定の基準といいましょうか、そういったものはどの

ようなものなんでしょうか、教えてください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      これは役場町内で委員会を設置しておりまして、やりたい団体から計画書を提出い

ただきまして、その計画がまちづくりのこの事業にマッチするかどうかを協議をして、

そこで認定をしております。基準で人数がどうのとか、そういう基準ではなくて、計

画のプラン内容で検討をしているということです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      活動休止している５団体を除き14団体が今活動しているということですけれども、

最近これはふえているというんでしょうか、そういう参加申し込みみたいなのは結構

あるんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      最近ふえているという状況ではないんですが、１年に１団体ぐらい申請があるとい

うことでございます。29年１団体、28年１団体、27年がなくて26年２団体とか、１団

体から２団体ぐらいの申し込みがあります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      それとあわせて５団体休止という話もあるので、やめていかれるというか、それを

取り消すような形もあるわけですよね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      残念ながらそのとおりやめるといいますか、休止になるところがございます。高齢

化であったり、銘木、古木をやる方とか高齢化で休止になったりとか、あと目的が達

成されて解散をされたりというところもございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      けさ一番最初に町長のご挨拶の中にあったんですが、いろいろな施策の中でまちづ

くりという言葉がありまして、宮城の元気を創造するまちづくり、美しい自然を大切

にする環境のまちづくり、安心した生活が送れる福祉のまちづくり等々ありまして、

６つほどまちづくりが上げられていました。私が今回質問しているみんなで推進する

協働のまちづくりというのがちょっと入っていなかったんですが、基本理念というこ

とでは産業のまちづくり、環境のまちづくり、福祉のまちづくり、学習のまちづくり、

定住のまちづくり、安全のまちづくりということがあるわけなんですが、それともう

一つ協働のまちづくりというのがまちづくりのキーワードとして上げられているわけ

なんですね。６つのまちづくりの中で協働という言葉、協働と人づくりをキーワード

になさっているようですが、こういった考え方というのはどのように町長はお考え、

もしくはどういうように活用なされて、そのまちづくりに望んでいらっしゃるのかお

聞かせください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      冒頭申し上げた挨拶の中に入っていますけれども、これは第四次総合計画の基本計

画の中の基本計画の焦点といいますか、そういった計画で進めているということでご

ざいます。まちづくりには人づくりが大切だということが当然の話なんですが、みん

なが町をつくっていくわけでございますから、ですからそのためにそういったまちづ

くりをするための人づくりといいますか、人がみんなして活動することによって町が

活気が出る、元気が出る、いろんなことになるわけですから、そういった意味で人づ

くり、このことについて特化したということではなくて、いろいろな人づくりがある
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というふうに思っていますので、文化とかいろんな分野でですね。そういった形の

方々がいい人がどんどん出てきて、そういう人たちが中心になってまちづくりをして

いくことによって、町がどんどん元気になっていくという考え方でございますので、

そういった意味でまちづくり、人づくりが大切だという考え方をしているところでご

ざいます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      １件目でもちょっと触れたんですが、協働という言葉、協力するの協と働くという

協働なんですよね。先ほども14団体があって、それを町のほうにプランを出してまち

づくりのほうで方向性が同じだから、それでその人たちが一生懸命にやろうとしてい

る、だから町も補助金なんですが、そういったものを差し上げてやっている、町と本

当は協働して、協働協働とあれなんですけれども、一緒になって動く、大和町の場合

ですと協働教育というような言葉になりますと、全国的にも大分ランクが上のようで、

昨年でしたか、文部省のほうから表彰されているようなぐらい協働教育の面に関して

はトップクラスじゃないかなと考えるんですが、行政面のほうでまちづくりにうまく

それが利用できないか、すなわち、いろんな各種団体が例えば回答の中にもありまし

たように、町道、県道などの除草作業ですとか、郷土を理解してもらうための活動と

か、地区住民の安全と子供たちを事件事故から守る活動ですとか、そういったものが

いろいろ出ているわけですよね。そういった人たちの中から町と一緒になって活動し

ていき、そして人を育て上げる、そうしてその人たちをリーダーとして今度はまちづ

くりのほうに結びつけられるような、そういうような形でキーワードとして上げられ

ているのかなというふうに考えたんですが、私の言っていることは間違っていますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      いや、間違っていることは全くないと思いますが、そのとおりその考え方で町はや

っているわけです。ただ、既にいろいろ推進、活性化事業に取り組んでいる方々の活
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動自体がもう既に町の活性化なり、地域の活性化にもつながっている部分もございま

すので、それから今、今野議員がおっしゃるとおり、そういった方々に町も一緒にな

ってというお話もあったようでございますけれども、このそれぞれの活動自体が町の

活性化なり、まちづくりにつながった活動をしてもらっているということもあるわけ

でございます。もう既にですね。 

      ですから、そういった方々に、例えば今エリアでやっているのはもう少し広げたほ

うがいいとか何とかといった場合に、お手伝いをもらうとか、そういうことはあり得

るというふうに思っていますし、そういった方々に今後ご協力をもらいながら、いろ

んな形でその事業だけではなくて、まちづくりについてご協力をいただくということ

は大変ありがたいと思いますし、そういったリーダーにぜひなってもらいたいと思い

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      今ひとつかみ合わないところがあるような気がして仕方がないんですが、町長は協

働という言葉はどのようにお考えでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      読んで字のごとく、協力の協にともに働くということでございますので、その字の

とおりだと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      １件目でも申し上げましたが、複数の団体が共通の目的を達成するために、相互の

理解のもとに協力して１つの事業を実施していくというような感覚ではあるんですが、
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そういった中で１件目でも話した子供とかを守るために立ち上がった、そこで町とし

てもそれに一緒になって動くような形になるというか、ともにその共同事業を達成す

るために町と組んで、町だけではなく別な組織と同時かもしれませんけれども、そう

いうようなところだと思うんですよね。いろいろさっきの回答を聞いていても、いろ

いろな事業があって、それに対して補助金を出していますというような形なんですが、

その補助金を出しているという形で協働だというふうに考えていらっしゃるのかなと

いうところがあったもので、町として一緒に協力してやっていこうというか、ともに

動くという形ではないのかなと思ったんですが、どうでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それぞれの目的に向かった一緒にやるということは、協働そのとおりだと私思って

いますので、何でかみ合わないんだかよくわからないんですけれども、おっしゃると

おり、Ａの組織がこういう活動をして、Ｂの組織もこうやっていて一緒にそれをやる

ということ、これは非常にいいことであって、ぜひそういうふうにやってもらって力

を合わせてやってもらいたいと思います。それで、そこに対して町が間に入って一緒

にやれるのであれば、それはますます結構です、そういうのが協働であります。 

      それから、さっきの団体に対して補助金を出したら、それで町でいいのかというこ

とではなくて、団体の方々がその知識なり、あるいはある部分に取り組むに当たって、

金銭的なこともありましょうし、いろんな部分で一緒に町もやりませんかという話じ

ゃないんだけれども、申請してもらったものにまず補助金という金はもちろん出しま

す。それで、その組織を立ち上げていただいて、そしてその地域の活性化なり、そう

いうのをやってもらうということですね。それに対してお金だけ出すのかといえば、

そういう姿にはなってしまいますけれども、一緒になって地域の活性化をするために、

町としても応援をするという形、そこに人が行って、町の職員が行ってという形には

今なっていないのは、団体の活動についてはそうですが、それぞれの団体でやってお

られるわけでして、ただそこの中で例えばパトロール隊とか入っておられるんですけ

れども、そういうところは町と一緒になって活動するところがあるわけですから、そ

ういう意味では町もそういった団体の協力をいただきながら、町も協働の中で活動し

ているということになっていると私は思っているんです。 
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      ですから、決して組織だけで単発でやった、さっき高齢でおやめになったとか、そ

ういう組織もありますし、公共の活動をされるパトロール隊とかの活動もあるわけで

すので、全てが町が一緒になって活動するということではないにせよ、いろんな団体

が活動されることと一緒になって町も、協働ですね、進めておりますので、取り組ん

でおりますので、決してお金を出してそれでよしとしているということではないとい

うふうに私は考えておるんですが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野議員、まだ質問あると思いますが、午後からにしたいと思います。 

      ここで、休憩をいたします。 

      再開は、午後１時とさせていただきます。 

 

         午後 ０時００分  休 憩 

         午後 １時００分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ２番今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      午前中に引き続き質問なんですけれども、町民の中ではいろいろなサークル、団体

出てきております。それで、その方向性が町と同じようなもの、例えば私も入ってお

ります島田飴実行委員会みたいな伝承会みたいなところは、町の一番大きなお祭りと

してそれを盛り上げようとしている団体、そのほかにもいろいろな団体がありますけ

れども、そういった町を盛り上げよう、そういったような活動をしている人たちは町

のことを考えていろいろな動きをしているわけですね。そういった人たちが文化の面、

防犯の面、いろいろなところで出てきて、そしてそれを一生懸命やっている、まちづ

くりに寄与しているわけでございますので、そういった人たちの中から人材を創出し、

そしてそのまちづくりの中で別なほうの枠組みとして捉え、そしてまちづくりのリー

ダーとして引っ張っていくようなそういうことを希望して、今までの質問をさせてい

ただいたんですが、それに対して町長はどういうふうにお考えでしょうか。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問ですが、大変ありがたいお話だというふうに思うんですけれども、

そういったいろんな活動をされている方々、その活動が既にまちづくりといいますか、

そういった活動をやっておられるんですけれども、それ以外にもそういった方々の協

力の中でいろんな活動をしてもらう、まちづくりに協力してもらうといいますか、一

緒にやってもらうということは大変結構なことだと思いますし、ぜひそういう協力を

いただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      そういったふうに出てきた人たちをうまく活用、そしてこの団体とこの団体を結び

つけてまた別な形にしてやっていく、そういったような戦略的なといいましょうか、

そういうような人づくりをもっと育てていくような、そういった積極的なものはお考

えじゃないですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      団体と団体を一緒にしてといいますか、２つの団体をやってそしてまたという共同

体制、それについては町がこうやってやってくれというやり方がいいのかどうか、そ

こにかかわるのですね。その方向性が例えば町でやっている事業と、さっきのあれと

一緒ですけれども、同じ方向を向いているのであれば町がこうやっているのにそうい

う協力をもらうということはいいと思いますけれども、そちら活動しているものに、

それぞれ活用している方々を町がどうぞ一緒になってやってくださいというものでは

ないのでありますね。活動以外のものをその団体さんが一緒になって何かやったらい
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いでしょうとやるものではないんだということです。町が何かやるものについて、両

方の方々にご協力をもらってやるということは、それは当然いいと思いますけれども。 

      ですから、町がある方向に何かしようとして、それに一緒に協力してもらうと、２

つの団体に協力してもらってやるということは大変結構だというふうに思います。そ

れはそう思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      ちょっと話変えますけれども、住民が町のために何かアクションを起こそうとする。

そういうふうな町がこういうことに対してやっていることに関して自分たちも、京都

府に行って、この間総務常任委員会でお邪魔しまして、お話をお伺いしましたところ、

その町では人口が減っていく、どうしたらいいだろうか。公共交通機関が絶えてしま

いそうだということで、隅々までのあれができなくなってしまうということで、それ

を見かねまして、ＮＰＯが立ち上がり、そしてそこで交通網の一線だけですけれども、

それを立ち上げようや、そういうような形で人が名乗り上げてやっていくような、す

なわち町の弱みをカバーしようじゃないかというような気運が高まってくる。人口が

減ってくる、大和町が希有な団体でほかのところはどんどんそういう状況になってき

ていますので、何かそういうことでこれが自助、共助、公助の中でそこの町では商助

というような言い方をしていました。１件目でお話ししましたときに、町、町民及び

事業所そして、町民自体、地域、そして公助に移る前に事業所ということで、商業の

商に助けると書いて、商助というようですけれども、そういったところも組み入れま

して、助け合うような形をする。そして、各自おのおのがやるべきことをやっていこ

うじゃないかという話になったそうなんですね。それで、お互いがやるべきところを

やっていこうじゃないかと、そういうような考え方を進めていったところで、やるべ

きところをやって、それをうまく町と結びつけて、そして各団体もそれを巻き込むよ

うな形でまちづくりがなっていく。そして、町民たちもいろいろな計画に参画して、

このまちをちゃんと持っていかなければならないというようなことで、立ち上がって

やっていくというようなお話を聞いてきたわけなんですね。 

      せっかく、今大和町内でやっている人たちが頑張ってそういうふうに町おこしとい

うわけじゃないんですけれども、そういうようなリーダーとなってやっていく上で、
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そういった人材を大切にして、それを育てていくような形というか、そういったもの

がいずれ人口が減少に転じたときに物すごくいい財産になるのかなと考えるわけです。 

      今、こういうような大和町はまだ右肩上がりでそこまでとは思いませんけれども、

今のうちからそういうレールをつくり、そういう人づくりを確かなものにして、同じ

方向を向けるような大和町のつくり方というものも今から着手しなければならないん

じゃないかなと考えましたので、そういったような積極的な人材の育て方、そういっ

たものをどういうふうに町長はお考えなのか、今回聞いてみたかったんですが。最後

になりますが一言いただけませんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今お話にありました商助というんですか、京都の例でございましたけれども、公共

でなかなか難しくなったものについて、ほかの団体の方々が、地域がカバーするべく

みんなで協力して差し上げてやっていくということ、これは大変すばらしいことだと

いうふうに思いますし、そういうものを引っ張っていくリーダー、そういった方々の

力というのはすばらしものがあるんだというふうに思っております。 

      そういう中で、今団体をいろいろやっていて、今大和町ですね、いろんな組織の中

でそういう活動をされている方々、リーダーだけではなく皆さん優秀な方だと思いま

すけれども、そういった方々にまちづくりに参加してもらうということは大変ありが

たいことですし、ぜひそういうふうにやってもらいたいと。それを町がどうやって育

てていくかという言い方になっておられるようですが、育てるという言い方がいいの

かどうか、どうやって育てる、その組織の活動を支援することで育ってくるものなの

か、いろいろあると思いますけれども、みんなが活動するお手伝いといいますか、そ

このことによって育ってくるということもあろうと思いますので、積極的にやってい

きたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 
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      以上で終わります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で、今野信一君の一般質問を終わります。 

      続きまして、３番犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      きょうの３番目、女性の視点から、また母の視点からさらに祖母の視点から、３件、

５要旨にわたり元気いっぱい質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

      初めに、発達障害への早期発見の取り組みについてを質問させていただきます。 

      発達障害者支援法は、平成16年12月10日に制定され、13年がたとうとしております。

発達障害という名称については、多くの方々の知るところとなり、障害に対する理解

も少しずつ広がってきております。 

      １歳半検診や、３歳児検診の目的の１つは、知的発達のおくれの発見に努めるとこ

ろであると認識しております。ところが、知的発達におくれはないものの、落ち着き

がない、あるいは対人関係に問題があるといった発達障害に対しては、必ずしもこれ

まで感度を高めてきたとは言えない状況ではないでしょうか。発達障害において、早

期発見が大変有効であります。その上で、以下の点についてお伺いいたします。 

      １点目、学童期になって発達障害が見受けられるようになった場合、不適応の状態

になってしまっていることが多いと言われております。５歳時のところでさまざまな

状況が見受けられますが、そこから支援とか治療を開始すればいいのですが、それを

放置してしまうが故に、学校に入ってからだと手おくれになってしまう場合がありま

す。乳児期の段階で発見し、適正な対処を行うことで多くが予防できることから、早

期発見に最も適した年齢が５歳児であると言われております。このことから、多くの

自治体が取り入れてきている５歳児検診の重要性が高いと考えますが、町はこの検診

の概念をどのように認識していますか。 

      ２点目、１歳半検診時に社会性発達評価用視線計測装置ゲイズファインダーの活用

が有効で、多くの自治体で早期発見に取り入れてきていますが、導入を検討してはど

うでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますけれども、町では４から５カ月時健康診

査、１歳６カ月時健康診査、３歳児健康診査を実施しておりますが、これらの乳幼児

検診、健康診査はいずれも母子保健法に基づきます法定検診として実施されておりま

す。 

      １歳６カ月時及び３歳児におけます健康検診では、運動機能、言語、視聴覚機能、

精神発達機能の遅延、障害等が疑われる子を早期に発見し、専門相談や受診等関係機

関につなげるほか、この生活習慣の確立、口腔内の清潔、食習慣、その他育児に関す

る指導を行いまして、子及び子を取り巻く家族の健康の保持、及び増進を図ることを

支援しているものでございます。 

      検診の内容につきましては、問診におきまして標準的な発達に関する問診項目とあ

わせて、発達障害や対人関係や、社会性に関する項目を含めているほか、家族や養育

環境、支援者に関すること等の項目も取り入れており、受診者の支援につなげている

ものであります。 

      国の指針によりますと、５歳児検診の最大の目的は、保護者が発達障害に気づくこ

とにあります。これは、厚生労働省が発行しました軽度発達障害児に対する気づきと

支援のマニュアルに明記されておりまして、この気づきから子供への適切な対応や就

学に向けての準備へとつながることを目的に実施されております。 

      したがいまして、発見された発達障害をご家族へどのように伝えるのか、就学まで

どのように過ごすのか、指導するのか、どのように教育機関へ橋渡しをしていくかが

検診及び検診後のフォローアップの鍵であると考えております。特に、検診後の受け

皿を整えることも重要であり、検診同様に整理する必要があるため、専門性を考慮し

ますと、県などが先導し、広域的な取り組みにより体制確立が進められることが重要

であると思われます。 

      また、発達障害の特徴は、検診時に個別に課題に取り組むことでは見えづらい行動、

特徴もあり、幼稚園や保育園等集団活動を通じて把握されることが多いため、幼児、

児童の所属先で連携協力をいただくことが前提となります。 

      現在、町では検診という体制ではありませんが、母子連絡調整会議を開催いたし、

町内及び近隣市町村の幼稚園や保育園等と連携した支援体制を組んでおりまして、随

時幼稚園や保育園と町が情報の共有を図り、就学前の支援を要する児童等の相談、及
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び各施設での巡回相談を実施しております。また、未就学児を対象とした子育て健や

か相談や、親子ふれあい教室では、臨床心理士を配置し、発達相談を実施しているほ

か、育児不安の解消や安定した母子関係の構築や、療育に関すること、保護者へのメ

ンタルヘルスの向上についてなど、適切な知識を得ていけるように支援しております。 

      県内では、５歳児検診を単独で実施している自治体はない状況でありますが、今述

べましたとおり、検診前後の支援体制を考慮した上で、情報収集に努めてまいりたい

と思います。 

      次に、ゲイズファインダーの導入についてでございますが、自閉症などの発達障害

の診断は身体的な所見で判断することは難しく、日常生活におけます行動特徴の分類、

精神運動発達の遅延の程度などによって診断される状況にあります。自閉症の特徴の

１つに視線のあいにくさや、独特な視線の動きなどがあり、視線のパターンを測定す

ることで、その特徴を把握する情報の１つになり得るとは考えますが、機械や数値だ

けでは判断できない場合も多くあること、また自閉症の診断はその後のお子さんの支

援や保護者の療育に関する慎重かつ非常に繊細に対応しなければならないものと考え

ます。機械の結果をお伝えするだけでは、対象のお子さんや保護者に寄り添った支援

にはつながらない可能性もあり、導入に当たっては慎重な検討が必要と考えておりま

す。 

      町では、実施する乳幼児検診は、検診の場ではなくて、お子さんの成長や発達に関

すること、家庭での心配や困り感に寄り添い、お子さんのよりよい成長や保護者が安

心して育児に向き合えるための相談などの場であることを目標に実施しておりまして、

今後も住民の皆様に安心して受けていただけるような検診ができるよう十分に配慮し

てまいりたいとこのように思っております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      文部科学省の発達障害児はどのくらいいるかについて、2012年に文科省によって実

施された調査があります。公立小中学校の通常学級において知的発達におくれはない

ものの、学習面、または行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は6.5％

でした。以前より0.2％増加しています。１クラス40人の学級とすると、その中に二、

三人はこうした児童生徒が在籍していることになります。今やグレーゾーンの児童も
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含め、クラスには六、七人いるとも言われています。 

      発達障害者支援法ができて、10年間に小中学校におけるいじめの件数や不登校の人

数は、増加し続けています。仙台市でも３人がみずから命を絶った事例がありました

が、報道によりますと３人とも発達障害または疑いのあるお子さんであったというこ

とであります。けさも休み明けに自殺者がたしか134人いたとマスコミ報道がありま

した。特に、９月１日が１年で一番多いということで、朝から心を痛めておりました。

残念なことに、発達障害を持っている子供さんがいじめの対象になっております。こ

うしたいじめや不登校の人数を減らしていかなければいけないと思います。 

      そのためには、発達障害を５歳児検診時に早期発見し、そこから早期療育、支援に

向けてつなげて、強力に推し進めていく必要があるのではないかと考えますが、いか

がでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほども申しましたことの繰り返しになりますが、町では検診という形ではないの

ですけれども、母子連絡調整会議というものをやって、そしてその橫の連絡をとりな

がら早期の発見に努めておるところでございます。発達障害というのは非常に難しい

というふうに、私専門ではないので詳しくはわかりませんが、そういった判断をする

のが非常に難しいといいますか、そういうことで５歳児検診ということもあるんでし

ょうけれども、先ほども申しましたけれども、常日ごろからの活動といいますか、日

常の活動の中の行動とかの中からもそういったものが見えるといいますか、そういう

ことがあるということでございます。 

      それで、大和町では近隣市町村の施設、保育所とか保育園とか、そういった方々と

の情報の交換の場といいますか、そういった中で会議を開いて、そういった課題につ

いて検討し、そしてご家族の方に上手にといいますか、不安を与えないように伝える、

あるいは小学校に対して情報の提供をして、そういった方に対する対応をとるように

ということで、今努めておるところでございます。 

      ５歳児検診という場での発見ということも１つの方法であるというふうには思って

おりますが、先ほども申しました町も圏域の中でのやり方で、日常生活を大切にしな

がら、そういった方法で今とっているところでございます。５歳児検診につきまして
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は、支援体制ということも必要なこともございますので、繰り返しになりますけれど

も、検診につきましては、情報の収集をこれからもやってまいりたいというふうに思

っているところでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      先ほど先進地視察の質問があったんですけれども、社文で北海道むかわ町の５歳児

検診の実施状況について視察をしてきました。むかわ町は子育て支援にとても力を入

れている町で、妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援体制が整っている町であり

ました。町職員として臨床心理士も採用されております。むかわ町では、発達障害の

早期発見、早期支援を目的に平成22年度から５歳児検診を実施していて、早期治療に

結びつけています。 

      ５歳児検診の実施に至った経緯は、３歳児検診の結果から要経過観察、要支援者が

増加し、年齢的に個人差も大きく保護者の思いから支援につながりにくく、気になる

子が増加したということで、保護者とのかかわりもとても持ちづらかった。そして、

保育所入所後に見えてくる社会性を主とした発達の心配のある子が増加したにもかか

わらず、保護者と状況を共有しにくく、介入が難しかったと言われています。学校で

は、学校に入ったときに今度はこれまで支援を受けていない児童に学習面や友人関係

の心配のある子が増加した、そして保護者の理解が得にくく、介入が難しかったとあ

りました。これは、３歳児検診だけでは解決できないということで、２年間試行的に

実施して、平成22年度から５歳児検診を行うようになったそうです。 

      このように我が町に当てはめて見ても、発達障害の早期発見の観点から、５歳児検

診は必須と捉えますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      必須ということでございますけれども、繰り返しになりますけれども、１歳、３歳

というのは当然やっておるわけでございまして、その後についても先ほども言ったと
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おりそれぞれの関係機関のほうで保育士さんとかそういった方々が状況を常に、日常

を把握して、そして入学時といいますか、その前の段階で調整会議等で情報の交換と

いうこと、情報の交換ということにつきましては、そういった子供さんに対しての今

後なり、あとどうやって親御さんにお伝えするかとか、あるいは小学校に対してどう

やっていくかとか、そういったことの意見交換だというふうに聞いております。 

      ５歳児検診というワンポイントといいますか、そこだけでなくて、それはもちろん

大事なことだというふうに思いますが、町としましてはこれまでもそういったことで

ある程度期間を持った中で、対応といいますか、そういうのに努めているところでご

ざいます。先ほども申しました５歳児ということにつきましては、今先進地というお

話がございましたけれども、我々のほうでも勉強してみたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      前向きに勉強されることをご期待申し上げ、次の質問に移らせていただきます。 

      次に、ゲイズファインダーの導入についての質問ですが、ここにデータがあるんで

すけれども、ニートの40％が不登校経験者と言われております。そして、ニートの

55％がいじめ被害の経験者という事実があります。子供の自殺はほかの年齢層に比べ

て低いのですが、ほかの年齢層が減少しているのに対して、停滞かもしくは増加の傾

向にあります。若年者の、要するに中卒の離職率は１年目で41.3％、２年目で54.4％、

３年目で62.1％と高卒、大卒の約２倍になっています。 

      ニートは34歳以下で何と60万人もいると言われております。離職の主な理由として、

コミュニケーション、人間関係、また職場のいじめ、仕事が自分に合わないなどです。

今は、発達障害と診断されたりしていますが、少し前は変わった人だなとか、理解さ

れないで苦しんでいる人が今たくさんおります。早い段階で気づいてあげられたら、

治療もできたと思いますが、この点についてはどのようにお考えになりますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      ちょっとニートの方の数字でございますが、ニートの方が皆さん発達障害があった

のかどうかはその辺はわかりませんが、そういった発達障害とかあった場合に、ニー

トの人とかはまた別としまして、早い段階から治療をすることは大切な事だというふ

うに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      今なぜ発達障害の人がふえてきているのかといいますと、虐待による精神疾患が疑

われる子供の増加と、母親の低栄養、また栄養の偏り、母親の喫煙、父親の高齢など

でさらなる科学的な検証が続けられていますが、発達障害は脳の障害、また特性と言

われていて、習字が得意だったり、また絵が得意だったり、ピアノが得意だったりな

どマスコミでも報道されております。エジソン、ニュートン、アインシュタインも発

達障害症の人で社会の進歩に大きく貢献しておりますが、この特性に関してどのよう

にご認識をされておりますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      その方の持っている才能ということでございますので、発達障害とかそういうこと

じゃなくて、人それぞれにそういった才能は持っておられるというふうに思っており

ます。そういう才能を発揮できる場といいますか、あるいは見つけてやるというか、

自分で見つけ出すといいますか、そういったことは大切だというふうに、人として大

切といいますか、というふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      障害、または特性の早期気づきがなぜ必要かといいますと、それは練習、すなわち
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治療的介入、療育が早いほど改善を期待できるからであります。大阪府ではゲイズフ

ァインダー、通称顔テレビといいますが、子供の目線の動きを測定することにより子

供の社会性の発達について、評価する装置を導入しております。顔テレビ、ゲイズフ

ァインダーは、大人の膝の上に子供を座らせ、映像をたったの２分間見てもらうだけ

で評価が終了します。また、保護者の障害に対しての受け入れや我が子の気にすべき

ポイントが具体的になり、療育にもつながりやすいと言われております。 

      このゲイズファインダーは、福井大学、浜松医科大学、金沢大学、千葉大学など子

供の発達科学研究所が共同開発をしたものであります。その中の大阪大学大学院の連

合小児発達学研究科の片山泰一さんという教授がおりますけれども、この片山泰一教

授は厚生労働省が予算をつけて発達障害を調べてくださいとお願いされた方でありま

す。また、審議委員として研究を始めた人であります。先日、多賀城にカ片山泰一先

生が来られて、多賀城市長初め市の職員の方々や近隣の市町村の関係者で研修会があ

りました。私もそこに参加をさせていただきました。臨床場面で、視線の異常を簡便、

かつ客観的に測定できる機器は今までありませんでした。幼児用に開発したこのゲイ

ズファインダーが思春期、青年期のＡＳＤ診断、自閉症スペクトラム症といいますけ

れども、これまでの呼称は広汎性発達障害と呼ばれておりました。このＡＳＤ診断、

社会性の障害のための有用な補助機器の１つになると考えられております。これまで、

医療専門家の主観的な判断に頼ってきたＡＳＤの診断に客観的な指標を加えることが

できる点で、ＡＳＤの診断に大きな影響を及ぼすと考えられます。 

      また、乳幼児診断などで社会性の評価のためにゲイズファインダーを既に導入して

いる地域もありますが、多くの自治体で広く利用してきているゲイズファインダーを

我が町でも活用し、検診後のフォローにもつなげていき、さらに受け皿を整えながら、

そして今後の療育につなげていけるように導入すべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ゲイズファインダーにつきましては、先ほどの質問でもお答えをしておるところで

ございますが、顔テレビといいますか、そういう機械の存在につきましては、今回私

初めてですがわかりました。また、まだまだいろいろ難しいといいますか判断する材
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料に全てということでもないと、先ほど申し上げましたとおり、視点のパターンを見

て、そして動きをもって判断をするという装置のようでございます。それは１つの材

料になろうかと思いますが、そのことだけで機械的な数値だけでは判断できない場合

があるということもございます。 

      そしてまた、さっきも言いましたけれども、そういったものについてのお子さんの

支援とか、保護者に対することにしましても、機械の数値だけでこうですと言えるも

のではないんだと思います。専門的な見地の中からいろいろ判断の中でお話、親御さ

んにも説明が必要だと、非常に繊細な部分があろうかと思っています。この機械があ

ってこの機械の数値だけで、はい、こうですというものではまだまだないのではない

かと見地もあるようでございます。そういったこともありますので、機械の導入につ

きましては、もう少し先進事例とか、今たくさん導入されているというお話でござい

ましたけれども、県内でどうなのかわかりませんけれども、非常に大切な健康診断と

いいますか、大切だと思いますが、方法については慎重にやっていかなければいけな

い部分もあろうというふうに思いますので、この機械についてもいろいろと勉強させ

てもらいたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      ぜひとも前向きに検討することをご期待いたしまして、次の質問に移らせていただ

きます。 

      災害時の情報伝達についてであります。 

      防災行政無線は、避難勧告等の入手手段としては屋外では非常に有効である一方で、

豪雨時には屋内では聞き取りにくい、または聞こえないと言われる声が多いです。以

下の２点について伺います。 

      １点目、避難の呼びかけに防災無線が聞こえないと言われているが、特に聞こえな

い防音工事をしている地区への対策はどのようになっていますか。 

      ２点目に、外国人への対応をお聞きいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      災害時の情報伝達でございますけれども、大和町内におけます防災無線設備につき

ましては、平成27年度28年度２カ年にわたってアナログからデジタルに更新整備を行

ったところでございます。近年の住宅の建築構造では、高気密高断熱性等に優れてお

りまして、防犯上においても窓を開けたままでの生活ではなくなっており、防災無線

のからの放送内容が聞きにくくなっているとの問い合わせは何件かございましたが、

この無線放送確認ダイヤルというのがございまして、そういったものやメールの受信

方法などもお勧めしておるところでございます。 

      緊急災害時の避難の呼びかけの方法といたしましては、１つ目としまして防災無線

による呼びかけ、２つ目としましては地元消防団員等によります毎戸訪問の呼びかけ、

また３つ目としましては行政区におきまして組織されております自主防災組織により

ます隣組声かけでの避難等々を考えております。今後も地域の方々と連携を図りなが

ら、災害時に備えていきたいと思います。 

      次に、外国人への対応でございますけれども、さまざまな国籍、言語の方々が住ん

でおられまして、防災無線での多言語、いろんな言葉での対応は難しいと考えており

まして、避難呼びかけなどは地元、さっき言いました消防団の方々や行政区の方々、

あと労働者を派遣されている会社、お世話している会社といいますか、そういった

方々のご協力のもとに周知していきたいというふうに思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      １点目の防音工事をしている地区への対策はについて、お伺いいたしますが、そも

そも防音工事は王城寺原演習の騒音が室内に入らないようにすることが主たる目的で

あると思います。防災無線が室内に聞こえないのは当然ではないかと思いますが、こ

の点についてお聞きいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      防音工事につきましては、王城寺原の関係の方についてはそういう形で防音工事を

しております。また、一般の方でも場合によっては今気密性とか高くなっていますの

で、なかなか聞こえないところがあろうというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      吉田地区では64世帯が個別受信機を設置しているということであります。しかし、

防音工事をしている沢渡、吉田地区が個別受信機を１軒も設置されていない理由は何

かお聞きいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      設置されていない理由ではなくて、設置されている理由を申し上げます。その地域

につきましては、防災無線が届かないという場所につきまして、個々の家庭に室内の

無線をつけているということでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      済みません、意味がよくわからないんですけれども、沢渡地区、吉田地区が個別受

信機は設置されていないですけれども。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      受信機を設置している場所につきましては、そういうことで無線が届かないところ

について設置をしているというふうに申し上げました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      実は、沢渡、吉田地区の方から防音工事をしているので、当然放送されても聞こえ

ないというご相談がありました。携帯もない方なので、メールでの情報も入ってこな

いし、防音工事をしている地区は優先的に個別受信機を設置すべきではないかと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      防音工事、その地域についてそういうことでつけていない地域を申し上げましたけ

れども、全く聞こえないうちというのがあるということでございます。その辺につい

てちょっと確認をさせてもらいたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      早期に検討することをご期待いたします。 

      次に、外国人への対応についての質問をさせていただきます。 

      たくさんの方々が大和町に来ていただいて、とても喜ばしいと思います。社文でお

聞きしたときに、ブラジル人が130人、在日韓国人が53人、フィリピン人が11人、イ

ンドネシア人が41人、ミャンマーの方が42人、ネパール８人、ベトナム88人の方、計

401人の方が今大和町に来ていただいているとお聞きいたしました。まほろばの夏祭

りでも踊りの輪の中に入って、一緒に踊らせていただきました。一緒に踊った人はた

しかインドネシアから日本に研修に来たと言っていましたけれども、片言の日本語の
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方でしたが、楽しいひとときを過ごさせていただきました。 

      災害はいつどこで起きるか予測不能であり、緊急時の対応に日ごろからの準備が欠

かせないと思います。おととしの関東・東北豪雨の際に茨城県の常総市に在住する多

くのブラジル人の方は、防災無線の内容を理解できずに、避難場所もわからないまま、

困難な状況に置かれてしまったそうです。災害状況や避難勧告は防災無線による日本

語だけでしか放送していなかったため、そのほとんどが伝わらなかったのが原因だと

言われていました。 

      我が町においても、万が一の災害があったときに言葉が通じないということのない

ようにすべきと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      言葉がわかるようにということですが、先ほどの答えと重なるんですが、防災無線

で何カ国語でもやるというのはなかなか難しいことだと現実的に思います。したがい

まして、先ほども言いましたけれども、人づての呼びかけといいますか、そういった

方法になるということ、無線で何もということをやっていった場合に、ご存じのとお

り距離によってハウリングというものが出てくるものですから、余り長い文言であり

ますと、次に行くのがおくれていくという状況もあります。これが何カ国語もやると

なった場合には、１カ所でかなりのということも出てきますので、おっしゃることは

わかるんですが、それをやっていくということについては現実的な問題としてちょっ

と難しい部分があるんではないか。したがって、人的な助け合いの中でご協力いただ

いてやるということが大事だというふうに思っております。 

      あと、危険な言葉という言い方もおかしいのかもしれないですけれども、アジア系

の方は比較的日本語がおわかりだということを聞いておりますので、そういった方に

ついてはこういったときにこういうことがあるということについては、事業所を通じ

て伝えておられると思います。そういったことも必要かと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 
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３  番 （犬飼克子君） 

      先日の早朝にＪアラートが鳴って、驚きました。先ほどの町長のお話にもありまし

たけれども、ある方からすぐ電話をいただいて、「どこに避難すればいいんですか」

とお電話いただいたんですけれども、早速チラシをつくっていただいてありがとうご

ざいました。さっきいただいてきました。ありがとうございました。 

      Ｊアラートにとどまらず、災害時に落ち着いて行動するためには、日ごろの準備が

不可欠だと思います。いざというときは、準備してきたことしか行動に移せないと言

われています。自主防災組織をほとんどの地区で立ち上げましたが、行政主導で外国

人も含め多くの自主防災組織での防災訓練、また避難訓練が必要ではないかと考えま

すがいかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      Ｊアラート、ああいうのがあった場合ということ、あれに限らずでしょうけれども、

確かにＪアラートの場合は、うちの中にいる場合はうちにいるということが原則で、

避難場所に逃げる、あえて避難するというよりも、あれにもあるんですが、建物の中

にいる場合は外に出ずにできるだけ窓から離れてください、できれば窓のない場所に

移動してくださいと。どこに逃げればいいんだという問い合わせがあったり、あるい

はまほろばホールに行きなさいという方もいました。そういったこともあったので、

早速こういうことでやったところでございます。 

      外国の方々についての訓練といいますか、それは地域の方々、地域ではそういうと

ころに参加している方もおいでだと思っております。話違いますけれども、この間運

動会のときに反省会にある地区に行きましたら、外国の方も一緒になって反省会、運

動会も出たと言っておりまして、ああいうふうになっていればいいんだと思います。

それぞれの地域で外国人の方も一緒になっていろんな活動をするという動きがござい

ますので、こういったものを各地区でやってもらえるようにしていければと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 
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３  番 （犬飼克子君） 

      たくさんの外国人の方が、待っているうちにいらっしゃっているなと、一緒に運動

会に参加してすごいなと私も感動しておりました。 

      次の質問に移らせていただきます。 

      祖父母手帳について、共働きの夫婦にかわり、祖父母が育児を担う機会がふえてき

ています。しかし、子育てに関する世代間のギャップによるトラブルや、孫育てに精

神的な不安を抱く祖父母が増加しております。現在主流の育児方法や世代間の意識の

違いについて、祖父母世代の理解を図り、孫育てや地域での子育て支援への積極的な

かかわりを推進するため、以下の点についてお伺いいたします。 

      祖父母が孫やその親と良好な関係を築きながら、子育てのよりよいサポーターとな

ってもらえるように、子育てに関する世代間ギャップを解消するための冊子、祖父母

手帳をつくってはどうでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      祖父母手帳についてですが、祖父母手帳は祖父母世代が育児をしていた時代に比べ

て、育児方法が大きく変化している中で、祖父母が知っておくべき現在の子育ての常

識や、父母との円滑な関係を構築するつき合い方など、孫育てのヒントが掲載された

ものであり、共働きの夫婦にかわり祖父母が育児を担う機会がふえている中、祖父母

世代が地域におけます子育ての担い手となるきっかけとすることを目的としたもので、

広島県や岐阜県、鹿児島県等で発行されております。 

      抱き癖、母乳、食事の与え方など、子育て世代との行き違いが起こりがちなテーマ

を、発育時期別に取り上げ、今と昔の育児方法の違い、孫とその親と良好な関係を築

くポイントを紹介した内容となっております。 

      現在町の取り組みといたしましては、改めて祖父母を対象にしたものではございま

せんが、乳幼児検診や子育て健やか相談等、各母子保健事業を通じまして育児養育に

かかわる保護者等に対する専門スタッフ、これは臨床心理士、保健師、栄養士などで

ございますが、こういった専門スタッフからの助言指導や、パンフレット等資料を活

用した情報提供を行って、母親や父親に限定することなく、広く普及啓発し、育児支

援を行っているところでございます。 
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      この手帳につきましては、ほかの県がやっているようでございますので、情報収集

に努めてまいりたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      今の子育てと昔の子育てはかなり変わってきています。昔は、私も子育てをした時

代、ここのほとんどの方がそうではないかと思うんですけれども、大人がかみ砕いた

食べ物を離乳食として子供に与えていました。大人が使っている箸やスプーンで食べ

させることも普通でした。しかし、今は生まれたばかりの赤ちゃんの口には、虫歯菌

がないそうです。大人から感染することがわかってきました。そのため、箸やスプー

ンは共有してはだめなんですね。甘い食べ物の摂取も昔は乳歯が虫歯になってもまた

子供がぽっちゃりしていても、気にしない親が多かった。今は、糖分の多い食べ物を

だらだらと食べると、虫歯や肥満の原因になる。また、おやつは甘いものばかりにな

らないように工夫して、食事のリズムを崩さないよう、決めた時間にだけ食べるよう

にすると、さまざま変わってきています。このことについてのご認識はございました

か。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      済みません、孫がおりませんので認識、そういう難しくなっているという認識して

おりますが、今聞いたようなことは初めて聞いたと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      済みません、吹き出してしまいました。済みません。これは埼玉県の寄居町から取

り寄せた、送っていただいた祖父母手帳であります。この送っていただいた本の中に、
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昔と今の子育てで変わったことが載っています。例えば、昔は余り抱っこしてはだめ

だよと、抱っこをすると抱き癖がつくよとか、なるので余り抱っこしないようにとか、

赤ちゃんが抱き癖をつけると、赤ちゃんが抱っこを求めて泣くようになるから手がか

かると言われてきました。しかし、今は抱っこは大事なスキンシップだと、心の成長

に必要だから、たくさん抱っこしたほうがいいと言われています。抱っこなどのスキ

ンシップは自分の存在が受け入れられているという感情、自己肯定感を育むそうです。

自己肯定感は心の成長の土台となるとても重要な感情であります。おじいちゃん、お

ばあちゃんがたくさん抱っこしてあげるといいそうです。 

      また、うつぶせ寝は頭の形がよくなるとか、寝つきがよくなるとか言われてきまし

たけれども、今は乳幼児症候群予防策の１つとして、医学上の理由がない場合は、仰

向け寝が推奨されております。 

      このようなことから、孫と楽しく遊んだり、特に嫁姑の確執を少なくするためにも、

今の子育てをお互いに理解し合えるような祖父母手帳をつくってはいかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      嫁姑の関係、難しいことがいろいろあるんだと思っています。そういったものの認

識を一緒にするということは大切だと思っています。抱き癖は我々のころも子供は抱

っこして、もう少し若くなったら抱かなくなって、また抱くようになったんですかね。

いろいろその時代で変わってくるところもあるんだろうなと思いがございます。情報

といいますか、そういったものの考え方の共有ということでございます。町のほうで

もパンフレットとか資料、そういったものでもやっているところでございますので、

母子手帳というのはどういう内容かわかりませんけれども、同じようなところがある

のかも、パンフレットとか使っているのかもわかりません。ちょっと私そこまでわか

りませんけれども、情報の共有をするような資料といいますか、そういったものをお

じいちゃん、おばあちゃんとかにやって共有してもらうということが大切だと思いま

すし、さっきも言いましたけれども、うちのほうでもいろいろやっておる中で、そう

いったことはしっかり伝えるようにやっていく必要があるんだろうなと思いました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      ぜひ寄居町さんの祖父母手帳を参考につくっていただけることをご期待いたします。

そして、安心して子育てのできる町に、そして安心・安全で災害に強い大和町を目指

していくことをご期待申し上げまして、一般質問を終わらせていただきます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で犬飼克子さんの一般質問を終わります。 

      ここで暫時休憩をします。休憩の時間は10分間といたします 

 

         午後１時５８分  休 憩 

         午後２時０９分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ５番槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      皆様、こんにちは。 

      それでは、通告に従いまして、私から町長に２件質問いたします。 

      １件目は、南部コミセンでの健康診断の問題点解消法です。 

      本年度初めて南部コミセンで健康診断が実施されました。もみじケ丘の人も南部コ

ミセンで健康診断を実施しました。 

      健康診断を受診された方には、高齢者が多く、高齢者のことを考えているのかとい

う声を多く聞きました。受診場所が遠くなったことと、南部コミセンに隣接している

杜の丘４号公園のり面の通路が急勾配であるためです。 

      来年度に向けて、上記の問題の対策として、シャトルバス、巡回バスの導入などや、

南部コミセン周辺ののり面整備計画の進捗についてお伺いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、槻田議員のご質問でございますが、本年度の総合検診につきましては、

５月25日から６月４日までの10日間の日程で、ひだまりの丘、落合ふるさとセンター、

宮床基幹集落センター、吉田コミュニティセンター、鶴巣防災センターの各地区ごと

の集会施設で実施しまして、もみじケ丘、杜の丘地区につきましては、４月の南部コ

ミセンの開設によりまして、６月３日の土曜日、４日の日曜日に実施したところです。 

      ２日間の受診者数につきましては622名で、うちもみじケ丘の受診者数につきまし

ては、３日が229人、４日が119人の合計348人となっております。前年度の受診者数

が360名でしたので、前年度と大体同程度の受診者数となっております。 

      南部コミセンが開設される以前は、もみじケ丘児童館、及び小野小学校体育館等を

借用して実施していたところでございますが、もみじケ丘児童館につきましては、駐

車場の問題等によりまして近隣住民の方々への迷惑、小野小学校につきましては学校

行事等との調整、あるいは雨天時には校庭への車両の進入制限、そして職員の休日出

勤等で負担をおかけしていたところでありまして、４月の開設に合わせて南部コミセ

ンでの実施となったところです。 

      次に、現在の杜の丘４号公園ともみじケ丘を結ぶ階段につきましては、杜の丘団地

造成時に整備されていた階段を生かしつつ、平成26年度におきまして手すりや斜路を

整備したものでございます。その後、都市再生整備計画におきましてもみじケ丘７号

緑地と杜の丘４号公園を車椅子対応の通路を新たに設置する計画としております。 

      本事業につきましては、既に工事を発注し、業者と契約を締結したところでござい

まして、年度内完成を目指して現在工事着手に向けて準備をしているところでござい

ます。 

      なお、工事の際には公園等の使用を一時制限するなど、ご迷惑をおかけすることと

なりますが、ご理解とご協力をお願いするものです。 

      また、検診につきましては、今年度初めて南部コミセンで実施したところでござい

ますので、今後さまざまなご意見を頂戴しながら、検討してまいりたいというふうに

思っております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 
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５  番 （槻田雅之君） 

      ことし始めて南部コミセンで健康診断が実施されました。大変メリット、駐車場の

件とか、スペースの面とか大変移転してよかったと思っていますが、その２つの点が

問題ではないかということがございまして、それでちょっと質問させていただきます。 

      のり面の件ですけれども、何回か質問されていますし、状況としまして整備すると

いう話は聞いておりますが、今回先ほどの答弁の中で年度内完成を目指してと、その

目指してという言葉があったんですけれども、年度内で終わらないかもしれないとい

うことか、進捗なりスケジュール、目指すというのはどういう意味なのかなと。業者

が決まっているということは、もう大体終わりわかっていると思うんですね。目指す

とは決まっていないから目指すのか、その辺進捗ぐあい、同じように当然車椅子対応

ということは、お年寄りのシルバーカートですか、それも当然歩けるようなスペース

であるのか、その辺の進捗状況ぐあいというか、工事の内容をちょっと教えていただ

ければと思いますので、お願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      目指してと申しましたけれども、年度内で終わる予定でやっております。何かあっ

たらと慎重に言ったところが。年度内の予定で発注はしております。 

      それから、シルバーカート、今階段は直線というかそういう形になっております。

それで、前から皆さん、議員さんからもお話あったと思いますけれども、あそこが急

であるということ、あるいは車椅子でおりる場所がないのではないかというご指摘を

いただきましたので、今度少し遠回りといいますか、緩くなりますけれども、車椅子

の対応ということです。車椅子で対応できるので大丈夫だというふうには考えておる

ところです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 
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      距離の話をちょっとしたいと思います。実際、今のもみじケ丘児童館ですか、から

南部コミセンまでの距離どれくらい変わったかと私調べてみました。実際、のり面を

使用した場合ですと、あそこからの距離、もみじケ丘児童館から南部コミセンまでの

距離と時間、のり面を使用したときに500メーターで約10分弱、日吉台中学校、要は

町民バスのルート、大きな道路を使った場合ですと940メーターの15分ぐらいかかる

という内容でございました。 

      では、南部コミセンが一番遠いもみじケ丘１丁目さんからの距離もちょっとはから

せていただきました。もみじケ丘１丁目さんの端、貯水池の近くになるんですけれど

も約1.7キロで歩くスピードにもよりますけれども、26分、２丁目さんですと1.6キロ

の24分、３丁目の端ですと1.3キロというくらいで、歩くには若干遠いというか、普

通の健康な方とか、高齢者の中でも元気な高齢者の方であればさほど感じはしないん

ですけれども、ある程度足腰が何かしら痛い方にはちょっと遠いのかなと思っており

ます。 

      ほとんどの地区で今高齢化が進んでおります。特に、交通弱者ですね、単なる元気

な方が年とっていく分にはよろしいかと思うんですけれども、よく交通弱者、車が運

転できなくなった方とか、もともと車の運転は持っていなかった方、これはもみじケ

丘地区でもなくどこの地区でも共通なんですけれども、それの対応というのはこれか

ら急務だと思っているんですよね。 

      では、交通弱者の方が健康診断までの場所の移動について、町としてどのような考

えを持っているのか、例えばほかの地区であればデマンドタクシーがあるとか、いろ

いろするにしても、交通弱者の方の移動手段についてどのように考えているのかお聞

かせください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      こういった施設ができますと、場所が変わります。したがってこれまで近かった人

が遠くなるとか、遠かった人が近くなるとか、それはさまざまどうしても出てくると

いうことはやむを得ないんだというふうに思っております。そういった中でのご協力

をということになります。交通弱者についてどうするんだということなんですが、基

本的に公共交通機関というのはバスしかないものですから、公共交通機関でいえばバ
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スが基本になるというふうに思っています。あそこのコミセンにはそういった意味も

含めましてバス停ですか、それも設置しておりますので、それで十分かといえばそれ

はそれで課題はあるのですが、基本は交通弱者の方についてということになれば、バ

スが基本になるというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      私の質問の中に、来年度に向けてシャトルバス、巡回型のシャトルバスの導入など

も検討の１つではないかという質問をいたしました。回答といたしまして、今後のご

意見をいただきながら検討していくという話でございましたが、わかっていれば構い

ませんが、シャトルバス、町民バスとか、デマンドバスを利用しての健康診断に行く

方とかいるのかどうか、いたのかどうか、または逆にそちらのほうに声がけをして、

公共交通機関、大和町でいうと町民バス及びデマンドタクシーだと思うんですよね。

利用してもらうことも考えているのかどうか、その辺お考えあるのであればお聞かせ

ください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      デマンドバスにつきましては、現在吉岡に向かって行くルートでございますので、

そのルートから行くとそこでは使えない状況だというふうに思っております。あとは、

バスにつきましては、考えているのかというか、公共交通機関で行くとすればバスと

いうこと、あとは乗り合わせとか考え方はさまざまあると思いますが、公共交通機関

とすればバスでお願いするというのが現在やっている中ではそういう形になります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 
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      話がちょっと食い違ってきたので、元に戻しますと、私は別に健康診断の案内の中

に、例えば町民バスを利用してくださいとか、もみじケ丘以外の方であればデマンド

バスを利用しての受診も可能ですよとか、そういう形で公共交通機関を利用してもら

うような働きかけとか、考えがあるのですかという質問をしたんですよ。ただ、今の

ご案内とか見ていますと、そこまで余り詳しく、公共交通機関の方法がないので、逆

にもしかしたらそういうわからない方がいると思うので、例えばデマンドバスを使え

るとか、町民バスで行けるとか、その辺の一言を健康診断のところに書いておくのも

１つの考えではないかという質問でございました。もう一度答弁お願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それは、いい方法だといいますか、当然あれですので今はそれは書いてないのが現

状です。ただ、使えることは間違いなく使えますので、そういったＰＲといいますか

やり方はあると思います。参考にさせてもらいます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      南部コミセンでの健康診断は、ことし初めてでございますので、来年に向けて皆様

から貴重ないろいろなご意見を聞きながら、より利用しやすいようにしてもらえれば

と思います。以上で、１件目の質問を終わらせていただきます。 

      ２件目の質問は、高齢者にやさしくです。 

      もみじケ丘団地は、古い人で入居からもうすぐ30年を経過しようとしております。

今では少子高齢化が進み、もみじケ丘団地の平均年齢は大和町の平均年齢よりも高く

なっております。そこで、これからますますふえる高齢者対策として、以下の件につ

いてお伺いいたします。 

      １つ目、交通安全対策として、歩行者を守る交差点へのガード柵の設置と、歩車道

段差及び歩道の起伏解消、歩道のフラット化の考えはあるのかどうかです。 

      ２点目といたしまして、健康維持対策といたしまして、南部コミセンでの健康増進
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講座の開催や健康器具の設置、誰でもできる健康管理の一貫での健康器具、血圧計購

入時の補助や、公共施設への設置などの考えがあるのかでございます。 

      ３点目といたしまして、交通弱者対策です。公共機関の充実として、もみじケ丘団

地でのデマンドタクシー利用や、システムの変更、タクシー使用時の一部の補助、ワ

ンメーターの補助などの考えがあるのかどうかについて、お伺いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、高齢者にやさしくの質問でございます。 

      初めに、交通安全対策として歩行者を守る交差点へのガード柵の設置でございます

けれども、防護柵の設置基準によりますと、同解説によりますと、防護柵には車両を

対象とする車両用防護柵と歩行者等を対象とします歩行者自転車用柵に区分されまし

て、ご質問の歩行者を守る交差点のガード柵につきましては、歩行者自転車用柵に該

当しまして、当設置基準によりますと、道路及び交通の状況を踏まえて次のいずれか

に該当する場合、必要に応じて設置するものとなっております。 

      １つ目は、歩道等と路外とに著しい段差等があって、歩行者等が転落をすることを

防止するために必要と認められる場合。２つ目につきましては、歩行者等の横断防止

を目的としまして、歩車道協会に歩行者、自転車用柵を設置するものでございまして、

歩行者等の道路横断が禁止されている区間や歩行者等の横断歩道以外の場所での横断

防止が特に必要と認められる区間と、歩行者等の安全を確保することが期待できる場

合に設置するものでございます。 

      ご質問のガード柵につきましては、後者の歩行者等の横断歩道以外での横断防止柵

でございまして、歩行者等に道路の横断が難しいと認識させる構造物があることが交

通安全上必要と認められる場合に、歩行者自転車用柵を設置するものとなっておりま

す。 

      本町におきましては、町道吉田落合線や、町道高田大荒線等の片側２車線の路線と

交差する箇所で無理な横断防止と、歩行者の安全を確保されるため設置されたもので

ございます。歩行者の道路の横断方法については、道路交通法に規定されておりまし

て、歩行者は道路を横断しようとするときは横断歩道がある場所の付近においては、

その横断歩道によって道路を横断しなければならないと規定されておりますので、そ



７８ 

の規定を遵守していただくとともに、今後の状況等を注視していきたいと考えておる

ところでございます。 

      続きまして、歩道の段差及び歩道の起伏解消、フラット化についてでございます。

もみじケ丘団地造成時は、歩道と車道を段差により分離するマウンドアップ方式が道

路構造例におきまして標準となっておりましたので、当時の区画整理組合ではその方

式を採用し、整備されたものでございます。 

      現在、もみじケ丘団地内のマウンドアップ型歩道で、幅員の狭い路線は小野小学校

前を通る町道もみじケ丘線、もみじケ丘幹線４号線及びもみじケ丘幹線６号線がござ

います。２つの路線は、両側に歩道がありますが、歩道の幅員は1.5メートルと狭い

ために、乗り入れ口がある場所では急勾配となり、平坦部が確保できないなど、歩行

に影響があるものと感じております。 

      現在、町ではその歩道のあり方について、もみじケ丘団地内の区長さん方のご意見

をいただきながら、整備に向けた検討を行いたいと考えておるところでございます。 

      ２点目の健康維持対策として、南部コミセンでの健康増進講座の開催や、健康器具

の設置、誰でもできる健康管理チェックの一環での健康器具購入時の補助や、公共施

設への設置などの考えはについてでございます。 

      現在、高齢者の介護予防対策としましては、虚弱な高齢者を対象としたからだ元気

教室、これは運動機能向上事業でございますが、からだ元気教室を吉岡地区で開催し

ております。一般の高齢者を対象といたしまして、健康貯筋友の会、運動教室ですが、

これを吉岡、鶴巣、宮床の３地区で開催しております。身体機能の維持向上だけでな

くて、楽しみや生きがいづくりのよい機会となっており、特に吉岡地区におきまして

は13年間継続して参加されている高齢者が多数おられます。 

      また地域においては、いきいきサロンや老人クラブ等を対象に、出前講座の実施、

地域住民や関係団体を対象に認知症サポーター養成講座等を開催しております。開催

場所や内容につきましては、より多くの方に参加、体験をしていただくため、毎年検

討を重ね実施しているところでございますけれども、もみじケ丘、杜の丘地区の住民

の皆様におかれましては、吉岡での開催となりますと、現状では参加が少ない状況と

なっておりますが、今後は南部コミセンにおきましても運動や学習の機会を提供でき

るように、開催について検討してまいりたいと思います。 

      次に、健康器具や血液計の設置についてでございますが、現在自転車エルゴメータ

ーや、足踏みステッパー等の健康器具がひだまりの丘に設置されておりますが、利用

者の方はほとんどなく、限られた住民のみとなっております。 
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      健康器具の設置につきましては、管理上の問題やまたは指導者や見守りがない中、

特に高齢者につきましては、高齢者特有の病気や、身体状況などから来るリスクもあ

りまして、安易に設置を推進できないものと考えております。 

      血圧計の設置につきましても、旧庁舎及びひだまりの丘において設置した経緯がご

ざいましたが、同様の問題から故障を気にして設置しないものでありますし、健康器

具の購入時の補助につきましても、現在は考えておらないところでございます。 

      次に、３点目、交通弱者対策、公共機関の充実として、もみじケ丘団地でのデマン

ドタクシー利用やシステムの変更、タクシー使用時の一部補助、ワンメーター補助の

考え方についてでございます。 

      デマンドタクシー、これは予約制乗合タクシーでございますが、この運行につきま

しては、平成27年４月に町民バスの再編によりまして廃止をいたしました町民バスの

代替といたしまして、宮床吉田鶴巣落合の４地区と、公共施設や医療機関、商業施設

等が集中しております吉岡地区を結びます移動手段の確保を目的としまして、相互運

行をいたしているところでありまして、同地区内での移動及び吉岡地区以外の区間に

つきましては、運行路線等の範囲外となっております。 

      平成28年12月定例会におきましても、議員より同様のご質問をいただいており、回

答はいたしておりますが、現在の運行形態を基本に考えているところであります。ま

た、運行路線範囲外の地区に対しましては、福祉タクシー券等によります対応も１つ

の方法であろうと考えておるところでありますことから、引き続き研究を重ねてまい

りたいと考えております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      それでは、質問をさせていただきます。 

      最初に交通安全対策のガード柵関連でございます。今後の状況等を注視していきた

いという話でございました。全ての交差点のガード柵について、ここで討論しますと

なかなか食い違いがありますので、交差点を絞って話をさせていただきたいと思いま

す。２点ほど交差点を挙げますので、それについてご意見なり、討論させていただき

たいと思います。 

      １つ目といたしましては、小野小学校の交差点、押しボタンでもみじケ丘幼稚園の
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角の交差点についてでございます。私が宮床地区で必要と思われるのはそこの箇所と、

宮床中学校の下のほうで、町民バス、スクールバスを待っているところ、あそこに押

しボタンがあるんですけれども、あそこの交差点が２つほど必要ではないのかなと思

っております。 

      その理由としましては、最近宮床中学校のほうの話をいたしますと、結構あそこは

当然バス待ちの生徒たちが下手すれば何百人ぐらい、時間帯によりますけれども、ず

っと待っていると。その中で特に４月とか１学期に関しましては、縁石に座る子供た

ちがいるんですね。それは学校の指導が悪いせいもあると思いますが、車道と歩道の、

縁石ありますからあそこに座っている生徒が特に１学期は見かけると。あそこは当然

カーブもくねって曲がっておりますから、あそこにもし車が突っ込まれてきた場合、

何十人単位での子供たちがけがするのではないかなと思っていますので、あそこの宮

床中学校のバス、前の一般質問では上のほうにバスが上がれないとかいう話もござい

ましたが、今の町の考えとしましてはあそこをバスの乗りおり場にするという考えで

ございますので、それであればガード柵が必要ではないかと思っておりますが、それ

につきまして町長のお考えありましたら、お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      道路の縁石に座るということですが、まずそこを直すということが基本だというふ

うに思います。ガードつけてガードに座るということだって、場合によっては、それ

は余計な話ですけれども、まずそこからこれは学校のほうにきちっとやってもらって、

それはなしにしてと。それはガードがあろうが、なかろうがの問題だと思いますので、

あそこはやっぱり危険ですので、それは早速教育委員会さんのほうから指導してもら

いたいというふうに思います。 

      そうなった段階でのガードというの、さっき言いましたが、渡れないようにすると

いうことで、本来中学生たちは渡らないのが当たり前というか、そういった状況をま

ず基本的に交通安全ルールを守るということを徹底してもらって、そしてまた危なけ

ればという段階でもいいような気がするんですが、多分言えばきちっとわかってくれ

る子供たちだというふうには思っております。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      交通ルールを守れば大丈夫じゃないかという話がございます。確かに先ほど言った

ように、今は当然問題ない、特に１学期ですね、４月ごろが結構そういうのを見かけ

ています。今はほとんど見かけないですが、その辺学校の指導と。 

      あとは、ガード柵の話で今話あったのが、渡らないようにするというのはございま

したが、逆を言えばもう一つ必要なのが、子供たちはどうしてもふざけ合うことが多

いです。なので、歩道に出られないようなガード柵、何を言いたいかといいますと、

山下橋、大分前ですか、自転車での事故がございました。あれは渡らないのじゃなく

て、道路にはみ出さないために設置したものだと思います。それと同じようなことを

考えれば、あそこの子供たちがたくさん集まっている、待っている場所にはそういう

ガード柵という名前がいいのかどうかわかりませんけれども、車道にはみ出さないよ

うな対策も必要ではないかと思っておりますが、その件につきまして、町長何かあり

ましたら、お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      以前に痛ましい事故がありまして、それで柵をつけなきゃいかんことであります。

ああいったことは起こってはいけないと、絶対だめだというふうに思います。今おっ

しゃっている場所につきましては、それぞれ学校の関係の方々ともいろいろご相談を

して、どういったことがあったら一番いいのか、そういったことについてはいろいろ

学校関係者とかご意見を聞いてみたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      じゃあ、２つ目の交差点、小野小学校のもみじケ丘幼稚園のところの交差点につい
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てちょっとお話なり、意見交換をしたいと思っております。 

      あそこも私は必要ではないのかと思っています。理由としましては、本来の交差点

で待っている交差点の大きさというんですかね、その数を超えていると。あれだけの

多いときには信号待ちだけで五、六十人待つような交差点というのは、本当に町なか

の大きな交差点だと思うんですけれども、あそこの交差点は当然杜の丘の生徒、すご

い数でふえておりますので、すごい人数が並んでおります。なおかつ、押しボタンの

信号の性もあるんですけれども、１回の青信号、特に雨の日、当然みんな傘さしてい

ますから、１回の青信号では渡れないときがほぼ多いんですね。当然人数にもよりま

すが、近くでありますけれども、渡れないときがあると。そうしますと、あそこの車

道のぎりぎりまでもう並ばなければならないとか、そういうのもありまして、あそこ

は本来の交差点のキャパというんですかね、本来待っている人数をもう超えているの

ではないかと。なおかつ、先ほど言ったように車道のぎりぎりのところまで並んでい

るのが状況でございますので、あそこにもガード柵が必要だと思っておりますが、そ

れにつきまして町長のお考えありましたら、お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      このことにつきましても、学校の関係のでございますので、関係者の方々のご意見

を聞きながら、どういったことが必要なのか、ガード柵がいいのか、ほかの柵がある

のか、その辺についてもいろいろ関係者と話し合ってみたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      今列車、ＪＲさんなり地下鉄でいいますと、ホームへの転倒防止のために、ホーム

のところにもう柵がつくってあると。ほとんど義務化、地下鉄、仙台はほとんどつい

ているんですかね、ついていないところもありますけれども、そういう形もございま

すので、特に事故があってから遅いということがありますので、何かしらの柵が必要

かなと思っています。 
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      ただし、その反面、つけたらつけたで今度運転手さんのほうから見通しが悪いとい

う反する意見が出てきます。この前、先日ですか、各地区での運動会がございました

と思います。当然もみじケ丘３丁目のほうでも運動会の慰労会ございまして、特に言

われるのが、この辺の樹木とか、ちょっとした60センチの草花さえ見通しが悪いとい

う意見も聞きますので、つけたらつけたでまた言われると。本来、じゃあ歩行者目線

で立つのか、運転手目線、逆に事故があったらどうするんだという意見もございます

ので、その辺いろいろな立場立場で言う方がおりますので、いろんなご意見を聞きな

がら慎重に、なおかつぶれないような対応をしてもらわないと、つけたらつけたで見

通し悪いとそういう話を聞きますので、その辺注意して対策してもらえればなと思っ

ておりますので、お願いしたいと思います。 

      では、次に歩道について質問いたします。 

      歩道の幅ですか、1.5メーターしかないというお話をいただきましたが、実際1.5メ

ーターの幅でフラットを実行している自治体とか、実際できる、できないという言い

方悪いですけれども、1.5メーターではできないんだよとか、そういう調査研究なり

ほかの事例、もしございましたらばお聞かせいただきたいなと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      1.5メーターというの、ちょっと私場所の確認はないんですが、富谷あたりあった

んでしょうかね。あの団地ができた当時に全部開発したときのころの開発の手法の主

なるやり方といいますか、歩道の当時のあれが1.5メーターのマウンドアップという

高くなっているやり方だというふうに聞いております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田議員、一応タイトルが高齢者にやさしくということもありますので、構造物兼

ねてその辺の趣旨をもうちょっと濃くしてもらえればと思うんですが。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      歩道の幅員は1.5メーターで狭いため、乗り入れ口がある箇所は急勾配ということ

について、1.5メーターだから変更できないのかどうかをお聞きしたかったんですよ。
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ですから、今のなぜ1.5メーターにしたかじゃなくて、1.5メーターの歩道の幅でも実

際やっている自治体があるのかどうか、逆に1.5メーターならできないのか、そうい

う検討があったのかどうか、1.5メーターの幅、幅員のことについてもう少し詳しく

お聞きしたかったことでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      1.5メーターといいますと、歩道が1.5メーターです。それで、今申し上げているの

は、歩道が1.5メーターであるがために、マウンドアップ、高くなっていますね。で

すから、乗り入れをする場合に、うちに入るときにそこを坂にするわけですね。そう

しますと、1.5メーターの幅ですので全部が坂になってしまって、歩道部分は平らで

なくなってしまうということですね。ですから、歩くのに滑ったりして大変だという

構造だということです。 

      ですから、これを直すとすればそれを平らにするとか、何かそういう形でのやり方

を考えなければいけないんではないかというような課題があると思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      じゃあ、もう一つ先ほどのお話の中で、区長さんの方のご意見をいただきながらと

いう話がありましたが、実際歩道に面している人たちのご協力があって、実現できる

のかどうかだと思っております。あそこの歩道は、多分六、七年前に一度直している

はずです。要は緩やかな段差なのか、逆に人によっては歩きにくいとかいろいろあり

ますけれども、実際六、七年前には確実に直しております。当然、協力を断った方は

昔の歩道のままでございます。今の歩道にして、皆様からのご意見、よくなったとか、

逆に歩きづらくなったとか、その辺何か状況聞いておればお聞かせいただきたいなと

思うんですが、お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      その辺の状況について、ご意見につきましては、担当課長からご説明します。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      都市建設課長蜂谷俊一君。 

 

都市建設課長 （蜂谷俊一君） 

      槻田議員の質問にお答えします。 

      今検討しているということで、一度もみじの１丁目から３丁目の区長さんにことし

の５月、６月ごろ、一度どうでしょうかという話は聞かせてもらいました。まずは、

区長さんたちの話を聞いて、区長さんたちもやっぱり周りの方々がどうだということ

は、聞くべきだという話はいただきました。構造的なものもちょっとまだいろいろご

ざいまして、今の幅が1.5メーターで、子供たちがその1.5メーターの幅の中で歩いて

いるかというと、車道のほうまでちょっと出て歩いている現状があるという話をいた

だいて、逆に言えば町のほうで今考えている形というのが、車道と歩道を極力段差が

ない方向にということで、一応考えていますけれども、その際に車道と歩道の間に縁

石がございます。その縁石も逆に邪魔じゃないかという話もありますので、根本的な

考え方、そういうものをなくすとか、そういうことも区長さんのほうから話をいただ

きましたので、そういうことを踏まえながら、町として今後考えていきたいなと。 

      あと、今まで町のほうでやってきた実績の関係については、ちょっと私今現在把握

していないですけれども、私も前担当して、何回か部分的ですけれども、スロープに

なっている急勾配の、ちょうど交差点部分については何カ所か私も直させていただき

ました。それに対してよかったとか、そういう話は私としては把握していません。以

上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      皆様から五、六年前の歩道修繕どんなご意見あったか、私も、喜んでいた方もいれ
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ば、逆に歩きづらくなったとかいう方もおります。自分としましては、歩道もうねっ

ているんですよね。実際歩いてもらえればわかりますけれども、なので特に三輪車と

か乳母車とか、そういうのを押している方から見れば、転がりそうだとかありますの

で、この機会に調査研究されるということでございますので、特に歩道問題、どの自

治体でもいろいろやっているかと思います。道路の真ん中を低くするとか、歩道を片

方だけにするとかいろいろその辺ございますので、調査研究及び地区の区長さんから

のご意見をいただきながら、より歩きやすい歩道にしていってもらえればと思います。 

      続きまして、健康維持対策についてご質問させていただきます。 

      健康維持に関しましては、今後南部コミュニティセンターにおいても開催等を検討

していくという話でございました。ただし、ちょっと気になったのが健康器具の設置

に関しまして、健康管理上メンテナンスの問題や指導者の見守り、特に高齢者につい

ては高齢者独自の身体状況などのリスクもあるので、容易には設置されないというお

話をいただきましたが、私はそんな大層な健康器具ではなくて、立ち上がりぶら下が

り棒とか、背筋を伸ばすとかをちょっとした南部コミュニティセンターとか、公園と

か、あの辺にそういう遊具を置くだけでも違うのではないかと思っています。 

      なおかつ、全国的なはやりとしまして、ノルディックウオークですか、つえついて

歩く方も結構ありますので、そういうスティックの貸し出しとか、当然コース、大和

町も出しておりますが、そういうコースを充実させるとかして、高齢者の方が少しで

も歩ける、動けるようなものをつくってもらえればいいのではないかと思って、この

ような質問をさせていただきました。それについて何かご意見があれば、お願いした

いと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      健康器具はいろいろあるんだというふうに思います。私答えたものにつきましては、

ある程度専門的なといいますか、そういうのがあって、メンタル問題とかあるいは使

うに当たって指導的な立場が必要だとか、そういうことで申し上げました。ぶら下が

り健康とかそういったものであれば、場所の問題はあるでしょうけれども、どういっ

たものが望めるのかというのは研究しなきゃないですけれども、置く場所の問題はあ

ると思いますけれども、１つの考え方の問題だと思います。 
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      あと、ノルディックとこういったものにつきましては、健康教室とかいろいろ今度

やっていくようになると思うんですね。そういった中でどういった方が生徒といいま

すか、取り掛かる人が多いのかなと、そういったこともありますので、こちらから最

初から準備というよりも、教室をやった中でよくできるのが愛好会とかそういう形で

散歩する方ができたり、散歩のコースをつくってもらった方々も皆さんボランディア

といいますか、そういった中でつくってもらったりもしておりますので、活動の中か

らどういったものが必要になってくるのかいろいろ考えていくという考え方もあるの

ではないかなと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      ちょっと血圧計の話をさせていただきたいと思います。血圧計の購入時の補助を考

えるのは厳しいという話でございました。血圧計の設置についてもいろいろ安易に設

置を推進できないのではないかという答弁があったんですけれども、血圧計置いて、

例えばお年寄りがそんな指導者の見守りが必要だとか、そこまで考えて設置する必要

があるのか、私は疑問なんですね。というのは、普通の血圧計、腕入れるタイプだと

３万円、家電屋さんで３万円ぐらいで買えますし、どこでも皆気軽にはかっている方

なので、「こいつ、おれ血圧高いんだけれどもなじょしてくれる」と、そういうクレ

ームつける人たちはいないと思うんです。当然病院の窓口とか、あと余り役場関係で

すか、置いているところはちょっと余り見てはいないんですけれども、私つけるなら

ば役場なり、総合支所くらいで待ち時間の間にちょっとはかってみるかなと思うくら

いと思っていたんですよ。これに言われたとおり、高齢者特有の病気とかいろいろ安

易に設置できないと言われると、すごくなぜ設置できないのかなと思うんですが、そ

の辺詳しく安易に設置できない理由とか、お金の件ならお金の件でもいいんですけれ

ども、設置できない理由がございましたらば、お伺いしたいと思っております。お願

いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      以前に旧庁舎の役場等にもあったのですが、そのときにあった体験から出てきてお

ります。みんながみんなではないんだと思いますけれども、はかった結果が例えば通

常の自分と違っていた、あるいは朝と違っていた、そういったものについてのクレー

ムといいますか、そういったことが結構あったやに聞いております。それで、メンテ

というのは当然やるわけでございますけれども、クレームとか、ですからはかり方が

悪いとかそういうものではなくて、機械に対しての結果についていろんなご質問とい

いますか、そういったことがあった場合に対応が非常に難しいものがあったというふ

うに聞いておりまして、専門的に言えないものですから、そういった苦情があったと

いうふうに聞いております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      それは、血圧計の問題なのか、私も最近血圧をはかるようにしております。引っか

かったら引っかかって、そうすると初めて知ったのが、朝高くて夜になると低くなる

というのを最近覚えました。 

      なので、血圧というのは誰でもできる簡単な健康チェックだと思うんですね。当然

高い、低いというのはそこの脇に腕でやるタイプ、ここでやるタイプとかによって当

然はかり方も違うし、機械によっても違うと。あとは寝てすぐとかいろいろあります

ので、その辺は注意書きに書いておけば、そんなに言う方々も少なくなってくるんじ

ゃないのかなと、当然はかる人は家になり持っていますので、あとはおうちのほうで

十分安静にした時点でおはかりくださいとか、そういう文言をつければいいのかなと

思っております。 

      だから、血圧計をはかるということともに、ここの大和町自体は窓口の待ち時間も

ございませんので、機械で来てすぐはかれればいいなと、水飲めるようなああいう機

械もあれば本当はちょっと熱中症のためにあればいいんですけれども、大和町そうい

うのもございませんですから、せめて血圧計くらい置けるのではないかと思っており

ますが、もう一度血圧計なりそういう水の１杯くらい飲めるような機械を置くなり、

健康ではないですね、熱中症防止のために何かあればお聞かせいただきたいと思いま

す。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      血圧計についてはそういうことで、これ結構あったんだと思うんですね。職員にし

てもそんなちょっとやそっとでは言わないと思うんですが、こういうお話があるとい

うこと、トラブルが結構あったのではないかなというようなところがあります。 

      あと、水飲み、水道ということですけれども、ないんですね。自動販売機はあるん

ですけれども。その辺については哺乳瓶のお湯とかは毎回入れるようになっているん

ですけれども、水道もないですね。ちょっとその辺については今後どうすればいいか

いろいろ考えたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      では、次交通弱者対策について、質問させていただきます。 

      私、交通弱者対策としましてデマンドタクシーのシステムの変更、タクシー使用時

の一部補助、ワンメーター補助、このワンメーター補助はどこから来たかといいます

と、もみじケ丘団地はデマンドタクシーの範囲外であると。ただし、先ほど言ったよ

うに自宅からバスの停留所まで遠い人で500メーターくらいあるので、ワンメーター

500円から1,000円かわかりませんけれども、その辺補助、微々たるものがちりも積も

れば山となるということもございますので、その辺ワンメーターくらい補助してもら

えれば、そこから使う人はいないにしても、自宅からバス停まで行って、そこから町

民バスを使うということもあってワンメーター補助を考えたらいかがでしょうかとい

う質問をさせていただきました。 

      町長のお考えとしましては、運行路線範囲外の地区に関しましては、福祉タクシー

券等の対応を１つの方法として考えているというお話をいただきました。ということ

は、実際１つの方法だとは思うんですけれども、福祉タクシーを今後推進していくと

いう考えなのかどうか、逆にいろんな方法はあると思うんですけれども、その辺話せ

る範囲でどのような方法を今考えているのかどうか、お聞かせいただければと思って
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おります。お願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      福祉タクシーの件ですが、デマンドタクシーをやったときに、いろんなご意見がご

ざいました。それで、デマンドタクシーはあそこでバスの代替であると、こちらの病

院に来るとか、買い物に来るとか、そういった考えでそういうお話をさせてもらった

経緯がございます。そういった中でご高齢の方とか、障害の方についてというご意見

もあったところでございまして、デマンドタクシーの目的と違いますので、デマンド

ではなかなか対応できないという話をさせてもらい、そういった場合には福祉タクシ

ー、どういうやり方になる別としまして、福祉タクシー券とかそういうことが方法と

してはあるのではないかということを申し上げているところでございます。 

      そういったことでございまして、福祉タクシー券につきましては、そういった方々

に対する対応というか、そういった方々というのはデマンドを使えない方々ですね。

使えないと、地域だけではなくて高齢の方とかに対するサービスの方法の１つとして

研究をしているということでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      高齢者にやさしくという題目でございますが、高齢者の中にも先ほど述べたように、

いろんな高齢者がいると思います。交通弱者の方、障害者の方、あとは介護者の方、

あとは免許返納した方、あとは初めから持っていない方もございます。やっぱりそれ

を全てにおいて網羅するというのはなかなか難しいと思うので、それは障害者方用と

か、介護者用とか、それごとにもう少し整理してやって、単純に高齢者と一くくりで

は余りにも大きいと思いますので、やっていただければと思っています。 

      なおかつ、先ほど気になったのは運行路線範囲外といいますと、もみじケ丘と吉岡

地区になるのかと思いますけれども、ほかの大和町全体を見ても、介護タクシー、福

祉タクシー、タクシー業者の問題もあるにしてもなかなか資格が必要だとかとありま
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すので、より一番いいようなやり方、それは当然地区によってもやり方も違いますし、

先ほど言った対象者によっても違います。あとは、当然介護者であれば一部補助が出

るとかあります。 

      ただし、今大和町で一番私が感じているのは、交通機関が充実は余りしていないの

かなと。ただし、やってはいると。ただそれが利用できない、その利用できないのは

何なのか、使っているシステムの問題なのか、広報なりアピールが悪いのかわかりま

せんけれども、あとは料金の問題とかいろいろとありますけれども、やはりそれなり

のお金をかけて、それなりにいいことをやっているんだけれども、なかなか利用でき

ない、利用者が少ないというんですかね、そういうのが一番問題なのではないのかな

と。当然町民バスにしても多額なお金を払っております。町民バスじゃなくタクシー

全部助成した場合幾らくらいになるのやとか、いろんな話はあるかと思いますけれど

も、その辺もう一度原点に返って、原点ということはないですね、一番真っさらな状

態から何が一番いいのですかという話だと思うんですよ。その辺について町長今どの

ような考え、私もいろんなこと、とんでもない話をしましたが、今後公共交通機関の

充実について、何か町長の考えなりあれば、お聞かせください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      基本的には今やっておりますデマンドタクシー、あるいは地域によっての町民バス

が基本というふうに思っております。そういった中で交通弱者の障害の方とか、ご高

齢のいろいろな課題のある方に対する、公共交通とはまた別の観点での見方をした場

合に、福祉タクシーも方法の１つではないかと思います。これは、ここで区域外の方、

この質問に対してはこういう答えをしておりますけれども、福祉タクシーということ、

もしそういうことをやるとすれば、それは全域町内ということでやっていかなければ

いけない課題だろうなというふうに思います。方法として、公共交通とすれば今繰り

返しになりますが、デマンド、町民タクシーというのが基本でありまして、プラスと

いいますかもう一つ別の福祉の部分の考え方としての福祉タクシーの考え方であろう

と思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      高齢者にやさしくということで、今回質問させていただきました。私ももう高齢者

も近くなっております。また、町長の選挙の中でも介護タクシー、福祉タクシーとい

う話もされました。大分年数もたっておりますので、これからは高齢者、先ほど言っ

たように高齢者の中でもどこかという、区分というか、絞ったやり方が必要かと思い

ますので、最後になりますので町長からまとめてトータルとして、これから高齢者に

対してどのようにやっていくのか、町長からのご意見をお聞かせください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      高齢者ということでございますけれども、これまでもやってきているところでござ

いますけれども、高齢者の方々の住みやすい町ということで、選挙初めからやってき

ておりますので、今までやってきたこと、またプラスさらに皆さんのご意見をいただ

きながら、より暮らしやすいまちづくりをしてまいりたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      槻田雅之君。 

 

５  番 （槻田雅之君） 

      以上で私からの一般質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で槻田雅之君の一般質問を終わります。 

      暫時休憩します。休憩の時間は10分間といたします 

 

         午後３時０６分  休 憩 

         午後３時１５分  再 開 
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議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      引き続き一般質問を行います。 

      ４番馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      それでは、私のほうから通告に従いまして、３件の質問をさせていただきます。 

      １件目、陸上自衛隊大和駐屯地への大和町農産物の納入状況はということで、先般

農林水産省から防衛省へ駐屯地のある地域の地場農産品を積極的に使用する旨の要請

があったということでございます。そこで、本町の地場農産品の納入状況についてお

伺いをいたします。 

      １点目、大和駐屯地への本町地場農産品の納入状況は。 

      ２点目、ＪＡ等と連携し、必要であるならば野菜など要望のある作物の作付を拡大

してはです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますけれども、初めに陸上自衛隊大和駐屯地

への本町地場農産品の納入状況でございますが、大和駐屯地の補給課に確認しました

ところ、食材の納入につきましては、一般競争入札によりまして決定した業者と単年

ごとに契約しまして、精米につきましては発注仕様書で宮城県産のひとめぼれ、また

はコシヒカリと指定しており、29年は4,200キロの精米を納入しているとのことでご

ざいます。 

      また、肉や野菜などその他の食材についても、同様に納入しておりまして、これま

で本町地場農産品の直接納入の実績はないとのことでございます。 

      次に、ＪＡ等と連携して必要であれば野菜等の要望のある作物の作付を拡大しては

についてでありますが、防衛省では地産地消に積極的に取り組むようにしているとの

ことではありますが、最低価格方式の競争入札制度を採用していることや、1,000人

規模の糧食に対しまして、食材を必要な時期に安定的に供給できることが求められて
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いるため、本町地場農産品の納入については難しい状況にあるとのことでございます。 

      また、ＪＡあさひなでは以前に大和駐屯地に納入する米の競争入札に参加したこと

がありましたが、入札価格に開きがあり、落札には至らなかったとのことを踏まえま

して、大和駐屯地への米の納入は難しいとの判断であります。 

      なお、ＪＡあさひなでは現在全農を通じまして管内産の精米をトヨタ自動車東日本

株式会社やプライムアースＥＶエナジー宮城工場などの企業等に年間50トンを納入し

ているとのことでございました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      それでは、再質問をさせていただきます。 

      １点だけまず最初に、宮城県産のひとめぼれ、コシヒカリを指定しておりというこ

とでご答弁いただいたんですけれども、宮城県産というのは、私は大和町産とは違う

のかなと。中には入っているのかもしれないんですけれども、大和町産という意味で

はちょっと違うのかなという認識なんですけれども、町長はその点いかがでしょうか。

宮城県産と大和町産は違うのか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      地元の米といいますか、そういった意味では大和町産と言っていただけると大変あ

りがたいんだというふうに思います。そういうふうに指定してもらえばよろしいとい

うふうに思いますが、どうしても競争入札という宮城県産のササニシキ、コシヒカリ

ということで、一等、二等という言い方はしていないんですね。何が何粒入っている

とかということで、等級については決して一等という言い方はしていない指定なんで

す。ここがみそなんだというふうに思いますけれども、したがって単価についていろ

んな単価が出てくるということの難しさがあるというふうに思います。できれば、大

和町産と言ってもらいたいのはもちろんでございます。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      今のご答弁ですと、認識は私と一緒で、やはり大和町産と指定して買っていただく

のが、納入してもらうのが一番いいのかなと思うところでございます。私もちょっと

調べたところ、１食二百何十円ぐらいという縛りも自衛隊さんの中ではあるみたいで、

その中で競争入札ということで、なかなか難しい部分もあるようではございます。そ

の中で、ちょっと調べたところ、今全農のほうで宮城県のほうですけれども、おにぎ

りや弁当などが仙台、それから霞目、多賀城の駐屯地、毎月入札で入っているそうで

ございます。ということは、そういうふうなおにぎりや弁当などに加工というんです

かね、何て言ったらいいんですか、そういうふうにした場合は意外と入札でとれるの

かなと、個人的には思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      加工食品としてということで、済みませんそこまでちょっと認識がないのですが、

農協さんとかが入れられるとすれば、加工賃の中でカバーできるの部分があるのかな

と思っておりますが、大和駐屯地でどのぐらいとっているかどうか、その辺はちょっ

とわかりません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      あくまでも今私例として挙げたところなんですけれども、これは実際に入っている

ようでございます。ただ、大和町でとなると、ＪＡあさひなさんは加工の施設は持っ

ていませんので、おにぎりにしたり、弁当にしたりというところについてはちょっと

難しいところがあるんだと思います。ただ、ということはそこに入り込む余地がある

のかなと。その場合例えば町長のほうから、もしくは町のほうからＪＡあさひなさん
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のほうに、加工施設つくったらどうだと、お弁当をつくる施設つくったらどうだと、

そういう働きかけもある意味できるのではないかと私は考えるんですけれども、その

辺については町長はどうお考えでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      農協さんは農協さんで営業活動やっているわけですから、町から言ってどうのとい

う、それで何ということはないんですが、例えばそういう需要が見込まれて、そして

例えばお客さんからこういったのがないですかという問いかけがあって、探している

と、そういったことがあればこういうお客さんがおいでですよという紹介はできると

思います。ただ、量的に使えるとかやるとすれば、量的なものとかの確保があります

ので、仙台で入れておるということですけれども、どれだけの量が入っているのか。

余り自衛隊の方、弁当食うというのではなくて、多分何かイベントか何かあったとき

にお客さん用とか、そういうものでは考えられるかもしれませんけれども、隊員の

方々に対する食事がメーンとなれば、大量につくるんだろうなというふう思いがござ

いますので、その辺の難しさはあるというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      そういう部分もあるかとは思うんですけれども、やはり先般新聞のほうでカロリー

ベースで食料自給率のほうが38％に下がったと。どうも私もここ何年かは、食料自給

率上げよう、上げようという気運があったような気がするんですけれども、実際ふた

をあけてみると、下がっていると。なかなかその辺も考えますと、大和町産のものを

いろいろな方に、もちろん地元にいる方に消費をしてもらうというのは、これは至極

当たり前の話だと私は思うんですよね。その場合、やっぱり今あくまでも私はこれか

らという意味でも申し上げたんですけれども、米の消費拡大、それから答弁でいただ

きましたけれども、プライムアースエナジーさんにも入っていますけれども、その方

たちはその入っている分というのは多分社食で食べられると。その方たちはおうちが
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大和町に住んでいらっしゃれば、帰りに何か買っていったり、朝に何か買っていった

りということも考えられるわけですよ。その場合、加工食品というのかあれですけれ

ども、おにぎりとか、そういうのをつくる施設があれば、消費も伸びるのではないか

と思っておりますので、今後もその点については少しある程度情報を集めていただい

て、ＪＡさん等々と協力しながら、大和町産の米を消費の拡大に導いていくというふ

うな方向でいっていただきたいんですが、その点について町長何かお考えあれば。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      大和町の米、あるいは農産物ですね、そういったものを食べてもらうというか、消

費してもらうということは、当然願っているわけですので、機会あればいろんな企業

さんにお願いするとか、プライムさんとか東日本さんにも入れてもらいましたけれど

も、そういったことをやっていきたいと思っていますし、その辺について農協さんと

タイアップというわけではないかもしれませんけれども、一緒に共同で応援できる分

は応援していきたいというふうに思っております。 

      だからといって、農協さんにこれをつくれとか何とかというのは、それはちょっと

今の段階、さっきも言いましたけれども、需要と供給といいますか、その辺のあれが

ありますので、今おにぎりとかセブンとかああいうところでもいっぱい売っておりま

すので、農協さんでもコンビニさんに入ってやっているというふうにも伺っています

ので、その辺については農協さんも頑張っておられるなと、我々も一緒に応援してま

いりたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      米については、やはり消費の拡大ということでございますし、今後とも来年度から

7,500円もなくなるということで、なかなかどのようになっていくか見えない状況で

ございますので、一層の努力が必要ではないかと思います。 

      続きまして、２点目、ＪＡと連携しということで答弁をいただいたところでござい
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ます。先ほども町長のご答弁にもありました大量にという点で、どうしても大和町は

なかなか難しいところがあるのかなと。ただ、自衛隊さんのほうではご当地献立の導

入をしている自衛隊さん何カ所かありまして、例を挙げますと札幌駐屯地であればジ

ンギスカンと、呉基地であればカキ飯とか、三沢基地であればせんべい汁とか、確か

にご当地の料理を月に１回なのか、年に１回なのかちょっと私もそこまではお聞きし

ていないところなんですけれども、ある程度地元の食材を使った料理をということで

やられているところでございます。今のところ、大和町管内であれば曲がりネギ等々、

何点かあるところではございます。シイタケのカレーとか、シイタケ使ったものとか、

そういうのを折に触れ町長のほうから駐屯地の方に何度かお会いする場面もあるのか

と思うんですけれども、そのときに少し働きかけをしていただくというのは、どうで

すかね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      駐屯地のほうに地場産品ということについては、もちろんお願いできると思います

し、していきたいと思っています。ただというか、駐屯地でもいろいろ考えておられ

まして、問い合わせしたときにマイタケを使いたいというんだけれども、さっき言っ

たような1,000人規模になるとなかなか難しいということで、マイタケのご飯の素で

使ってもらえるようです。これは業者さんから、卸売りから買ってという形になりま

すけれども、そういった形で自衛隊もいろいろ考えてくれて、ご協力はしてもらって

いるところですが、なお機会があればそういったことをお願いしてまいりたいと思い

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      ちょっと堂々めぐりになるかもしれませんけれども、であるならば本当に必要とさ

れているのであれば、もう少し大和町も生産者の方にもうちょっと規模を拡大してく

ださいよと、そういうふうなお願いというか働きかけというのもできるのではないか
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と私は思いますし、新規に例えばこれは聞いてみなければわからないところではござ

いますけれども、いや、大和町で農業をやりたくて「何つくったらいいべ」と、そう

いう方が入ってきた場合に、じゃあマイタケありますよと、ネギありますよとか、そ

ういうアプローチの仕方も十分に考えられるのではないかと思うんですけれども、や

っぱりちょっと量いっぱいつくらなきゃいけないからできないというのは、ちょっと

もったいないなと。今後、例えば米だけでやっていけなくなるとしたのであれば、や

はりその他野菜、キノコ類、そういうものにシフトしていくのも当たり前のことでは

ないかなと私は考えます。もう少し積極的に町も動いていくべきだとは思うんですけ

れども、その点について町長何かお考えがあれば、ご答弁ください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      特産品、野菜をつくっていく、今大和駐屯地に特化したお話でございますので、駐

屯地でも例えば大根を毎日食うわけではなくて、そのときそのときの料理によって材

料使うとき、使わないときあるんだと思います。ですから、１カ所だけではなくて生

産する方々の販売先が必要になってくる。そういった意味での１つの大きな卸先とし

て考えるということは、考えられないことではないと思っておりますが、安定的に供

給するということ、野菜ですのでお一人では難しいから何人かという形になってくる

と思いますし、そういったものについて生産する側もそれなりの体制を整えるとかが

必要なんだろうなと、もしやるとすればというふうに思っています。 

      あと、自衛隊の場合、結構前に聞いたことがあったんですが、細かいところがある

ようでございまして、持っていって、極端なことを言うと大根半分とかというような

話があると昔聞いたことがあります。今はどうかわかりません。それで大変なんだと

いう話も聞いたことあったりして、ですから、地元で使ってもらうということに対し

てやるとすれば、それなりに責任を持って当然やらなきゃならないということがござ

いますので、しっかり体制を整えた中でやっていくと。体制づくりというものについ

ては町が応援するということは、いろんな形でそれはあろうかというふうに思います

けれども。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      いずれなかなか農業も厳しくなっている中、本町は少し稲作に特化した部分がこれ

まであったのかな。それがある程度これからどのようになっていくかわからない中、

畑作にシフトという部分も必要になってきてございます。そういう場合に、町も今回

は自衛隊さんに特化してお話をさせていただいたところでございますけれども、今後

もちろん特産品等々も考えながら、町としても基幹産業である農業に力を入れていっ

ていただくことを祈念して、１件目の質問を終わりたいと思います。 

      それでは、２件目の質問をいたします。 

      高齢化社会への対応策はでございます。 

      今後増加が予想される高齢者への福祉の充実を図るためには、さまざまな対策が必

要になってくると考えます。そこで、以下の点について伺います。 

      １、各課横断的な高齢者対策を話し合うような会議は行っているのか。 

      ２、高齢者福祉施設の充実という観点から、高齢者向け専用住宅の整備を考えるこ

とはないかです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、高齢者への福祉の充実を図るための対策でございますが、ひとり暮らし

高齢者の孤独感や不安の解消を図るため、定期的な訪問等による見守り支援や、高齢

者の調理負担の軽減、食生活の改善、また言葉をまじ合わすことでの喜びや安堵感を

与え、安否確認ができる高齢者配食サービス事業等、高齢者の日常生活安定と健康維

持の各種事業を実施しているところでございます。 

      また、民生委員児童委員協議会においては、友愛訪問や、安否確認等の日ごろの民

生員、児童委員活動や、地域のネットワークを生かした災害時要支援者マップの作成、

ＪＡあさひな、河北新聞販売店等によります見守り協定と、関係機関との連携を図っ

ているものでございます。 

      さらに、本年度より生活支援体制整備事業といたしまして、住みなれた地域で自分

らしい暮らしを続けていくことができるよう、社会福祉協議会に生活支援コーディネ
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ーターを配置し、生活支援体制整備に向けた地域活動を行っているところでございま

す。 

      高齢者に対する会議につきましては、地域における連携体制の構築、地域の社会資

源の開発、地域包括ケアに関する事項や、地域課題の解決等に向けた地域包括支援セ

ンター運営協議会や介護保険に関する施策の実施に向けた介護保険運営委員会におい

て、事業計画の策定、施策事項等の審議がなされておりまして、その経過を踏まえ、

政策会議への付議、庁議への報告を行っているところでございます。 

      次に、高齢者福祉の充実の観点から、高齢者向け専用住宅の整備の考え方はないか

について、お答えいたします。 

      本町の町営住宅につきましては、木造住宅34棟32戸、中層アパート７棟140戸、平

成29年３月31日現在の入居世帯は、木造戸建て32戸、中層アパート134戸となってい

る現状にあります。入居世帯主の平均年齢は58歳、木造戸建てでは75歳となっている

とともに、高齢者のみ世帯が22世帯と約７割が高齢者世帯となっております。 

      町営住宅につきましては、公営住宅法第１条にあります健康で文化的な生活を営む

に足りうる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で

賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するこ

とを目的として整備運営しているところでございます。 

      入居者の資格につきましては、法第23条各号に掲げます条件を具備するほか、大和

町営住宅管理条例第６条第１項に掲げます条件を具備するものとなっておりまして、

現に困窮していることが明らかなもの、大和町内に住所を有し、居住している者、ま

たは勤務場所を有する者であることなどの条件がございます。通常の入居資格につき

ましては、同居人が必要で60歳以上については独居も可能となっております。また、

入居者選考時においては、母子父子家庭と同じく60歳以上においても抽選が複数回で

きるなどの優遇があります。町営住宅におきまして、高齢者の入居も可能であること

などから、現在の制度に基づき運営を行っていきたいと考えているところでございま

す。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      ただいまご答弁をいただいたところでございます。先ほど槻田議員も高齢者へやさ
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しくということで質問されたところでございます。私も、この２つの質問ございます

けれども、今すぐどうこうしろということで言っているのではなくて、今65歳以上の

私も資料いただいたんですけれども、高齢者と言っていいのか、65歳以上の方を高齢

者と言うのは大変失礼なのかもしれませんけれども、その方たちが10年たつともちろ

ん75歳になるわけですよ。この世代が多分今多いんですね。その後、40代世代が多く

て60歳から69歳までの10年ぐらいの方たちが、これから10年たつとぐっとふえてくる

わけです。ということは、今ひとり暮らし世帯の資料もいただいたところでございま

すけれども、今880世帯あると。ということは、現在で880世帯です。分母がふえれば、

私はこの数はもっとふえていくのではないかと思うんですけれども、町長のご認識は

いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      高齢化率が高くなるということについては、そのとおりだというふうに思っており

ます。団塊の世代等がこれからなっていくわけですから、今以上に当然ふえていくと

思っています。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      認識を同じにしていらっしゃると考えてございます。という中で、であれば今後そ

の高齢者がふえる、高齢者と言っているんですけれども、心苦しく言っているんです

けれども、高齢の方がふえていくという中で、やはりこれは各課横断的な、保健福祉

課だけじゃなくて、例えばまちづくり課とかであるならば、今度都市建設課とか、先

ほど槻田議員もおっしゃった今度道路だから都市建設課か、いろいろな課にまたいで、

高齢者が住みやすいまちづくりというのをしていかなきゃいけないんじゃないかと私

は考えます。 

      その中で、どうも今の現状で言えば、各課の皆さん本当に頑張っていらっしゃって、

なかなか将来というか、10年を将来と見るのか、すぐ近くと見るのか、それは人によ
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ってそれぞれですけれども、そこに向けてのじゃあどうするという会議が開かれてい

るのかなという思いで、この質問をさせていただいたところでございます。やはりあ

る程度見えているところだと思うんですよ、高齢者がふえるというのは。その場合の

対策なり、対応なり、ある程度考えておくべきではないかと私は考えますが、町長い

かがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町では第四次総合計画という計画の中で、15年というスパンを持ってそして将来を

見越した中での基本的な考えですね、それで３年ごとの見直しとか、そういったこと

をやりながら事業を進めております。おっしゃるとおり、橫の中で10年後にどうする

のかというのについては、具体のそういう動きが、さっき言いましたいろんな課題の

中で出てくることがあったにせよ、10年後の老人対策についての会議とかというもの

の持ち方はしていないのが現状でございますけれども、基本的な考え方とすれば、総

合計画の中にうたっておりますし、また前期、後期で見直しをしたり、あと３年ごと

の見直しをしたいということで、時代ずれた部分については修正をしながら取り組ん

でおるところでございます。それで十分かといえば、いろいろおっしゃるような考え

方もあるというふうに思いますので、そういったことについては今後どういった形で

進められるかありますけれども、全くそういうことで将来を見越して今だけを見てい

るのではなくて、まちづくりの中では計画の長期の中で、そういったことも見越した

中での進め方はやっているところではございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      そういう中で総合的にやっているというご答弁でございました。であるならば、今

後介護をする方、それからそういう例えば支援をされる方という方が、今後多分人手

不足に私はなるのかなと思っています。今だと看護師さんとかもなかなかいなくて、

介護士さんとかもなかなかいなくて、だんだん関東、都会のほうでは外国人の介護を
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する方たちもふえてきているということでございます。そういう点についても、やは

りさまざまな対応策を考えていかなければ、町としてもいけないのかなと思います。 

      そして、２点目にかかるのかもしれませんけれども、特養だとかそういうものにつ

いても、今でも足りないぐらいなのかなと思っています。その辺についていろいろな

面で、早急に私はやるべきだと思うんですけれども、今の町長のご答弁だと、ある程

度いろんなことをやっているので、その中で問題が出てきたときに対応していくとい

うふうに私は聞こえたんですけれども、年に１回でもいいんですけれども、とにかく

本当に知恵を出し合って、ここについては考えていかなきゃいけないのかなと、私は

思いますけれども、もう一度ご答弁をいただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今のご質問は、福祉施設とかそういったものについて早急に考えていかなければい

けないということですか。（「それも含めて、今後の高齢者対策」の声あり）今後の

高齢者対策と、ですから高齢者対策につきましては、現在進行形で動いているわけで

ございますので、将来的には伸びてくるといいますか、そういったことについてはあ

るわけでございますが、まず現在の対応をしっかりやって、そしてその対話の中から

２年、３年後についての見越した中での対応をやっていくということです。議員おっ

しゃるとおり、橫の連携の中で具体の会議というのはやっておらないと申し上げまし

たけれども、そういったことはまだやっておりませんが、今制度等についての計画と

かさっきちょっと申し上げましたけれども、そういったものにつきましては、それぞ

れの役場だけではなくて、包括支援センターなりでやっておられるものについて、そ

ういった情報等については機会を見て政策会議とかそういったところで情報の共有を

図っているところでございますが、具体的に町として常に定期的にといいますか、そ

ういうことはやっていないのが今の現状でございます。今後、そういったことも考え

ていかなければいけないのかもしれません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 
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４  番 （馬場良勝君） 

      ぜひ検討なさってやっていくべきものだと私は思っておりますので、早急に検討さ

れるべきだと考えます。 

      ２点目について、少しお尋ねをいたします。私ちょっと資料を、大和市さん、神奈

川県の資料がございまして、サービス付高齢者向け住宅というのをやっていらっしゃ

いますね。高齢者の方が安心して暮らせるように生活援助員、ライフサポートアドバ

イザーを配置し、相談や緊急通報システムを完備した高齢者世話付住宅がありますと、

高齢者にふさわしい設備、バリアフリー構造、一定の面積ということでございます。 

      現在、大和町に高齢者向け住宅はありませんよね。それで、ホームページも見たん

ですけれども、高齢者向けの住宅に関しての情報は大和町のホームページにも私は見

つけられなかったんですけれども、今答弁では例えば町営住宅何回もというか、複数

回抽選できるとかございますけれども、そもそも高齢者のひとり暮らしの方とかご自

宅に住んでいらっしゃる方というのは、公営住宅の抽選に行かないんじゃないでしょ

うかね。と思うんですけれども。そういう場合、今後、今すぐというんじゃないです

よ、今後こういう大和市さんでやっているような高齢者向けの集合住宅のようなもの

を生活援助員のついたような、そういうものをつくっていく、または検討するという

ようなお考えは今のところ町長はございませんか。 

 

議  長 （馬場久雄君）   

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      議員お話しなのは、シルバーハウジングという制度かなというふうに思います。バ

リアフリーといいますか、そういった住宅をつくって、そしてあとライフサポートア

ドバイザー、そういった方が月何回か来て相談に乗ったりするというような施設のこ

とをお話しなんでしょうか。 

      今現在、大和町では高齢者の人たちを集中的にといいますか、集めて入っていただ

くような高齢者用の専用住宅というのは現在のところまだ考えておらないのが現状で

あります。ただ、そういうことで高齢者の方につきましては、町営住宅、しかも上と

かになかなか入れないものですから、１階とかそういったことを基本的に考えて、バ

リアフリーではないのですけれども、少しでも楽にというか、苦労なく住めるような

環境の提供といいますか、そういったことについてはいろいろ配慮しているところで
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ございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      答弁いただいたとおり、今例えば足や体が不自由にならないように、今一生懸命高

齢者福祉の充実を図るように、いろんなことをやっているところではございますが、

やはりどうしてもそういう方も出てくるのかなと。その中で町長おっしゃったように、

大和町にはそういう住宅もないと。なかなかこういうのを町でやるというのも難しい

のかとは思うところではございますが、しかしながら人口が伸びているということは、

何十年先を見れば、それも高齢者がふえてくることになると思うんです、私は。その

中で、こういう施策も考えながら、そしてやっぱりある程度そういう方たち、集める

というか１カ所に行っていただければ、見守りは簡単だと思うんですよね。例えば、

ブザー等々もなくても、１カ所に行っていただければ回れるわけですから、そういう

利点も考えながら、今後高齢者にやさしいまちづくりの中で、考えていただければと

思うところでございます。２件目は以上で質問を終わります。 

      ３件目でございます。環境保全型農業への助成金は十分かでございます。 

      本町では、環境保全型農業、特別栽培米ですね、10アール当たり4,000円の助成を

行っているところでございます。現在郷の有機の運搬、散布代金は4,320円でござい

ます。この差額については、国の環境保全型農業直接支払交付金で補えると私は考え

ます。そこで、以下の点について伺います。 

      来年度から助成金を増額する考えはないかです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、環境保全型農業への助成は十分かについてでございます。 

      初めに、本町におきましては大和町地域水田農業推進協議会から特別栽培米助成と

いたしまして、ＪＡＳ規格のＣタイプ、宮城県の臨床米ＪＡあさひな郷の有機を施用

をしました米を栽培する各経営体に対しまして、10アール当たり4,000円を助成して
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いるところでございます。この助成は、宮城米の品質向上や売れる米づくりを目的と

いたしまして、平成19年度から平成21年度までの３カ年限定で10アール当たり5,000

円を助成したことが始まりでございましたが、あさひな農協等からの強い要望により

まして、増大する作付面積に対して財源の許す範囲において、平成22年からは10アー

ル当たり3,000円の助成を行ってまいりました。平成26年度からは、あさひな農協管

内の町村道をピックアップして、助成単価が低いとのことから、10アール当たり

4,000円を助成して現在に至っております。 

      国の環境保全型農業直接支払交付金は、平成23年度から始まったもので、有機農業

を含む環境保全型農業は、慣行農法と比較して自然環境の保全、自然循環機能の維持

増進に高い効果を有している農法であることから、意欲ある農業者による取り組みを

支援する制度であります。 

      本町でのこの制度の導入につきましては、昨年12月に東北農政局と県農産園芸環境

課及びＪＡあさひなで協議を行ったところ、郷の有機の堆肥、稲わら堆肥以外という

ことで、この堆肥の施用が該当することが確認されたものでございますが、対象は自

治体や農協等以外の組織が事業主体となり、組織の構成員の作付面積に限定されるこ

とから、今年度はＪＡあさひな水稲部会が事業主体となり取り組んでいるところでご

ざいます。 

      交付金の内訳は、国が２分の１、県と町が４分の１ずつの負担で10アール当たり

2,200円が満額となっておりますが、国の予算の範囲内での交付となりますことから、

満額交付にはこれまで至っていないのが実情でございます。 

      町では、環境保全型農業直接支払交付金を特別栽培米助成の財源として活用して、

今年度においても、10アール当たり4,000円を助成したいと考えておりまして、来年

度においても同様の金額でお願いしたいと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      ご答弁いただいたところでございます。ほかの市町村と比べますと、富谷市が

4,320円です。大郷町がちょっと低くて2,500円、まだ検討中、これから上乗せ協議中

ということでございます。大衡村は4,000円を今出しているところでございます。 

      どうしてこの質問をしたかというと、現在特栽米は大和町管内で約300町歩ですか、
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やっているところでございます。その中で水田組織協議会でしたか、水田協に登録し

ている方たちが70町歩というふうに私は伺ってきました。対象になるのはその70町歩

の方々ということで、今答弁いただいたとおり、マックス2,200円です。マックスは

2,200円ですが、恐らく手挙げ方式というか、枠決まっていての手挙げた人たちがど

んどんとっていくという格好だと思いますので、もちろん答弁あったとおり、2,200

円は来ないと思うんですけれども、ただ幾らかは70町歩に対して国が半分、県が４分

の１、町が２分の１で来るはずなんですよね。今年度も来ると思います。多分やって

いますからね。その中で、私が聞いたところだと、その分70町歩の方々上乗せしてく

れというふうにもお話があったということで、私はちょっとそこは違っていて、300

町歩のうちの70町歩の人たちだけがもらうのはちょっと私は違うのかなと思って、私

もお話をさせていただいて、300町歩の皆さんがある程度上乗せしてもらうのが一番

いいんでないのですかと、それが一番いいですよねというお話もさせてもらったとこ

ろでございます。 

      今回、多分助成金は入ってきますよね。その辺ちょっと答弁いただければ。金額は

いい、わからない。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      70町歩の部分については入ってくるというふうに、金額はわかりません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      であるならば、もう今年度は何かもう既に4,000円は4,000円で終わっているという

お話だったので、私の質問の中では来年度から手挙げ方式ですので、もう少し早目に

あとはもう人数をふやして、その努力は多分ＪＡさんがするんだと思いますけれども、

面積をふやして、助成金をたくさんもらえるようにして、300町歩、もちろんもっと

ふえるのかもしれませんけれども、分配をしてやはり4,320円までは何とか出してい

ってあげるべきではないのかなと、私は思いますけれども、町長はいかがでしょうか。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      済みません、分配をしてという意味がちょっと今わからないのですけれども、国か

ら来た金をみんなにやるということですか。（「やるというか……」の声あり）ちょ

っと済みません、そこがちょっとわからないのでお答えできなくて申しわけないです。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      要は70町歩分助成の対象になりますと、なりますよね。ということはその分国から

入ってきますよね。それがどこに入るのかはわからないです、ＪＡに入るのかちょっ

と、多分違うと思うんですけれども、その分を300町歩の特栽米をつくって、要は浮

いた分、国から来て浮いた分を、それを4,320円にする原資じゃないんですけれども、

足しにしたらいいんじゃないかと私は思いますという質問です。おわかりですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      この制度的には難しいんだと思いますね。そういう制度でその方に行くお金ですの

で、それを一旦どこかでプールして、みんなで、例えばこの人たちがもらったお金を

みんなで分けようという、非常にすばらしい発想だと思いますけれども、制度的には

ちょっと難しいのかなと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 
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      ちょっと余り、いいです。制度的にそういう性質のもので組まないと、要はもらえ

ないという補助金なんですよ。ですけれども、今回この補助金をもらうに当たって、

いろいろ多分町にも相談があったんだと思います。そのときに、多分つくっている皆

さんから要望があったのは、ある程度上乗せをつくっている70町歩の方たちが、俺た

ちもらっているんだから、その分上乗せしてけろという声が少しあったんだと思いま

す。ただ、私もそこはちょっと、うんと思ったので、今回そういう質問をさせていた

だいたところでございますので、いずれにしろ来年度、私来年度の質問をしています

から、来年度に向けての質問をしていますから、来年度4,320円、町長、今の答弁で

すとその助成金は無理だろうというお考えですから、来年度について例えば4,320円

にするお考えというのはありませんか。助成金抜きでですよ。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      本年度、来年度というのは制度が制度ですので、来年度制度が変わるということで

もないと思いますので、使い方については、融通といいますか、それはちょっと難し

いんだと思いますが、なおいろいろ研究してみたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      いずれ来年度から本当に農政変わってきますので、いろいろ研究をされて、もちろ

ん私たちもいろいろ助成金等々も勉強しながら、いろいろな提案をしていきたいと思

いますので、今後とも農業者の方たちがなるべくやめないように、耕作放棄地がふえ

ないように、思いはそこですから、そこに向けて今後ともご努力、ご検討をいただく

ことをご祈念して、一般質問を終わります。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で馬場良勝君の一般質問を終わります。 

      ここで暫時休憩します。休憩時間は10分間といたします。 
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         午後４時０６分  休 憩 

         午後４時１６分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      一般質問に入る前に、会議時間の延長についてお諮りをします。本日の会議時間は、

議事の都合により午後５時を過ぎても時間を延長して会議を継続したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、時間を延長することに決定いたしました。 

      引き続き一般質問を行います。１番千坂博行君。 

 

１  番 （千坂博行君） 

      それでは、通告に従い私から１件質問させていただきます。 

      森の学び舎や嘉太神校舎、難波校舎の利活用についてお伺いします。 

      現在、森の学び舎については、宮城県肢体不自由児協会が十数年来にわたり使用し

ていただいています。また、山岳救助の拠点にもなっています。以前の施設も以前は

小学校分校であり、校舎新築の際は補助金を利用しております。鉄筋コンクリートづ

くりのため、処分制限期間は60年であり、今後も20年以上も維持が必要であり、現状

の利用状況と今後を含め利活用についてお伺いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、森の学び舎や嘉太神校舎、難波校舎の利活用についてのご質問にお答え

します。 

      森の学び舎では、一般社団法人宮城県肢体不自由児協会が主催、参加者がともに楽

しい集団生活を送り、正しい相互理解のもとに強く成長することを願って、きぼっこ

キャンプが毎年実施されております。 
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      平成28年度のきぼっこキャンプは、５月から８月の間にボランティア研修からキャ

ンプまで、19日間、延べ387人に利用いただいております。このほかには、毎年の利

用ではございませんが、宮城県高等学校体育連盟登山専門部や、宮城県山岳遭難防止

対策協議会での研修会でも利用いただいておりまして、遭難事故が発生した際には、

本部の設置も考えられます。 

      嘉太神校舎、難波校舎は、人づくりプロジェクト事業の一環として、平成28年度か

ら林間教育で活用しています。林間教育は、自然の中で学習、活動、交流を通し、児

童の夢と希望と志を育むことを目的としておりまして、宮床小学校、吉田小学校、鶴

巣小学校、落合小学校の４校が事業主体となっております。 

      林間教育の実施に当たりましては、４校連絡協議会を開催し、各小学校で計画を策

定しております。昨年度の林間教育での利用回数は、嘉太神校舎は６回、難波校舎は

８回となっております。各学校の利用状況は、宮床小学校は全学年で利用しており、

周辺道路での自然探索、川の観察、宮床６地蔵と沢の見学の内容で、延べ105名、吉

田小学校では１年生から３年生で利用しており、木材に触れ、木のおもちゃ遊び、広

葉樹と針葉樹の比較、地域の産業を調べる活動、葉っぱの色や昆虫等の生き物の観察、

巣箱づくりや竹を利用したけん玉づくりの内容で、延べ64名。鶴巣小学校では全学年

で利用しておりまして、自然探索ゲーム、観察日記作成、秋探しのグループ活動、交

流遊びの内容で96名。落合小学校では１年生、２年生、４年生、６年生で利用してお

り、自然観察で草花の観察、採集、自然散策で秋が深まる様子と動植物の様子の観察、

地層調査で地層に含まれるものの観察、落合との土地の様子の違いの比較の内容で、

延べ49名が利用いたしました。今年度は、利用回数を各校５回ずつにふやし、嘉太神

校舎は７回、難波校舎は13回の校外活動を計画しております。 

      今後も林間教育での活用を図ってまいります。また、ことしから新たに４校の６年

生が一堂に会した交流教室を各２回ずつ実施することとしており、小規模校の交流を

図ってまいります。 

      林間教育は、平成28年度から取り組んでいる事業ですが、今後もよりよい林間教育

となるよう、教育委員会と学校が相談しながら、事業を進めることといたしておりま

す。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂博行君。 
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１  番 （千坂博行君） 

      それでは、再質問をさせていただきます。 

      私の質問の中で、今後約20年以上維持が必要であるというふうな中で、使い方とし

ては昨年度と同様、嘉太神、難波校舎については学校教育施設ということで使われる

と。森の学び舎については、同じように肢体不自由児協会とキャンプ等で使うという

ことで、今後20年はあると思うんですが、その辺は何かしら都合、状況が変わらない

限り、このまま使われ、同じような使い方をされるのか、確認したいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      お話しのとおり、嘉太神と難波につきましては、学校の林間学校といいますか、校

舎という形で、学校のフィールドワークという中で使っております。事情がいろいろ

変わってくれば、それはまたこのままずっと必ずしもやるというものでは、どっちの

施設にしても、それは当然だというふうに思っておりますが、現在こういった形で利

用しておりますので、現在のところは教育委員会と相談して、こういった形の利用、

あるいは森の学び舎につきましても、現在の利用のほうを基本として考えていきたい

というふうに思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂博行君。 

 

１  番 （千坂博行君） 

      今後、もちろん嘉太神校舎、難波校舎では昨年度から教育施設ということで、使い

始めたということもあるので、すぐ変わるとは私も思いませんが、そういう使い方を

するという答弁でした。８月22日に、社会文教常任委員会で施設を訪問して、見学を

させていただきました。たまたま森の学び舎できぼっこキャンプをやっておられまし

て、児童さんとあとはボランティアの方ですね、来ておりました。いろいろお話を聞

いたんですが、ごみの処理ですとか、町のほうでも随分便宜を図ってもらっていると

いうことで、喜んで使っていらしたという状況でありました。ただ、いろいろ施設的

には今回、ことしは冷夏だったんですけれども、網戸がないということで自分たちで
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仮設の網戸をつけながら、キャンプをしておりました。また、トイレなんですが、車

椅子でのご利用だということでしたので、和式のトイレしかないということで、洋式

のポータブルトイレを２基設置して使っていたという状況でもありました。あとは、

たまたまタイミング的にはお風呂に行くというようなお話もありまして、ひだまりの

ほうにバスで行かれるというお話なんかも聞きながら、ここ十数年使わせてもらって

いますというようなお話をされました。 

      行く道中には、嘉太神校舎がありまして、そちらも見学させてもらいました。こち

らの築年数でいうと五、六年、そんなに変わらないんですが、立地がいいのか随分新

しく見えるというようなところで、28年度からの教育施設ということで活用されると

いうことで、トイレの改修ですね、昨年されているということで、１つしかなかった

男女兼用のトイレを男女別にして、水洗トイレにもなっておりました。その中で、ど

うしてきぼっこキャンプですか、こっちのほうでできないんですかというお話を聞い

たんですが、学校教育施設だということで、体育館、校舎、校庭は使えますが、教室

はちょっと使えないということだったのですが、使い方がいろいろあるとは思うんで

すが、そこまでしてご利用してもらっている方々に、もうちょっと幅を広くして開放

して使ってもらえるような施設というのは、今後考えいろいろ発展していくというこ

とはないのか、お伺いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      お話しのとおり嘉太神と難波につきましては、学校施設でございます。役所なので、

法律上といいますか、そういった形のものがございます。グラウンドと体育館につい

ては、一般貸し出しができるんですが、教室はできないということで目をつぶって、

つぶってつぶれないわけではないのですが。つぶりたいような気がしますが。制度上

はそういうふうになっているということでございますので。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂博行君。 

 

１  番 （千坂博行君） 
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      つぶって、つぶってつぶれないわけではないということで、大丈夫なのであればつ

ぶっていただきたいとは思うんですが、例えば嘉太神分校ですと、28年度の運営費が

内訳ありましてトータルで100万円ちょっとぐらいですか、ざっとかかっております。

あとは、森の学び舎ですと70万円ちょっと、あとは難波のほうも大体同じぐらいとい

うふうに、年間そのぐらいかかっていると。そういう中で、昨年度始まった事業なの

ですが、トータルで４校で14回と使用になっていると。今回はふやしたということで

20回ということで、この金額に対して随分もったいない使い方をしているんじゃない

かなというふうに感じるのは私だけではないと思うのですが、そういう意味でもほか

の利用というのは拡張するというお考えございませんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      利用率を上げるといいますか、そういったことは私も使ってもらえれば大変ありが

たいなというふうに思います。学校のほうでは今、年間カリキュラムの中でやります

ので、あと移動もありますから、学校の授業としてこれ以上どんどんふやすというの

はなかなか難しい部分があるんだというふうに思っております。それ以外での利用の

方法という形になりますと、やっぱり制限がありますが、どういったことができるか、

体育館とグラウンドであれば一般開放ができるということでございますので、そこを

利用するということ、あるいは制度の中でどういった動きができるのか。この辺につ

いてはいろいろ工夫して、幾らでも使えるような工夫は考えてもらいたいと思います。 

      ただ、制度がどうしてもその辺にありますので、そこでどういったものができるか

ということ、皆さんからもいろいろご意見いただければというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂博行君。 

 

１  番 （千坂博行君） 

      制度の問題もあるということですので、そこはちょっといろいろと調べていただく

しかないとは思うんですが、森の学び舎もさっき網戸がないとか、あとはトイレの問
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題なんかもありましたが、中に入ってみますと、雨漏りしたような跡なんかもありま

して、今後20年の間には修繕費等々、これ以上にかかってくるものもあるのかなと思

っております。使い方としてはキャンプ等でも今使ってもらっていますが、遭難の際

の本部の設置等々、重要な役割もあるとは思いますが、人がそこでキャンプをするの

と、しないのでは管理の仕方も違ってくるのかなと思いますので、経費、費用の配分

にも変わってくると思いますし、ぜひ使い方というところでは税金使われていますの

で、町民の皆さん、こういう使い方でいいのかなというふうな、首をひねられるよう

なことじゃなくて、いろいろ、ああ、こういうふうに使っているんだなというふうに

言われるような使い方をしていただきたいと思います。最後に町長、一言お願いしま

す。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      おっしゃるとおり、せっかくの施設でもありますし、税金も使わせてもらっており

ます。誰から、皆さんから見て納得できる使い方といいますか、そういった形のもの

に、なお努めてまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂博行君。 

 

１  番 （千坂博行君） 

      以上で、私の一般質問を終わりにします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で千坂博行君の一般質問を終わります。 

      続きまして、10番今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      皆さん大分お疲れになったかと思います。できれば５時までに終わるように努力し

たいというふうに思います。 
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      私は、２件５要旨になりますが、質問させていただきます。 

      まず、１点目でありますが、これ先ほどの千坂議員の続きみたくなりますが、１つ

は閉校後の宮床小学校旧難波分校をリニューアルし、体験交流観光などの場として有

効活用を図ってはという提案であります。 

      難波分校は、地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学び舎成長を支え、

学校を核とした地域づくりとしての役割を担ってきたということで、昨年３月に140

年の学校としての歴史を閉じたところであります。その中で、現在は先ほどもありま

したように、林間教室としての利用ということで位置づけられて現在利用されている

のが１点と、それから難波地区のコミュニティーを高める施設として、地区内で利用

されていると、活用されているということであります。構成については先ほどありま

したように、鉄筋コンクリートづくりで、立地としては中山間地にあり、ご案内のよ

うに周辺には保安公園などが整備されている状況にあります。 

      そこで、１つは現在の校舎の利用状況についてお伺いしたいと思います。 

      ２点目、校舎の立地する難波地域の特性、周辺環境、住民ニーズを踏まえた今後の

有効活用に向け、利用範囲の拡充を図る考えはないかお伺いします。 

      ３点目は、校舎は教室のほか、給食用の調理室、屋内運動場などを活用し、教室を

宿泊施設に整備するなどして、改修を行って新たな地域の社会的機能の喪失とか、活

性化を図るための体験交流型の施設にリニューアル整備してはということで、３点に

ついてお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、難波校舎の現在までの利用状況についてでございますけれども、先ほど

の千坂議員さんと重複する部分がございます。申しわけございませんがよろしくお願

いします。 

      平成28年度の林間教育での利用状況は、宮床小学校、鶴巣小学校、落合小学校の３

校で延べ８回となっております。 

      林間教育の実施に当たりましては、４校連絡協議会を開催いたしまして、各小学校

で計画を策定しております。各学校の利用状況は宮床小学校は全学年で利用しており

まして、周辺道路での自然探索、川の観察、宮床６地蔵と沢の見学の内容で、延べ
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105人。鶴巣小学校では全学年で利用しておりまして、自然探索ゲーム、観察日記作

成、秋探しのグループ活動、交流遊びの内容で延べ96名。落合小学校では１年、２年、

４年生で利用しておりまして、自然観察で草花の観察、採集、自然散策で秋が深まる

様子と動植物の様子の観察の内容で、延べ33名が利用しております。また、今年度か

ら新たに宮床小学校、吉田小学校、鶴巣小学校、落合小学校の４校の６年生が一堂に

会した交流教室を各２回ずつ実施することとしており、小規模校の交流を図ってまい

ります。 

      難波地区での利用では、町民運動会の練習、地区球技大会の練習、長寿会でのグラ

ウンドゴルフ、地区敬老会など延べ25回の利用状況となっております。今年度は、難

波神楽保存会での神楽練習の場としても利用いただいております。今後も、地域住民

のニーズに応えながら、利用の拡充に努めてまいります。 

      次に、有効活用に向けた利用範囲の拡充と、難波校舎を宿泊施設に整備し、体験交

流型の施設へのリニューアル整備について、お答えいたします。 

      七ツ森湖畔公園は、お花見から水遊び、芋煮会、自然遊歩道の散策など年間を通し

て多くの観光客が訪れる観光地となっております。 

      体験交流型施設へのリニューアル整備のご提案でございますが、周辺の体験観光施

設としましては、七ツ森陶芸体験館が整備されており、自分だけの焼き物づくりを体

験することができます。また、七ツ森ふれあいの里には、七ツ森湖を望む高台にバン

ガローやテントサイトがありまして、宿泊、日帰りのどちらでも利用できる施設が完

備されております。また、滝ノ原温泉や、台ヶ森温泉には宿泊施設もあり、宿泊希望

の観光客のご要望にお応えできていると考えております。 

      したがいまして、現時点では難波校舎は今後も林間教室での利用と地区民のスポー

ツ活動や文化活動など、地域住民の各種活動の場として活用してまいりたいと考えて

おるところでございます。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      それでは、再質問させていただきますが、まずただいまご答弁いただいた関係で、

内容についてお伺いしたいと思います。 

      １つは、宮床小学校の利用の中で、周辺道路での自然探索、川の観察、宮床６地蔵
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と沢の見学ということでありますが、これは具体的に難波校舎というんですか、難波

校舎を利用しての活動内容になるのかどうか、お伺いしたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      具体的な内容としましては、教育長のほうからお答えします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      教育長上野忠弘君。 

 

教 育 長 （上野忠弘君） 

      ただいまのご質問にお答えをしたいと思うんですが、難波校舎をベースとしまして、

そして地域に出ての活動というふうになります。子供たちが活動スタート時点で集ま

ったり、お昼を食べたり、あとはまとめの反省会をしたり、そんな活動をする場とし

て活用している状況があります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      そうしますと、鶴巣小学校とか落合小学校も同様というふうに捉えてよろしいんで

すかね。ここに回答あったわけでありますが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答え要りますか。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      いや、同じ、大体あれですか。それから、今年度から始まったこの４校の６年生の

交流の関係でありますが、具体的にちょっと内容が見えないのでありますが、どうい

う活動をされたのか、あるいはこれからするのか、内容についてお伺いしたいと思い
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ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      その内容につきましても、教育長のほうからご答弁いたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      教育長上野忠弘君。 

 

教 育 長 （上野忠弘君） 

      ４校交流の事業ですけれども、これについては今年度吉岡小学校のほうに松島の野

外活動センターから来た教頭先生がいらっしゃいまして、その先生を講師にして、パ

ンづくりを一緒に、竹などにくるくる巻いて、バームクーヘンですかね、あんなふう

にして１回目やったと報告を受けております。今後もまた工夫しながらやるんだろう

と思います。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      そういう利用はされているということで、それは継続してといいますか、活用する

という意味では非常にいいことだと思いますので、続けていただければというふうに

思います。 

      それで、校舎の利用の拡充の関係でありますが、難波校舎についても先ほど千坂議

員の答弁と同じように、制度的な問題でもう少し拡充ができないという意味なんでし

ょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      そのとおりで、難波分校につきましても校舎の扱いになっておりますので、貸し出

しができるのにつきましては、校庭、体育館というのが原則でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      校舎の利用について、全国的に5,800ほどの廃校があるという文科省のデータがあ

るようでありますが、そのうち約７割が再利用といいますかされているようでござい

ます。ただ、これから再利用する上で、先ほど千坂議員もおっしゃっていましたけれ

ども、要するにある意味鉄筋コンクリートづくりでこれから20年大体難波分校が同じ

ぐらい、37年ぐらい経過しているんですかね。20年以上使っていけるという施設にな

っていくかと思うのでありますが、そういう意味では先ほど報告あったような利用を

さらに拡充して、体験交流型、さっきパンづくりのお話もあったわけでありますけれ

ども、いろんな形で利用するために、文科省でも用途の変更というんですか、目的、

校舎以外のものに使っていく際の緩和措置が大分とられているようであります。これ

までの中では、用途変更について申請で却下されたのはほとんどないという報告があ

るようでありますので、目的を変更して承認をいただいてそれをリニューアルして利

用していくということも必要ではないかというふうに思うのでありますが、そういう

考え方はないかどうかお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      文科省のほうの制度が少し緩くなったといいますか、違った使い方も認められるよ

うになってきていると聞いております。それにつきましては、例えば福祉とか、目的

がはっきりしていて、文科省が認めたものというふうになると思います。それ以外で

あれば、補助金を返すとか、そういった形にすれば全く違った使い方も可能だという

ふうに思います。現在は、難波とこの２つの校舎につきましては、嘉太神ですね、こ

れにつきまして学校のほうで林間学校としてそういった施設として使うという目的を
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持ってとりかかっておりましたので、現在はそういった使い方になっておるというこ

とです。 

      また違った目的、活動が違ってくれば違った活動ということもあると思いますが、

今現在は学校のほうで教育施設として使うという形でございますので、その目的の中

で利用しているという考えでおります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      学校のほうでというお話でありますが、両立といいますか、施設の回転率を上げる

には、もう少し利用の範囲が広がるような施設としてやるべきじゃないかなと思うん

ですね。せっかくの施設でありますので、それを有効に活用する、守備範囲といいま

すか、利用の範囲を広げていくことも大事じゃないかなと思うんですね。冒頭でちょ

っと申し上げましたように、立地条件としては非常にいいところではないかと。仙台

圏に近いところでもありますし、中山間地という特性もありますし、近くには南川ダ

ム周辺の公園も整備されているということで、いろんな使い方が広がっていくんでは

ないかなというのが１つありますし、それからきょう最初の千坂裕春議員のときにも

町長がおっしゃったように、宮城県としても観光交流といいますか、そういう取り組

みを重視していくんだというお話があったわけでありますが、そういう全体の今の状

況ですか、それを踏まえてやっぱり有効活用していくということができないのかどう

か、来年からすぐということじゃなくて、あるいは文科省に出した校舎の利用につい

ての申請とか、そういうのがあるのかどうかわかりませんけれども、そういう変更の

手続についてさらなる期間を要するのかどうか、教育長のほうになるんですかね、そ

の辺はあればお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      この校舎につきましては、さっき千坂議員さんにもお話を申し上げたところでござ

いますが、現在はそういった使い方をやっているということです。これは将来までず
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っとやるのかということになれば、それは学校の利用の関係とかが変わってくること

もありましょうし、そういったときに利活用についてはまたそのとき考えなきゃない

というふうに思っています。現在は、あくまで学校施設としまして活用するというこ

とで、実際利用してあるわけでございますので、この子供たちの環境という部分で林

間学校の環境という部分で大切な施設ということで、現在はこういう形でやっていき

たいというふうに思っております。ずっと将来はといったときには、さっき千坂議員

さんが言いましたが、必ずしもずっとやっていくということではなく、利用回数もも

ちろんあるわけですけれども、子供たちが利用するということについては、大事な施

設だというふうに現在は思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      大事な施設として学校教育の一環として、林間教育ということでありますけれども、

もし本当に林間教育の施設として利用していくとすれば、こっちのほうをもっと広く

利用できるんではないかなと思うんですね。１つはさっきは宮床、吉田、鶴巣、落合

のこの４校という話でありますが、むしろそういう自然とのふれあいが少ない小野小

学校とか、吉岡小学校の子供たちが利用できるようなことも考えるべきじゃないかな

というふうに思うんです。林間教育であれば、宮城県に森林インストラクターですか、

そういう方もいらっしゃいますし、いろんな教育、さっきパンづくりのお話もあった

んですが、いろんな野外で活動ができる指導者、そういう人たちも大分宮城県内にも

いらっしゃるようなので、そういう人たちも活用していくとすれば、もっともっと広

くできるんではないかなというふうに思いますけれども、その辺の活用の仕方につい

て、どうかお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      学校それぞれの事情があるわけでございますけれども、その辺につきましては、考

え方、教育長のほうから申し上げます。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      教育長上野忠弘君。 

 

教 育 長 （上野忠弘君） 

      ただいまのご質問にお答えします。 

      まず、最初にこの林間教育というふうなことを発祥したのは、私が来た当時、どん

どん子供が減少するんだと話を聞いて、町としては子育て支援住宅を考えていると、

そうすれば教育委員会でできることは何だろうと、そのとき考えたのが自然豊かな中

で子供たちが生活できますよというふうなことをまず前面に出して、子供たちがそこ

に住み着くような、地域の方が住み着くようなそんな地域にしたいと。そして、嘉太

神分校にあった小瓶を出すと同時に、難波分校が閉校になったと、28年からじゃあ一

斉にスタートしようということで始まったのがスタートだったわけです。ただ、今町

長が話したとおり、いろんな利活用もあるだろうということで、今年度については現

在小野小学校の校長と、吉岡小の校長に、来年度嘉太神校舎と難波校舎を使って、ど

の学年でどんな活動が可能か、検討するようにお話をしてありますので、現在進めて

いる状況にあります。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      今教育長のほうから前向きなご回答をいただいたわけでありますが、そういうふう

に利用を広げようとするのは幾らでもできると思うんですね。それから、もう一つは

３点目の質問になるんでありますが、施設のリニューアルといいますか、言ってみれ

ば内容といいますか、それを転換していってみれば、リノベーションをして活用の範

囲を広げると。いろんな先進事例といいますか、それを調べてみますと例えばいろん

な小中校生の合宿に使うとか、そういうことも可能になってくると。そういうあると

ころでは、町内の人と町外の人が利用する場合の利用料に差をつけるとかしてやって

いるようでありますけれども、そういう町外の人との交流といいますか、大和町の立

地を知ってもらう機会にもなるんではないかなというふうに思うんですね。 

      そういう意味で体験型交流施設としてのリノベーションをしてはどうかなというの
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が提案なんでありますが、さっき町長からありましたように、当面はという話であり

ますけれども、いずれ人口減の話も先ほど来出ているわけでありますが、そういうこ

とも含めて、ぜひこの辺について検討いただきたいというふうに思いますし、難波地

区の人たちのお話を聞いても、もう少し活用の話を聞いております。さっきも申し上

げたように、聞いた話では高校生が来ていたときの合宿に使えばいいねという話もさ

れておりますし、何かそういうことがあるとすれば、もっと思い切ってそれこそ用途

の変更承認申請をして、将来的に交流人口もふえるような形にしていただければいい

のかなというふうに思います。 

      難波の地区の人たちも今戸数的には八十何戸あるんですかね、それに住んでいる方

が200人ぐらいいるんですかね。そういう場所でもありますから、地域を知ってもら

う、あるいは体験型の中では地域の人たちの林業にかかわっている人もおりますし、

それから農業をやっている人もいるわけでありますから、その中で体験をしてもらう

ということも１つの都心の人たちとの子供たちとの利用してもらうことによって、地

域を知ってもらう、あるいは農業の現状を知ってもらう、そういう機会になるのでは

ないかなというふうに思いますので、将来方向に向けての町長の考えをお伺いできれ

ばと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今、今野議員お話しのような、そういった活動といいますか、大切なことだと思っ

ておりますし、そういった形で地域の活性化とか図っていくということは、当然大事

な取り組みになっていくんだというふうに思っております。今すぐということではな

くてというお話で、今現在はどうしても学校関係のものがあるのでございますが、こ

ういった施設だけではなくて、大切な地域でございますので、そういったこともどん

どん取り入れた中で活性化を図っていく、将来的にそういったことはぜひ必要だとい

うふうに思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 
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１ ０ 番 （今野善行君） 

      ぜひ近い将来にそういう検討をしていただいて、青写真をつくっていただければい

いのかなというふうに思います。 

      それから、最後にこれに関して、先ほどこの部分は私の質問の中に入っていないん

ですが、森の学び舎、嘉太神分校のお話もありました。旧升沢分校については、いわ

ば王城寺原演習場の絡みで升沢分校も廃校になったということもあるんではないかな

と思うんでありますが、ここは全くわからなくて、さっき升沢分校の雨漏りのお話と

か、あるいは施設の不備のお話があったわけでありますけれども、升沢分校を廃止と

いうんですか、全く廃止して解体して、嘉太神分校に機能を統合するとか、そういう

ことができないのかどうか、ある意味さっき管理運営費のお話もあったんですけれど

も、そういうふうにして合理化といいますか、そういうことができないかとちょっと

お伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      議員今おっしゃっているのは、１つを廃止にして、合理化、統合みたいな感じにと

いう意味でしょうかね。ちょっと正式には調べてみないとわかりませんけれども、両

方校舎として使っていて、それを１つにするということであれば、そういったことも

考えられるのかなという思いもございます。今は、校舎という形ではありますけれど

も、常にはいない状況の建物になっておりますので、その辺について調べてみないと

わからないところがあります、申しわけございません。調べてみたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      その辺も管理施設を減らすというのが１つの手だと思いますので、もし升沢分校の

そういう状況で修繕費等がふえていくのであれば、そういうこともひとつ検討してい

ただければというふうに思うところでございます。 

      それでは、２問目に入りたいと思います。宮床中学校にも吹奏楽ができる環境整備
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ということで、以前にも質問させていただきましたが、昨年３月に質問した件であり

ます。宮床中学校の生徒は年々ふえてきているのはご案内のとおりであります。その

対応として、校舎の大規模改修にも取り組んでもらっているところであります。そう

いう中で、大和中学校には吹奏楽にかかわる楽器等がある程度整備されているようで

ございますが、町内に２校しかない中学校の中で、一方にはそういう環境が整えられ

ていないという宮床中学校の状況であります。ある意味、こういう言い方が正しいの

かどうかわかりませんが、教育を受ける公平性に欠けるのではないかというふうにも

思われるところでございます。 

      そこで、前回質問から１年半ほど経過しているわけでありますが、宮床中学校にお

ける吹奏楽の整備に係る現状と課題について、お伺いしたいと思います。 

      ２点目、整備に係る資金について、ふるさと納税による基金も年々増加しているよ

うであります。現在2,000万円を超える基金にもなっておりまして、その中で人につ

いて豊かな心を育む学習のまちづくり事業の目的も入っているようであります。その

運用の一環として、この吹奏楽の環境整備に充当して整備する考えはないかどうか、

お伺いしたいというふうに思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。教育長上野忠弘君。 

 

教 育 長 （上野忠弘君） 

      それでは、次に吹奏楽の整備に関するご質問にお答えをいたします。 

      部活動につきましては、興味関心を持つ生徒の自発的参加を基本に組織され、顧問

教師の指導のもとに、その興味関心を集団的に追求する自主的活動です。そのため、

学校が計画をし、その責任のもとに行われるものであり、部活動を通して個性の伸長

を図り、集団構成員としての資質を養い、健全な生活態度を育成することが期待され

ております。 

      また、中学校学習指導要領総則には、生徒の自主的、自発的な参加によって行われ

る部活動については、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任

感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として教育課程との関連が

図れるよう留意することと、教育課程との関連が明確になりました。 

      宮床中学校の部活動につきましては、近年の生徒数の増加に伴い、生徒と教職員で

検討を行い、保護者の理解を得ながら、部活動を設置してまいりました。現在は、８
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つの運動部、２つの文化部で構成され、各部一、二名の顧問教師のもと、積極的に活

動をしております。今年度の富谷黒川地区中学校総合体育大会では、ソフトテニス女

子が優勝、柔道女子が優勝、柔道男子が準優勝、卓球女子が準優勝、バレーボール女

子が第３位の成績を得ており、生徒がそれぞれの部活動に熱心に取り組んだ結果だと

考えております。 

      今野議員のご質問にあります吹奏楽の整備につきましては、平成28年３月議会でも

答弁いたしましたが、学校において部活動設置についての総合的な検討が必要であり、

現在の部活動の活性化、安全対策、環境整備の充実を図ることが大事と考えておりま

す。そのため、吹奏楽に限らず、部の新設については生徒、教員からの要望があった

場合、学校において総合的に判断されるべきものと考えております。 

     学校において総合的に検討された結果として、条件整備、環境整備の必要性を学校が

判断したときには、町として学校の意向に沿って対応していきたいと考えております。 

      ふるさと応援基金の活用につきましては、吹奏楽部新設の際の楽器の購入に限らず、

豊かな心を育む学習のまちづくり事業に要する財源として、財政当局と相談しながら、

必要な時期に効果的な活用を考えてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      ちょっと私がお伺いといいますか、質問の中でいい書きぶりといいますか、の中で

今教育長のご答弁あった中で、吹奏楽部というんですか、それは部活動の一環という

のは私もわかっていて、部活動に対する教育的な資金の投入といいますか、直接必ず

しも必要でないということは、理解できるのでありますが、ただ吹奏楽部を構成する

となると、多額の資金が必要になるんだろうというふうに思います。単純にいろんな

楽器の状況を見ても、１セットといいますか、やっても四、五百万円くらいかかるん

ですかね、そういう資金が必要になるようでありますし、当然ご答弁にあったように

指導者も必要になるんだろうというふうに思います。 

      いろんな機会に宮床中学校の生徒さんとか、あるいは父兄の方とお話ししていると、

やっぱり宮床中学校にもそういう吹奏楽ができる設備が欲しいねと、あるいはやりた

い子供もいるようだということと、それから生徒さんがふえて、30年からですか、校

舎も教室もふえて稼働していくというふうになると思うんでありますが、ある意味近
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い将来そういうふうに生徒数がふえていって、当然前に校長先生と話したときにも、

部活動のことは考えなくちゃないと、吹奏楽と言わなかったんですけれども、そうい

うふうになるという状況でありますので、それも踏まえて今のうちからぜひ検討して、

環境整備ができればなというふうに思いますが、いかがですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      教育長上野忠弘君。 

 

教 育 長 （上野忠弘君） 

      議員さん重々ご承知の上での質問かと思うんですが、確かに吹奏楽部をつくるとき、

ちょっと調べてみたんですが、例えば25名の子供がいたときに、自分で持つ金管楽器

とか、ほかの木管がありますけれども、それ以外に脇に置くような楽器も含めると、

大体25種目で35台くらい欲しいようなことなんですね。それをトータルしますと、こ

れはランクから言うと下から２番目のランクで計算してもらったんですが、大体900

万円くらい、ただ、新しく部をつくったときには１年から順に入ってきますから、そ

う多くはないと思うんですね。ですから、練習を始める段階ですので、これほどは必

要ないとは思うんですが、それくらいの予算は必要だということを一応調べてみまし

た。 

      それで、先ほどから言っておりますけれども、校長先生ともお話をしたんですけれ

ども、確かに同窓会総会の折に質問があったんですと。そのときに吹奏楽に限らず、

もうじき生徒がふえますから、順次部活の検討に入る必要があるというお答えをしま

したと、そのときにはぜひ教育委員会と相談しますので、よろしくとありましたので、

わかりましたという返事をしておきましたので、よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      私が調べた倍ぐらいの予算が必要だということでありますが、同窓会総会に私も出

席しておりまして、今申し上げたとおりでありますが、いずれこの間自衛隊のサマー

コンサートですか、26日に私も見学をさせていただきました。あれで見ていますと、

やっぱり自衛隊の演奏者の方と大和中学校の生徒の方が一緒にやって、あれでいろい
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ろ子供たちの歓声といいますか、そういうのを見ていて感じるんですけれども、ふく

らむといいますか、そういう期待もありますし、昨年３月のときにお話ししましたよ

うに、音楽の効能というのも本当にいっぱいあって、それこそ動物も植物も音楽を聞

かせることによって、おいしいものができたり、うまく成長したりというのもあるく

らいでありますから、人の場合はなおさらいわんやのことかというふうに思います。 

      そういう意味で、ぜひ宮床中学校にも吹奏楽ができる環境整備を早急に検討してい

ただければ非常に子供たちも喜ぶんではないかなというふうに思いますので、最後に

一言お願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      教育長上野忠弘君。 

 

教 育 長 （上野忠弘君） 

      今のお話、昨年もお聞きしたし、私も自衛隊と大和中学校の一緒の演奏会ずっと見

ておりまして、よさというのは十分感じております。ただ、議員さんにご理解いただ

きたいことなんですが、部活をつくるというのは学校を管理する校長であれば、部活

をつくるときには頭の隅に廃部も考えるんですね。つくればある時期ある部をなくす

ことも出てくるだろうということもあります。つくったり、廃部にするときには、年

数を要します。声が上がりましたからすぐではなくて、じゃあどの部をつくることが

いいんだろうかということを検討を始めます。ですから、検討を始めて１年後にでき

ることは少ないと思います。２年、３年かかりながらやりますから多分校長先生は早

速来年からでも検討をというふうな言葉を出したと思うんです。ですから、我々も今

準備するのではなくて、準備状況、学校の状況を見ながら、順次対応したいなと思い

ます。 

      ただ、もう１点は、部活をつくるときに例えば現在宮床中学校では、野球部が10名

ですかね、新人戦もぎりぎりだと。サッカー部はメンバーが足らない状況があります。

以前は女子ソフトボールも不足した状況がありました。そのように、子供たちは自分

たちの部がこの先大会に出られるのだろうかという心配があります。そのために、４

月の仮入部のときに何人自分たちの部に仮入部をするか、非常に敏感になります。そ

れによって中総体はいいんだけれども、新人戦は出られないというふうになります。

ですから、その辺全てを考えながら校長先生方は準備をしますので、その辺もあわせ

てご理解をいただきたいと思います。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      今野善行君。 

 

１ ０ 番 （今野善行君） 

      その辺は十二分に理解できるところだというふうに思います。ぜひ時間のかかるこ

とであればなおのこと、早く検討いただいて、先生方なりにはいろいろご苦労をかけ

ることになるかと思うんでありますが、よろしくお願いしたいと思います。 

      以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で、今野善行君の一般質問を終わります。 

      お諮りします。 

      本日はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

      本日はこれで延会します。 

      再開はあしたの午前10時です。 

      大変お疲れさまでした。 

         午後５時１７分  延  会 

 

 


